


は じ め に

　館林市は、大小の河川や沼などの豊かな水資源や、肥沃な大地に恵まれ、特

色ある歴史文化が育まれ、多くの文化財が今に伝えられてきました。しかし、

今日まで受け継がれてきた多くの文化財が、人口減少・少子高齢社会の進行に

伴い、消滅や存続の危機を迎えています。また、社会構造や経済状況の変化に

伴う生活様式の変容や価値観の多様化、市民要望の変化により、文化財の「保

存」に関する捉え方も変わり、歴史文化に対する期待や役割は大きくなってい

ます。

　館林市教育員会では、このたび「館林市文化財保存活用地域計画」を作成

し、令和６年12月20日に国の認定を受けました。

　今後、本計画が将来像として掲げた「里沼のまち・館林市文化財未来ビジョン

―つなぐ文化財×つながるまちづくり―」を目指し、地域住民や関係団体等と

連携しながら、地域総がかりで歴史文化・文化財の保存・活用に取り組んでま

いります。

　結びに、本計画の作成にあたり、ご尽力を賜りました「館林市文化財保存活

用地域計画協議会」の三田委員長をはじめ、委員の皆様、ご助言・ご指導を賜

りました文化庁文化資源活用課、館林市文化財保護審議会の皆様、貴重なご意

見をお寄せいただきました関係者並びに市民の皆様に心より、お礼を申しあげ

ます。

　令和７年（2025）３月

館林市教育委員会

	 	 	 	 	 教育長　川 島 健 治　





ご あ い さ つ

　近年文化財を取り巻く環境は、少子高齢化の進展や多様化する価値観など、

変容する社会にあって大変厳しい環境にあります。経年の劣化や消滅に加え自

然災害や地域コミュニティの稀薄化がもたらす後継者不足など、極めて深刻な

状況にあります。

　館林市では文化財保護法の改正を受け、平成30年12月に「館林市歴史文化基

本構想」を策定し、文化財の保存活用に関する基本的方針を定め各種事業に取

り組んでまいりました。今般の「館林市文化財保存活用地域計画」は、この構想

を更に推し進め、構想の具現化を目的に作成したもので、その達成の道筋を年次

別計画としてまとめ令和６年12月20日に文化庁長官の認定を受けたものです。

　計画の策定にあっては、館林市文化の特徴を「里沼＝沼と低台地が織りなす

水辺で育まれた文化」との共通理解を図り、これに連なる様々な指定・未指定

の文化財を体系的に捉え、過去から現在へと受け継がれた文化財の価値を正し

く理解し、適切に保存活用するための方策を審議いたしました。

　そして、行政や所有者、活用者や伝承者など関係者が、それぞれの立場から

具体的な取り組みを提案し、その課題を含め今後のあるべき姿についてまとめ

たものです。

　文化財の保存と活用は、多額の経費と長い期間を要することから、ともする

と経済性が優先されるあまり本質を失う危険性を含んでいます。この計画書が

「時代を映す鏡」と言われる数々の文化財に光を当て、確かな方針の下で逐次

整備され「未来を照らす鏡」となり、新たな文化創造の一助となることを願っ

てやみません。

　令和７年（2025）３月

館林市文化財保存活用地域計画協議会

	 	 	 	 	 委員長　三 田 正 信



例 　 言

１�　本計画は、文化庁『文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財
保存活用地域計画作成等に関する指針』（作成：平成31年３月、最終変
更：令和５年３月）、群馬県教育委員会『群馬県文化財保存活用大綱』に
基づき作成した。

２�　本計画の作成にあたっては、令和４～６年度に「館林市文化財保存活用
地域計画協議会」を組織し、検討を行った。

３�　本計画は、館林市教育委員会文化振興課が主体・事務局となり作成し
た。作成過程においては、文化庁文化資源活用課と群馬県地域創生部文化
財保護課から指導・助言を受けた。
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第１章 地域計画作成の目的と位置付け 

１作成の背景と目的  
⑴背景  

①館林市におけるこれまでの文化財の保存・活用の状況  
本市では、これまでの発掘調査の成果により旧石器時代から人々の生活の痕跡が確認されて

いる。縄文時代には市内各地で集落が営まれ、様々な出来事や長い時間を経て、昭和２９年
(1954)に私たちが住む今日の館林市が誕生した。市内には、その長い歴史の中で育まれた数多
くの貴重な文化財が残されており、地域共有の財産として、現在まで大切に守られてきた。 
館林市では昭和４６年(1971)に「館林市文化財保護条例」、平成３０年(2018)に「館林市歴史

文化基本構想」（以下、歴文構想）を制定するなど、文化財を守り、活かし、未来に引き継ぐた
め、所有者や多くの住民、国・県や関係機関などと協力し、様々な施策を実施してきた。 
しかし、近年の社会情勢の変化に応じて、文化財の保存・活用に関するこれまでのあり方を

再検討する必要が生じている。文化財を確実に保存する一方で最大限に活用し、魅力あるもの
として次世代に引き継ぐために、それらに対する考え方や活用に関する考え方を見直すことが
求められている。 

 
②歴史文化基本構想の策定 
今日まで受け継がれてきた文化財には、人口減少・少子高齢社会の進行に伴い、消滅・存続

の危機を迎えているものが存在する。また、社会構造や経済情勢の急激な変化と、それに伴う
生活様式の変容や価値観の多様化、住民要望やニーズの変化により、文化財の「保存」に関す
る捉え方も大きな転換点を迎えている。その一方で、文化財の持つ魅力をまちづくりや観光な
どの諸産業の振興に活用することも以前より求められることが多くなって来ている。本市にお
いては、令和元年(2019)に文化庁によって認定された日本遺産「里沼(SATO-NUMA)」の取り
組みがその代表例である。 
大小の河川や沼などの豊かな水資源や、肥沃な大地に恵まれた館林市では、特色ある歴史文

化が育まれ、多くの文化財が今に伝えられてきた。これらをこれからも守り、多様な人々が関
わることでその価値を共有し、積極的な活用によって次世代につなぐ、新たな文化財保護のあ
り方を示すマスタープランの策定が必要とされていた。 
こうした中で、平成２９年(2017)１１月、市内の経済団体やボランティア活動団体を発起人

として、「館林つつじサポーターズ俱樂部」が設立され、国指定名勝「躑躅ヶ岡」のつつじの保
護育成と、「躑躅ヶ岡」を中心としたストーリーで文化庁「日本遺産」認定を目指す動きが起こ
った。日本遺産認定を獲得するためには、市内の文化財を指定・未指定に関わらず広く掘り起
こし、その周辺環境も含めた歴史文化を基に、新たな地域ストーリーを見出すことが必要とさ

第７章　地域計画の実現に向けて
1 地域計画の推進体制… …………………………………………………………………………………… 178
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件、国登録有形文化財(建造物)が３件)である。また、未指定文化財は２１件で、多々良沼や城
沼、内陸古砂丘などの景観や、川魚料理や館林のうどん、麦落雁などの食文化も含まれている。 
令和３年(2021)６月には認定内容が変更され、「蛇沼と間堀遺跡出土品」、「近藤沼(ホリアゲ

タ)」、「長良神社と館林城下町の総構え」、「織姫神社と館林紬」の、いずれも未指定の文化財で
ある４件の構成文化財が、「祈りの沼」、「実りの沼」、「守りの沼」、「里沼のもてなし文化」の各
章に１件ずつ追加され、日本遺産「里沼」の構成文化財の総数は４２件となった。 

 

⑵地域計画作成の目的と位置付け  

①目的  
平成３０年度の「歴文構想」策定と、翌令和元年度の「里沼(SATO-NUMA)」の文化庁「日

本遺産」認定により、本市の文化財をまちづくりやひとづくりの分野に直結させる必要性が高
まってきた。 
そこで、館林市に存在する文化財を文化財保護法に基づく指定や登録の有無に関わらず広く

把握し、その総合的な保存・活用・継承を図ることを目的として、今回新たに「館林市文化財
保存活用地域計画」(以下、「本計画」という)を作成することとした。 
本計画は、文化財の保存・活用に関する総合的な法定計画として、中・長期的なマスタープ

ランと、計画に位置付ける具体的事業のアクションプランとしての二つの役割があり、計画作
成にあたっては、文化財関係部局だけでなく庁内関係部局、文化財所有者・管理者、民間団体・
地域活動者など、多様な主体が参加することで計画の詳細を検討した。 
私たち館林市の住民がビジョンを共有することで、地域が一丸となって円滑に連携しながら

文化財を守り、活かし、伝えていくための計画となることが期待されるほか、今回新たに文化
財の防犯・防災を含めた管理体制の課題解決にも言及し、将来にわたってその価値と魅力を安
全に保つための対策・体制の整備に取り組む。 

 

②歴史文化基本構想との関係  
本計画は、平成３０年度に策定した「歴文構想」を踏襲するものである。歴文構想から誕生

した「里沼」の概念は、令和元年５月の文化庁「日本遺産」認定*の契機となり、本市の歴史文
化のマスタープランとしての意義を果たした。 
しかしながら、その後の社会情勢の変化による本市の歴史文化を取り巻く環境や、「里沼」を

活かしたまちづくりも積極的に展開されていることから、本計画においては歴文構想での言及
が弱かった「ひとづくり」・「まちづくり」までを新たな領域として設定し、行政(市・県・国)の
みならず文化財所有者や関係団体、民間事業や住民・地域を主体者とした具体的事業を明確に
位置付け、地域が一体となって歴史文化の振興を図る。 
本計画には二つの役割があり、一つ目は、ビジョンの実現に向けた中・長期的な基本方針＝

れる。その作業は、まさに「歴文構想」策定の目的とも合致していたことから、平成３０年度
に教育委員会文化振興課で、歴文構想策定作業(担当：文化財係)と日本遺産認定申請(担当：市
史編さんセンター)の二つを並行で進めることとなった。 
まず、同年(2018)１２月に「歴文構想」が策定された。この「歴文構想」においては、「館林

市史」編さん事業によって新たに得られた文化財調査の成果を活かしながら、同事業の基本方
針として掲げた、「水との関わり」や「県を越えた広域圏との関わり」といった地域特色と一致
する、五つの「歴史文化の特性」と八つの「関連文化財群とストーリー」を設定した。 
この「歴文構想」策定の過程で、「水辺遺産」というキーワード、「水辺と台地が育む風土」と

いう歴史文化の特性、「沼辺・河川の利用と暮らし」の関連文化財群とストーリーから、市内に
ある複数の沼が地域の人々の暮らしと深く結びつき、人と自然との共生によって景観と生態系
が維持されてきたことが再認識され、それを「里山」になぞらえて「里沼」と呼ぶことが提案
され、翌令和元年(2019)の日本遺産『里沼(SATO-NUMA)』認定へと結実した。 

 

③日本遺産「里沼((SSAATTOO--NNUUMMAA))」の認定  
前項でも触れたように、日本遺産への認定申請の契機となったのは、平成２９年(2017)１１

月の「館林つつじサポーターズ俱樂部」設立であった。 
国指定名勝「躑躅ヶ岡」は、明治維新で一時荒廃したが、地元経済界を中心とした地域の人々

の努力によって復興を遂げ、その後も公園整備が続けられ、昭和９年(1934)に国の名勝にして
指定された経緯がある。こうした先人と同様に、地域住民の誇りである「躑躅ヶ岡」の古木の
保護育成に努め、全国に誇れる「日本遺産」として未来に伝えようという思いを抱いた人々に
よって「つつじサポーターズ俱樂部」が結成され、その設立目標として、つつじの保護育成と
国指定名勝「躑躅ヶ岡」の日本遺産認定の２点が掲げられた。 
日本遺産のストーリーを組み立てるにあたり、市民や観光客を対象にアンケートを行い、評

価の高かった「沼」や「自然」、「館林城と城下町の歴史」に関わる歴史文化を拾い上げた。ま
た、「歴文構想」策定時に浮かび上がった「里沼」の概念や、人々が暮らす中で沼を活かし、沼
に生かされてきた歴史文化を象徴する「里沼」文化に注目し、地域に受け継がれる有形・無形
の文化財を組み合わせることで、「里沼（SATO-NUMA）」のストーリーが完成し、平成３１年
(2019)１月に、日本遺産への申請に漕ぎつけた。 
「沼」に注目した希少性と、「沼」を活かした地域活性化にむけた計画が評価され、令和元年

(2019)５月に、「里沼（SATO-NUMA）―「祈り」「実り」「守り」の沼が磨き上げた館林の沼辺
文化―」として日本遺産に認定された。 
日本遺産認定は、「祈りの沼」(茂林寺沼)、「実りの沼」(多々良沼)、「守りの沼」(城沼)、「里

沼のもてなし文化」(旧城下町)の各ストーリーに合わせた３８件の構成文化財によるストーリ
ーが認定された。その内訳は、指定・登録文化財が１７件(国指定１件、県指定６件、市指定７
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件、国登録有形文化財(建造物)が３件)である。また、未指定文化財は２１件で、多々良沼や城
沼、内陸古砂丘などの景観や、川魚料理や館林のうどん、麦落雁などの食文化も含まれている。 
令和３年(2021)６月には認定内容が変更され、「蛇沼と間堀遺跡出土品」、「近藤沼(ホリアゲ

タ)」、「長良神社と館林城下町の総構え」、「織姫神社と館林紬」の、いずれも未指定の文化財で
ある４件の構成文化財が、「祈りの沼」、「実りの沼」、「守りの沼」、「里沼のもてなし文化」の各
章に１件ずつ追加され、日本遺産「里沼」の構成文化財の総数は４２件となった。 

 

⑵地域計画作成の目的と位置付け  
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本遺産」認定により、本市の文化財をまちづくりやひとづくりの分野に直結させる必要性が高
まってきた。 
そこで、館林市に存在する文化財を文化財保護法に基づく指定や登録の有無に関わらず広く

把握し、その総合的な保存・活用・継承を図ることを目的として、今回新たに「館林市文化財
保存活用地域計画」(以下、「本計画」という)を作成することとした。 
本計画は、文化財の保存・活用に関する総合的な法定計画として、中・長期的なマスタープ

ランと、計画に位置付ける具体的事業のアクションプランとしての二つの役割があり、計画作
成にあたっては、文化財関係部局だけでなく庁内関係部局、文化財所有者・管理者、民間団体・
地域活動者など、多様な主体が参加することで計画の詳細を検討した。 
私たち館林市の住民がビジョンを共有することで、地域が一丸となって円滑に連携しながら

文化財を守り、活かし、伝えていくための計画となることが期待されるほか、今回新たに文化
財の防犯・防災を含めた管理体制の課題解決にも言及し、将来にわたってその価値と魅力を安
全に保つための対策・体制の整備に取り組む。 

 

②歴史文化基本構想との関係  
本計画は、平成３０年度に策定した「歴文構想」を踏襲するものである。歴文構想から誕生

した「里沼」の概念は、令和元年５月の文化庁「日本遺産」認定*の契機となり、本市の歴史文
化のマスタープランとしての意義を果たした。 
しかしながら、その後の社会情勢の変化による本市の歴史文化を取り巻く環境や、「里沼」を

活かしたまちづくりも積極的に展開されていることから、本計画においては歴文構想での言及
が弱かった「ひとづくり」・「まちづくり」までを新たな領域として設定し、行政(市・県・国)の
みならず文化財所有者や関係団体、民間事業や住民・地域を主体者とした具体的事業を明確に
位置付け、地域が一体となって歴史文化の振興を図る。 
本計画には二つの役割があり、一つ目は、ビジョンの実現に向けた中・長期的な基本方針＝

れる。その作業は、まさに「歴文構想」策定の目的とも合致していたことから、平成３０年度
に教育委員会文化振興課で、歴文構想策定作業(担当：文化財係)と日本遺産認定申請(担当：市
史編さんセンター)の二つを並行で進めることとなった。 
まず、同年(2018)１２月に「歴文構想」が策定された。この「歴文構想」においては、「館林

市史」編さん事業によって新たに得られた文化財調査の成果を活かしながら、同事業の基本方
針として掲げた、「水との関わり」や「県を越えた広域圏との関わり」といった地域特色と一致
する、五つの「歴史文化の特性」と八つの「関連文化財群とストーリー」を設定した。 
この「歴文構想」策定の過程で、「水辺遺産」というキーワード、「水辺と台地が育む風土」と

いう歴史文化の特性、「沼辺・河川の利用と暮らし」の関連文化財群とストーリーから、市内に
ある複数の沼が地域の人々の暮らしと深く結びつき、人と自然との共生によって景観と生態系
が維持されてきたことが再認識され、それを「里山」になぞらえて「里沼」と呼ぶことが提案
され、翌令和元年(2019)の日本遺産『里沼(SATO-NUMA)』認定へと結実した。 

 

③日本遺産「里沼((SSAATTOO--NNUUMMAA))」の認定  
前項でも触れたように、日本遺産への認定申請の契機となったのは、平成２９年(2017)１１

月の「館林つつじサポーターズ俱樂部」設立であった。 
国指定名勝「躑躅ヶ岡」は、明治維新で一時荒廃したが、地元経済界を中心とした地域の人々

の努力によって復興を遂げ、その後も公園整備が続けられ、昭和９年(1934)に国の名勝にして
指定された経緯がある。こうした先人と同様に、地域住民の誇りである「躑躅ヶ岡」の古木の
保護育成に努め、全国に誇れる「日本遺産」として未来に伝えようという思いを抱いた人々に
よって「つつじサポーターズ俱樂部」が結成され、その設立目標として、つつじの保護育成と
国指定名勝「躑躅ヶ岡」の日本遺産認定の２点が掲げられた。 
日本遺産のストーリーを組み立てるにあたり、市民や観光客を対象にアンケートを行い、評

価の高かった「沼」や「自然」、「館林城と城下町の歴史」に関わる歴史文化を拾い上げた。ま
た、「歴文構想」策定時に浮かび上がった「里沼」の概念や、人々が暮らす中で沼を活かし、沼
に生かされてきた歴史文化を象徴する「里沼」文化に注目し、地域に受け継がれる有形・無形
の文化財を組み合わせることで、「里沼（SATO-NUMA）」のストーリーが完成し、平成３１年
(2019)１月に、日本遺産への申請に漕ぎつけた。 
「沼」に注目した希少性と、「沼」を活かした地域活性化にむけた計画が評価され、令和元年

(2019)５月に、「里沼（SATO-NUMA）―「祈り」「実り」「守り」の沼が磨き上げた館林の沼辺
文化―」として日本遺産に認定された。 
日本遺産認定は、「祈りの沼」(茂林寺沼)、「実りの沼」(多々良沼)、「守りの沼」(城沼)、「里

沼のもてなし文化」(旧城下町)の各ストーリーに合わせた３８件の構成文化財によるストーリ
ーが認定された。その内訳は、指定・登録文化財が１７件(国指定１件、県指定６件、市指定７
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③関連計画  
本計画に関連する計画は下記のとおりである。  
上位計画 
区分 計画・方針名 

(計画期間) 概要 

県 
群馬県文化財保存活用大綱 
(令和３年度（2021年度）～ 
    概ね５年ごとに見直し) 
 

「歴史文化を知って守り、活かし伝える、魅力あふれる郷土ぐ
んま」を基本理念として策定された。文化財の把握と保存管理、
市町村・地域住民・学校教育との連携、地域づくりへの活用、
人材の育成、活用と情報発信の強化等を基本方針として定めた。 
特に第５章では県内市町村への支援の方針を位置付け、文化
財の保存と継承に向けた取組みを明記している。 

県 
群馬県文化財防災ガイドライン 
(令和４年度（2022年度）～ 
 毎年点検・必要に応じて更新) 

「群馬県文化財保存活用大綱」で掲げた未指定文化財を含めた
文化財の防災を推進するため、文化財所有者・管理団体、行政
機関、民間団体や地域住民等との連絡・協力体制の構築を目的
として示された、文化財防災に関する指針である。 

市 

館林市第６次総合計画 
(第２期館林市まち・ひと・しごと創生人

口ビジョン・総合戦略) 

(令和３年度～１２年度) 
（２０２１年度～２０３０年度） 

将来都市像として「里沼の息づく 次世代へ安心をつなぐ 
暮らしやすいまち 館林」を掲げ、「Ⅰ安全と環境」・「Ⅱ福祉と
健康」・「Ⅲ子育てと学び」・「Ⅳ経済と都市」・「Ⅴ行政経営」の
５分野での施策目的・方向性を定めている。 

市 

館林市教育大綱 

(令和８年度～１２年度) 
（2026年度～2030年度） 
館林市教育行政方針 

(毎年更新) 

 館林市教育大綱は、国や群馬県の教育振興基本計画を参酌し
つつ、館林市第６次総合計画を最上位計画として理念を共有し
て策定され、館林市教育行政方針は、この大綱に基づいた実施
計画に位置付けている。 

  

 

館林市第６次総合計画 

文化財保護法 

法
第

183
条
の
２ 

の
規
定 

教育分野の基本指針 
群馬県文化財保存活用大綱 

群馬県文化財防災ガイドライン 

館林市教育大綱・行政方針 
各分野の 
計画・指針 

整
合 

文化財分野の 
個別基本計画 

館林市文化財保存活用地域計画 各分野の関連計画 
整合 

■館林市公共施設等総合管理計画 

■第２次館林市安全で安心なまちづくり推進計画 

■第三次館林市環境基本計画 

■館林市つつじが岡公園再整備基本計画 

■館林市都市計画マスタープラン 

■館林市立地適正化計画 

■館林市まちなかにぎわい再生方針 

■館林市緑の基本計画 

■館林市森林整備計画 

地域計画の２つの役割 

里沼の息づく 次世代へ安心をつなぐ 
暮らしやすいまち 館林 

 

マスタープラン 
 

アクションプラン 
 ＋＋  

ビビジジョョンンのの実実現現にに向向けけたた  
中中・・長長期期的的なな基基本本方方針針  

ママススタターーププラランンにに基基づづくく  
計計画画期期間間にに実実施施すするる具具体体的的事事業業  

展開 展開 

法
第

183
条
の
３
の
規
定 

保存分野の 

各種事業 

活用分野の 

各種事業 

 図図１１--11  館館林林市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画のの位位置置付付けけ  

第２期館林市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略 

マスタープランとしての側面である。二つ目は、マスタープランに基づいて計画期間内に実施
する具体的事業＝アクションプランとしての側面である。歴文構想ではマスタープランのみの
記載にとどまったが、本計画では歴文構想を踏襲しながら、各分野のアクションプランも明記
する。 

 

②地域計画の位置付け  
本計画は、「館林市第６次総合計画」(以下、総合計画)、「第２期館林市まち・ひと・しごと創

生人口ビジョン・総合戦略」を上位計画として作成する。総合計画においては、将来都市像と
して「里沼の息づく 次世代へ安心をつなぐ 暮らしやすいまち館林」を掲げ、「基本目的Ⅲ 育
てる幸せを感じ 生涯にわたり互いに学び続ける 家庭と文化を築くまち」を達成するため、
「地域の歴史や伝統、芸術や文化に誇りをもち、魅力ある文化を育み、心豊かに暮らせるまち
になる」ことを施策目的の一つとしている。その目的達成のための施策方向性として、次の四
つを挙げている。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
また本計画は、文化財保護法第１８３条の３や群馬県の文化財分野の基本計画である「群馬県

文化財保存活用大綱」、「館林市教育大綱・館林市教育行政方針」等の上位計画、市の総合計画に
基づいて策定された「館林市都市計画マスタープラン」等の各分野の計画・指針と整合・連動し
ながら、個別文化財の保存活用計画策定や、保存・活用分野での各種事業の展開を図るものであ
る。 
  

３ 郷土の歴史文化を学ぶ機会の充実 

    郷郷土土のの歴歴史史やや文文化化ににつついいてて、、市市民民がが学学びび興興味味をを持持つつ機機会会のの充充実実をを図図りりまますす。。  
 
４ 歴史文化の活用 

    学学習習やや観観光光、、産産業業のの振振興興ななどど、、歴歴史史文文化化のの魅魅力力ををままちちづづくくりりのの様様々々なな分分野野でで生生かかししまますす。。  
 
５ 文化財の保護・継承環境の整備 

    文文化化財財のの保保護護・・継継承承にに必必要要なな施施設設やや設設備備、、制制度度をを市市民民ととととももにに整整備備ししまますす。。  
  

６ 日本遺産を活用した地域の魅力発信や環境整備 

    日日本本遺遺産産認認定定にに伴伴いい、、郷郷土土のの歴歴史史文文化化のの魅魅力力をを発発信信しし、、観観光光・・産産業業振振興興ななどどのの分分野野にに活活
かかせせるるよようう環環境境整整備備ををししまますす。。  

                                                    ［［※※見見出出ししのの№№はは「「総総合合計計画画」」抜抜粋粋ママママ］］  
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③関連計画  
本計画に関連する計画は下記のとおりである。  
上位計画 
区分 計画・方針名 

(計画期間) 概要 

県 
群馬県文化財保存活用大綱 
(令和３年度（2021年度）～ 
    概ね５年ごとに見直し) 
 

「歴史文化を知って守り、活かし伝える、魅力あふれる郷土ぐ
んま」を基本理念として策定された。文化財の把握と保存管理、
市町村・地域住民・学校教育との連携、地域づくりへの活用、
人材の育成、活用と情報発信の強化等を基本方針として定めた。 
特に第５章では県内市町村への支援の方針を位置付け、文化
財の保存と継承に向けた取組みを明記している。 

県 
群馬県文化財防災ガイドライン 
(令和４年度（2022年度）～ 
 毎年点検・必要に応じて更新) 

「群馬県文化財保存活用大綱」で掲げた未指定文化財を含めた
文化財の防災を推進するため、文化財所有者・管理団体、行政
機関、民間団体や地域住民等との連絡・協力体制の構築を目的
として示された、文化財防災に関する指針である。 

市 

館林市第６次総合計画 
(第２期館林市まち・ひと・しごと創生人

口ビジョン・総合戦略) 

(令和３年度～１２年度) 
（２０２１年度～２０３０年度） 

将来都市像として「里沼の息づく 次世代へ安心をつなぐ 
暮らしやすいまち 館林」を掲げ、「Ⅰ安全と環境」・「Ⅱ福祉と
健康」・「Ⅲ子育てと学び」・「Ⅳ経済と都市」・「Ⅴ行政経営」の
５分野での施策目的・方向性を定めている。 

市 

館林市教育大綱 

(令和８年度～１２年度) 
（2026年度～2030年度） 
館林市教育行政方針 

(毎年更新) 

 館林市教育大綱は、国や群馬県の教育振興基本計画を参酌し
つつ、館林市第６次総合計画を最上位計画として理念を共有し
て策定され、館林市教育行政方針は、この大綱に基づいた実施
計画に位置付けている。 

  

 

館林市第６次総合計画 

文化財保護法 

法
第

183
条
の
２ 

の
規
定 

教育分野の基本指針 
群馬県文化財保存活用大綱 

群馬県文化財防災ガイドライン 

館林市教育大綱・行政方針 
各分野の 
計画・指針 

整
合 

文化財分野の 
個別基本計画 

館林市文化財保存活用地域計画 各分野の関連計画 
整合 

■館林市公共施設等総合管理計画 

■第２次館林市安全で安心なまちづくり推進計画 

■第三次館林市環境基本計画 

■館林市つつじが岡公園再整備基本計画 

■館林市都市計画マスタープラン 

■館林市立地適正化計画 

■館林市まちなかにぎわい再生方針 

■館林市緑の基本計画 

■館林市森林整備計画 

地域計画の２つの役割 

里沼の息づく 次世代へ安心をつなぐ 
暮らしやすいまち 館林 

 

マスタープラン 
 

アクションプラン 
 ＋＋  

ビビジジョョンンのの実実現現にに向向けけたた  
中中・・長長期期的的なな基基本本方方針針  

ママススタターーププラランンにに基基づづくく  
計計画画期期間間にに実実施施すするる具具体体的的事事業業  

展開 展開 

法
第

183
条
の
３
の
規
定 

保存分野の 

各種事業 

活用分野の 

各種事業 

 図図１１--11  館館林林市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画のの位位置置付付けけ  

第２期館林市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略 

マスタープランとしての側面である。二つ目は、マスタープランに基づいて計画期間内に実施
する具体的事業＝アクションプランとしての側面である。歴文構想ではマスタープランのみの
記載にとどまったが、本計画では歴文構想を踏襲しながら、各分野のアクションプランも明記
する。 

 

②地域計画の位置付け  
本計画は、「館林市第６次総合計画」(以下、総合計画)、「第２期館林市まち・ひと・しごと創

生人口ビジョン・総合戦略」を上位計画として作成する。総合計画においては、将来都市像と
して「里沼の息づく 次世代へ安心をつなぐ 暮らしやすいまち館林」を掲げ、「基本目的Ⅲ 育
てる幸せを感じ 生涯にわたり互いに学び続ける 家庭と文化を築くまち」を達成するため、
「地域の歴史や伝統、芸術や文化に誇りをもち、魅力ある文化を育み、心豊かに暮らせるまち
になる」ことを施策目的の一つとしている。その目的達成のための施策方向性として、次の四
つを挙げている。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
また本計画は、文化財保護法第１８３条の３や群馬県の文化財分野の基本計画である「群馬県

文化財保存活用大綱」、「館林市教育大綱・館林市教育行政方針」等の上位計画、市の総合計画に
基づいて策定された「館林市都市計画マスタープラン」等の各分野の計画・指針と整合・連動し
ながら、個別文化財の保存活用計画策定や、保存・活用分野での各種事業の展開を図るものであ
る。 
  

３ 郷土の歴史文化を学ぶ機会の充実 

    郷郷土土のの歴歴史史やや文文化化ににつついいてて、、市市民民がが学学びび興興味味をを持持つつ機機会会のの充充実実をを図図りりまますす。。  
 
４ 歴史文化の活用 

    学学習習やや観観光光、、産産業業のの振振興興ななどど、、歴歴史史文文化化のの魅魅力力ををままちちづづくくりりのの様様々々なな分分野野でで生生かかししまますす。。  
 
５ 文化財の保護・継承環境の整備 

    文文化化財財のの保保護護・・継継承承にに必必要要なな施施設設やや設設備備、、制制度度をを市市民民ととととももにに整整備備ししまますす。。  
  

６ 日本遺産を活用した地域の魅力発信や環境整備 

    日日本本遺遺産産認認定定にに伴伴いい、、郷郷土土のの歴歴史史文文化化のの魅魅力力をを発発信信しし、、観観光光・・産産業業振振興興ななどどのの分分野野にに活活
かかせせるるよようう環環境境整整備備ををししまますす。。  

                                                    ［［※※見見出出ししのの№№はは「「総総合合計計画画」」抜抜粋粋ママママ］］  

第１章 地域計画作成の目的と位置付け
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市の各分野における関連計画 

担当課 計画・方針名 
(計画期間) 概要 

財政課 
館林市公共施設等総合管理計画 

(令和４年度（2022年度）～ 
概ね５年ごとに見直し) 

公共施設等の全体の状況を把握し、計画的に更新・統廃
合・長寿命化などを実施することにより、公共施設の適正な
配置や財政負担の軽減・平準化を図り、行政サービスの水準
を確保することを目的として、公共施設等の維持管理の基
本的な方針を定めた計画である。 

安全安心 
課 

第２次館林市安全で安心なまちづくり推進計画 

(平成２８年度～令和７年度) 
（2016年度～2025年度） 

市民が安全で安心して暮らすことのできる社会の実現を
図ることを目的として策定された「館林市安全で安心なま
ちづくりを推進する条例」に基づき、今後の本市の安全で安
心なまちづくりの総合的な推進を図るため、基本的な取り
組みの方向性を示す計画である。 

地球環境 
課 

第三次館林市環境基本計画 
(令和 2年度～１１年度) 
（2020年度～2029年度） 

 館林市環境基本条例第７条に基づき、市の良好で快適な
環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推
進を図るために策定された計画である。 

つつじの
まち観光
課 

館林市つつじが岡公園再整備基本計画 
(令和４年度（2022年度）～) 

国指定名勝「躑躅ヶ岡」を含むつつじが岡公園と隣接す
る城沼を含めた館林の沼辺文化が、令和元年度に「里沼」と
して文化庁「日本遺産」に認定された。 
本計画はこれを契機として、既存公園区域の更なる活用

促進を図るとともに、平成２９年から運営を休止している
サイクリングターミナル再開や未供用公園用地の活用も含
めた魅力向上を目的して策定された計画である。 

都市計画 
課 

館林市都市計画マスタープラン 
(令和３年度～２２年度) 
（2021年度～2040年度） 

都市計画法第１８条の２に基づく市町村の都市計画に関
する方針で、「館林市第６次総合計画」や県が定める「東毛
広域都市計画圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
(都市計画区域マスタープラン)」に即して、都市の将来像や
土地利用等の方針を明らかにし、市の都市計画に関する基
本的な方針となるもので、用途地域や市街地開発事業等、市
が定める個別の都市計画の決定や変更などの根拠となる。 

都市計画 
課 

館林市立地適正化計画 
(平成３１年度～令和１１年度) 
（2019年度～2029年度） 

館林市立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、
公共交通などの、都市の骨格を形成する機能について、様々
な分野間の調整を図りながら、コンパクトなまちづくりの
実現に向けた誘導方針や具体的な施策を示す計画である。 

区画整理 
課 

館林市まちなかにぎわい再生方針 
(令和３年度（2021年度）～) 

 館林市の中心市街地においては人口減少や郊外化進行に
よるまちなか空洞化が拡大している。市の財政状況も逼迫
していることから、まちなかの再生・集約型都市構造への転
換を目指して策定された方針である。 

緑のまち 
推進課 

館林市緑の基本計画 
(令和６年度～１５年度) 
（2024年度～2033年度） 

 都市緑化法第４条に基づく、緑の適正な保全・緑化に関す
る基本的な計画で、農地や森林、河川、都市公園等の緑をど
のように維持・管理・活用するかを定め、緑のまちづくりを
進めていくための指針となる計画である。 

緑のまち 
推進課 

館林市森林整備計画 
(令和４年度～１３年度) 
（2022年度～2031年度） 

 森林法第１０条の５に規定される市町村森林整備計画と
して、地域の貴重な平地林である多々良・堀工の両保安林の
保全等を含む森林整備について、群馬県が策定する地域森
林計画(利根下流地域森林計画)に整合するかたちで市が５
年毎に策定している計画である。 
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⑶計画期間  
本計画の計画期間は、令和７年度(2025)から、令和１６年度(2034)の１０年間とする。 
この間、総合計画・教育大綱の改定により、本計画を見直す場合がある。なお、「計画期間の
変更」や「市内文化財の保存に影響を与えるおそれのある変更」のほか、「本計画の実施に支障
が生じるおそれのある変更」がある場合は、計画の再認定を文化庁長官に申請する。また、上
記以外の軽微な変更が生じた場合には群馬県及び文化庁に情報提供する。

 

年度(令和) ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 

館林市文化財保存活用地域計画 
【令和７年度（2025）～１６年度（2034）】 

開
始 → → → → → → → → 終

了 

館林市第６次総合計画 
(第２期館林市まち・ひと・しごと創生 

人口ビジョン・総合戦略) 
【令和３年度（2021）～１２年度（2030）】 

→ → → → → → 改
定 → → → 

館林市教育大綱 
【令和８年度（2026）～１２年度（2030）】 → 改

定 → → → → 改
定 → → → 

館林市都市計画マスタープラン 
【令和３年度（2021）～２２年度（2040）】 

→ → → → → → → → → → 

館林市立地適正化計画 
【平成３１年度（2019）～令和１１年度（2029）】 

→ → → → → 改
定 → → → → 

群馬県文化財保存活用大綱 
【令和３年（2021）～】 
（概ね５年ごとに見直し） 

→ 改
定 → → → → 改

定 → → → 

群馬県文化財防災ガイドライン 
【令和４年（2022）～】 

（毎年点検・必要に応じて更新） 
→ → → → → → → → → → 

そ 
 

の 
 

他 
(

ま
ち
づ
く
り
関
連
の
動
き)

 

日本遺産「里沼」 地域活性化計画 

(令和元年（2019）～6年（2024）まで) 
(以後、３年ごとに見直し) 

再
審
査 

→ → 
再
審
査 

→ → 
再
審
査 

→ → 
再
審
査 

中央通り線整備事業 

【平成２８年度（2016）～ 
令和１１年度（2029）) 

→ → → → 完
了      

都市再生整備計画(館林駅東地区) 

【令和５年度（2023）～ 
８年度（2026） 

→ 完
了         

館林市公共施設等総合管理計画 

 【令和４年（2022）～】 
（概ね５年ごとに見直し) 

→ → 改
定 → → → → 改

定 → → 

 図図 11--２２  館館林林市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画とと関関連連すするる主主なな市市・・県県のの計計画画期期間間ななどど      

市の各分野における関連計画 

担当課 計画・方針名 
(計画期間) 概要 

財政課 
館林市公共施設等総合管理計画 

(令和４年度（2022年度）～ 
概ね５年ごとに見直し) 

公共施設等の全体の状況を把握し、計画的に更新・統廃
合・長寿命化などを実施することにより、公共施設の適正な
配置や財政負担の軽減・平準化を図り、行政サービスの水準
を確保することを目的として、公共施設等の維持管理の基
本的な方針を定めた計画である。 

安全安心 
課 

第２次館林市安全で安心なまちづくり推進計画 

(平成２８年度～令和７年度) 
（2016年度～2025年度） 

市民が安全で安心して暮らすことのできる社会の実現を
図ることを目的として策定された「館林市安全で安心なま
ちづくりを推進する条例」に基づき、今後の本市の安全で安
心なまちづくりの総合的な推進を図るため、基本的な取り
組みの方向性を示す計画である。 

地球環境 
課 

第三次館林市環境基本計画 
(令和 2年度～１１年度) 
（2020年度～2029年度） 

 館林市環境基本条例第７条に基づき、市の良好で快適な
環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推
進を図るために策定された計画である。 

つつじの
まち観光
課 

館林市つつじが岡公園再整備基本計画 
(令和４年度（2022年度）～) 

国指定名勝「躑躅ヶ岡」を含むつつじが岡公園と隣接す
る城沼を含めた館林の沼辺文化が、令和元年度に「里沼」と
して文化庁「日本遺産」に認定された。 
本計画はこれを契機として、既存公園区域の更なる活用

促進を図るとともに、平成２９年から運営を休止している
サイクリングターミナル再開や未供用公園用地の活用も含
めた魅力向上を目的して策定された計画である。 

都市計画 
課 
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第１章 地域計画作成の目的と位置付け
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そして、「文化財」を生み出した「歴史文化資源」が一体となって歴史的に培われてきた地域
の特性を「館林市の歴史文化」とする。第４章で後述する、「館林市の歴史文化」は沼と沼辺で
育まれてきた経緯を踏まえ、「里沼文化」と言い換えることができる。 
本計画では、これまでの調査や研究により、文化財としての価値が明確になっているもの(➡
「指定・登録文化財」)だけでなく、所在や現況調査が実施されているが指定・登録されていな
いものや、指定・登録に向けた調査や価値づけがなされていないために、廃棄・滅失・亡失・散
逸した場合にその記録が残らない可能性があるもの(➡「未指定・未登録文化財」)、その存在す
ら認知されておらず、廃棄・滅失・亡失・散逸の可能性が高く、その場合は記録や記憶さえも
全く残らないもの(➡「未調査文化財」・「歴史文化資源」)も含めて地域全体で保存・活用するこ
とに重点を置き、具体的なアクションプランを検討していくものとする。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歴史文化資源 

 

里沼文化資源 

台帳・目録 

公開・共有 

館館林林市市のの歴歴史史文文化化 

  図図 11--３３  本本計計画画でで使使用用すするる用用語語 

「未指定・未登録文化財」 
■「文化財」であっても、価値が明らかでないた
め、国・群馬県・館林市によって指定・登録の
保護措置が図られていないもの 

≪例≫ 
・旧秋元別邸 ・創業期日清製粉館林工場事務所  
・内陸古砂丘 ・田山花袋関連資料  等 

「未調査文化財」 
■「文化財」で、台帳が作成されているが公開・共
有されていないもの、所在そのものが知られてい
ないもの 

≪例≫ 
・個人所有の美術工芸品  ・寺院の仏像  等 

「文化財」 
■人々の生活や暮らしの中で創出・継承されてきた、有形
又は無形の文化的所産を広く含み、地域における文化を
語る根拠となるもの。館林市域に存在し、その歴史・文
化・風土などでの地域の特性を育み、現在に伝える全て
の資(史)料・芸能・風習・地形風土・動植物など 

≪例≫ 
⑴文化財保護法第 2条６種類 
①有形文化財  ②無形文化財  ③民俗文化財 
④記念物    ⑤文化的景観  ⑥伝統的建造物群 
⑵文化財保護法第９２条埋蔵文化財 
⑶文化財保護法第１４７条に定める文化財の保存技術 

「歴史文化資源」 
■「文化財」を取り巻く自然環境や景観、「文化
財」を支える技術・用具、「文化財」に関する伝
承・伝説など 

≪例≫ 
・多々良沼 ・龍神伝説(竜の井・青龍の井戸) 等 

有 

無 

保存・継承のリスク 
→相対的高い 

指定・登録
文化財

未指定・未登録

文化財

未調査文化財

里里沼沼文文化化 

「指定・登録文化財」 
■「文化財」特に歴史上、芸術的・学術的価値が
高く重要なもの、保護すべきものとして評価さ
れ、国・群馬県・館林市によって指定や登録を
受けたもの 

≪例≫ 
・国指定文化財   →躑躅ヶ岡 
・群馬県指定文化財 →茂林寺沼及び低地 

湿原 等 
・館林市指定文化財 →館林城絵馬  等 
・国登録文化財   →分福酒造店舗 等 

保存・継承のリスク 
→相対的に低い 

調査済 
文化財 

保存・継承のリスク 
→極めて高い 

⑷本計画で使用する用語について  

①「文化財」  
「文化財」とは、人々の生活や暮らしの中で創出・継承されてきた、有形又は無形の文化的

所産を広く含み、地域における文化を語る根拠となるものを指す。文化財保護法は、「文化財」
について、有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・文化的景観・伝統的建造物群の６類
型（第２条）と、埋蔵文化財(第９２条)および、文化財の保存技術(第１４７条)を保護の対象と
している。 
本計画では、文化財保護法に基づく文化財の指定・登録*の有無を問わず、館林市域に存在し、

その歴史・文化・風土などで地域の特性を育み、現在に伝える全ての資(史)料・芸能・風習・地
形・動植物などを指して「文化財」とする。 

 
＊文化財保護法で規定する保護措置には指定・選定・登録・記録選択があるが、館林市では指定・登録のみ
のため、本計画では「指定・登録」という記述を用いる。 

 

②「調査済文化財」と「未調査文化財」  
「文化財」の保存・活用を進めるためには、調査の結果をきちんと台帳・目録**として整備し

た上で、一般に公開・共有することが重要である。 
したがって、「文化財」のうち、台帳が整備され、公開・共有されることでその存在が広く認

知されているものを「調査済文化財」とし、台帳が作成されているが公開・共有されていない
もの、所在そのものが知られていないものを「未調査文化財」と区分する。 
＊＊ここで言う台帳とは、任意のリストではなく制度化された公的な台帳を指す。 

 

③「指定・登録文化財」と「未指定・未登録文化財」  
「調査済文化財」のうち、特に歴史上、芸術的・学術的価値が高く重要なもの、保護すべき

ものとして評価され、国・群馬県・館林市が指定・登録し「文化財」を「指定・登録文化財」と
する。「文化財」であっても、未だ「価値づけ」がなされていない状態で、国・群馬県・館林市
によって指定・登録の保護措置が図られていないものを「未指定・未登録文化財」と区分とす
る。 

 

④「歴史文化資源」と「館林市の歴史文化」  
さらに、文化財保護法第２条、第９２条、第１４７条の定義では把握したり分類したりする

ことのできない、「文化財」を取り巻く自然環境や景観、「文化財」を支える人々の活動・技術・
用具、「文化財」に関する伝承・伝説などを「歴史文化資源」とする。館林市の歴史文化は、里
沼に息づく歴史文化との関連が深いものが多いことから、「歴史文化資源」の多くは「里沼文化
資源」と位置付けることができる。 
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清水 幸雄 館林市 経済部 つつじのまち観光課長（令和６年 4月より）  
吉田 智之 館林市 都市建設部 都市計画課長（令和６年３月まで）  

 鈴木 浩一郎 館林市 都市建設部 都市計画課長（令和６年 4月より）  
廣澤 篤行 館林市 教育委員会 生涯学習課長  

 
事務局 
氏 名 所属・役職 
川島 健治 館林市教育委員会 教育長 
始澤 勝也 館林市教育委員会 教育次長（令和６年３月まで） 
戸叶 俊文 館林市教育委員会 教育次長（令和６年４月より） 
中村  豊 館林市教育委員会 文化振興課長 
吉村 昭和 館林市教育委員会 文化振興課  文化財係長 
奈良 純一 館林市教育委員会 文化振興課  文化財係 主任 
田沼 美樹 館林市教育委員会 文化振興課  文化財係 主任 
阿部 弥生 館林市教育委員会 文化振興課  日本遺産推進係長（令和６年３月まで） 

 荒井 栄次郎 館林市教育委員会 文化振興課  日本遺産推進係長（令和６年４月より） 
松本 豪人 館林市教育委員会 文化振興課  日本遺産推進係 係長代理（令和６年４月より） 
岩瀬  宇 館林市教育委員会 文化振興課  日本遺産推進係 主任 
神藤 圭吾 館林市教育委員会 文化振興課  日本遺産推進係 主事補 
井坂 優斗 館林市教育委員会 文化振興課  市史編さんセンター 主任 
岡屋 紀子 館林市教育委員会 文化振興課  市史編さんセンター 専門指導員 
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 図図 11--４４  実実施施体体制制  

  
２作成の経過  
⑴実施体制  

本計画作成にあたって、館林市教育委員会文化振興課が事務局となり、館林市文化財保存活
用地域計画協議会(以下、「協議会」という)を組織した。委員は、学識経験者や文化財所有者・
管理者のほか、地域活動団体の代表、群馬県地域創生部文化財保護課長、館林市役所関係部局
の課長で構成し、多様な立場から幅広く意見を得た。 
また、協議会とは別に、委員２名と事務局からなる本計画の素案作成を目的とする作業部会

(以下、「作業部会」という)を設置した。 
作成にあたっては、館林市文化財保護審議会に進捗を報告し、随時、指導助言を受けた。 
 
館林市文化財保存活用地域計画協議会委員 
氏 名 所属・役職 備考 

蟹江 好弘 足利大学名誉教授(都市計画) 
館林市都市計画審議会委員(副会長) 令和５年 1月 6日逝去 

三田 正信 館林市文化財保護審議会委員(歴史) 委員長 

市橋 一郎 足利市文化財専門委員会委員長 
館林市文化財保護審議会委員(考古) 

副委員長 
作業部会委員 

前澤 和之 
群馬県文化財保護審議会専門委員(歴史資料) 
館林市史編さん専門委員会委員  
館林市「日本遺産」推進協議会委員 

 

簗瀬 大輔 
群馬県立女子大学群馬学センター教授 
群馬県文化財保護審議会専門委員(防災) 
群馬歴史資料継承ネットワーク代表 
館林市史編さん専門委員会委員 

 

猪熊 妙子 前館林市教育委員会委員  
多田 征訓 館林商工会議所 副会頭  

 毛塚 いつ子 毛塚記念館(国登録有形文化財「分福酒造店舗」)館長  
須永 治男 上三林ささら保存会会長  

岡屋 英治 
館林市文化財保護審議会委員(文化財活用) 
日本遺産「里沼」地域プロデューサー 
館林市史編さん専門委員会委員 

作業部会長 

植松 啓祐 群馬県地域創生部 文化財保護課長（令和６年３月まで）  
石橋 幸子 群馬県地域創生部 文化財保護課長（令和６年４月より）  
田口 真樹 館林市 政策企画部 企画課長（令和６年３月まで）  
新井 孝行 館林市 政策企画部 企画課長（令和６年４月より）  
落合 利充 館林市 総務部 安全安心課長（令和６年３月まで）  

新井 和也 館林市 市民環境部 地球環境課長（令和６年３月まで） 
館林市 総務部 安全安心課長（令和６年４月より）  

堀越 宏幸 館林市 市民環境部 地球環境課長（令和６年 4月より）  
杉浦 孝臣 館林市 経済部 産業政策課長  
鈴木  匡 館林市 経済部 つつじのまち観光課長（令和６年３月まで）  

2 作成の経過
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第１章 地域計画作成の目的と位置付け

館林市文化財保存活用
地域計画協議会

館林市
(文化振興課)

素案作成

作業部会

文化財係

委員長

副委員長
日本遺産推進係

市史編さんセンター
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② 協議会の動き  
令和４年(2022)１１月２４日に第１回「館林市文化財保存活用地域計画協議会」を開催し、委員

長・副委員長・作業部会委員を選出した。以降、令和６年(2024)８月２日の最終回まで８回の協議
会を開催し、本計画作成に取り組んだ。なお、各回での主な協議・検討事項は下記一覧のとおり。 

 
協議会での主な協議・検討事項 

 

 主な協議・検討事項など 
章立て ― ― １ ２ ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７ ― ― ― 

館館林林市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画
協協 議議 会会  

目目
的的
・・
工工
程程
提提
示示  

構構
成成
案案
提提
示示  

用用
語語
のの
定定
義義
・・
関関
連連
計計
画画  

現現
況況
・・
特特
徴徴
整整
理理  

文文
化化
財財
のの
概概
要要
・・
把把
握握
のの
方方
針針  

歴歴
史史
文文
化化
のの
特特
性性  

「「
里里
沼沼
文文
化化
」」
とと
スス
トト
ーー
リリ
ーー  

基基
本本
方方
針針
・・
具具
体体
的的
措措
置置  

具具
体体
的的
事事
業業  

重重
点点
ププ
ロロ
ジジ
ェェ
クク
トト
・・
保保
存存
活活
用用

区区
域域  

計計
画画
実実
現現
にに
向向
けけ
てて  

素素
案案
確確
認認  

意意
見見
徴徴
取取（（
パパ
ブブ
リリ
ッッ
クク
ココ
メメ
ンン
トト))  

庁庁
内内
手手
続続  

第１回協議会 
(令和４年（2022）１１月２４日)               

第１回作業部会 
(令和５年（2023）１月１８日)               

第２回協議会 
(令和５年（2023）２月２４日)               

第１回文化庁協議 
(令和５年（2023）２月２８日)               

第２回作業部会 
(令和５年（2023）３月２２日)               

文化財保護審議会 
(令和５年（2023）３月２４日)               

第３回作業部会 
(令和５年（2023）４月１４日)               

第３回協議会 
(令和５年（2023）４月２６日)               

第４回作業部会 
(令和５年（2023）４月２６日)               

第５回作業部会 
(令和５年（2023）７月１９日)               

第４回協議会 
(令和５年（2023）７月２８日)               

第６回作業部会 
(令和５年（2023）７月２８日)               

第７回作業部会 
(令和５年（2023）８月２９日)               

第２回文化庁協議 
(令和５年（2023）９月１５日)               

第８回作業部会 
(令和５年（2023）９月３０日)               

第５回協議会 
(令和５年（2023）１０月２４日)               

第９回作業部会 
(令和５年（2023）１０月２４日)               

第 10回作業部会 
(令和５年（2023）１１月３０日)               

第６回協議会[書面] 
(令和５年（2023） 
１２月１１～１８日) 

              

⑵協議会による計画作成の経過  
本計画作成にあたっては、定期的に協議会を開催し、進捗状況の報告、計画の方針や具体的措置

及び具体的事業などの内容詳細について、協議を行った。 

① 協議会設立までの動き  
協議会設立までの間、事務局である館林市教育委員会文化振興課では館林市文化財保護審議会へ

の報告をはじめ、地域計画作成の重要性を伝えるための講演会、市内各地区における住民参加型ワ
ークショップを展開した。また、協議会設立に向けた規則制定などの事務手続きを進めるほか、協
議会のありかたや委員選定等について、文化庁や群馬県文化財保護課と協議を行った。 

 
協議会設立以前 

期  日 内     容 
令和２年（2020）１２月２５日 館林市文化財保護審議会への報告(地域計画作成着手) 

令和３年（2021）１月１２日 

文化庁アドバイザー派遣事業「未来に伝えよう 館林の歴史
と文化」 
・基調講演「地域の文化遺産を守り活かすために」 西村幸夫
氏 
・対談 西村幸夫氏 × 前澤和之氏 

令和３年（2021）２月２２日 
ワークショップ「地域の宝を見つけよう」① 
「矢場川が育んだ歴史と文化～常楽寺と木戸町の文化財
～」 

令和３年（2021）２月２８日 
ワークショップ「地域の宝を見つけよう」② 
「渡良瀬川と共に生きる～大島町上新田・岡里地区の文化
財～」 

令和３年（2021）３月７日 ワークショップ「地域の宝を見つけよう」③「館林城を歩く」 
令和３年（2021）３月１４日 ワークショップ「地域の宝を見つけよう」④「城下町を歩く」 
令和３年（2021）３月１４日 館林市文化財保護審議会への報告(ワークショップ事業等) 
令和４年（2022）６月１５日 文化庁との協議① 
令和４年（2022）６月１５日 館林市文化財保存活用地域計画協議会規則制定 
令和４年（2022）１１月２４日 第 1回館林市文化財保存活用地域計画協議会 

 
 
 
 
 
 
  

写 1-2 ワークショップの様子 写 1-1 文化庁アドバイザー派遣事業 
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② 協議会の動き  
令和４年(2022)１１月２４日に第１回「館林市文化財保存活用地域計画協議会」を開催し、委員

長・副委員長・作業部会委員を選出した。以降、令和６年(2024)８月２日の最終回まで８回の協議
会を開催し、本計画作成に取り組んだ。なお、各回での主な協議・検討事項は下記一覧のとおり。 

 
協議会での主な協議・検討事項 

 

 主な協議・検討事項など 
章立て ― ― １ ２ ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７ ― ― ― 

館館林林市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画
協協 議議 会会  

目目
的的
・・
工工
程程
提提
示示  

構構
成成
案案
提提
示示  

用用
語語
のの
定定
義義
・・
関関
連連
計計
画画  

現現
況況
・・
特特
徴徴
整整
理理  

文文
化化
財財
のの
概概
要要
・・
把把
握握
のの
方方
針針  

歴歴
史史
文文
化化
のの
特特
性性  

「「
里里
沼沼
文文
化化
」」
とと
スス
トト
ーー
リリ
ーー  

基基
本本
方方
針針
・・
具具
体体
的的
措措
置置  

具具
体体
的的
事事
業業  

重重
点点
ププ
ロロ
ジジ
ェェ
クク
トト
・・
保保
存存
活活
用用

区区
域域  

計計
画画
実実
現現
にに
向向
けけ
てて  

素素
案案
確確
認認  

意意
見見
徴徴
取取（（
パパ
ブブ
リリ
ッッ
クク
ココ
メメ
ンン
トト))  

庁庁
内内
手手
続続  

第１回協議会 
(令和４年（2022）１１月２４日)               

第１回作業部会 
(令和５年（2023）１月１８日)               

第２回協議会 
(令和５年（2023）２月２４日)               

第１回文化庁協議 
(令和５年（2023）２月２８日)               

第２回作業部会 
(令和５年（2023）３月２２日)               

文化財保護審議会 
(令和５年（2023）３月２４日)               

第３回作業部会 
(令和５年（2023）４月１４日)               

第３回協議会 
(令和５年（2023）４月２６日)               

第４回作業部会 
(令和５年（2023）４月２６日)               

第５回作業部会 
(令和５年（2023）７月１９日)               

第４回協議会 
(令和５年（2023）７月２８日)               

第６回作業部会 
(令和５年（2023）７月２８日)               

第７回作業部会 
(令和５年（2023）８月２９日)               

第２回文化庁協議 
(令和５年（2023）９月１５日)               

第８回作業部会 
(令和５年（2023）９月３０日)               

第５回協議会 
(令和５年（2023）１０月２４日)               

第９回作業部会 
(令和５年（2023）１０月２４日)               

第 10回作業部会 
(令和５年（2023）１１月３０日)               

第６回協議会[書面] 
(令和５年（2023） 
１２月１１～１８日) 

              

⑵協議会による計画作成の経過  
本計画作成にあたっては、定期的に協議会を開催し、進捗状況の報告、計画の方針や具体的措置

及び具体的事業などの内容詳細について、協議を行った。 

① 協議会設立までの動き  
協議会設立までの間、事務局である館林市教育委員会文化振興課では館林市文化財保護審議会へ

の報告をはじめ、地域計画作成の重要性を伝えるための講演会、市内各地区における住民参加型ワ
ークショップを展開した。また、協議会設立に向けた規則制定などの事務手続きを進めるほか、協
議会のありかたや委員選定等について、文化庁や群馬県文化財保護課と協議を行った。 

 
協議会設立以前 

期  日 内     容 
令和２年（2020）１２月２５日 館林市文化財保護審議会への報告(地域計画作成着手) 

令和３年（2021）１月１２日 

文化庁アドバイザー派遣事業「未来に伝えよう 館林の歴史
と文化」 
・基調講演「地域の文化遺産を守り活かすために」 西村幸夫
氏 
・対談 西村幸夫氏 × 前澤和之氏 

令和３年（2021）２月２２日 
ワークショップ「地域の宝を見つけよう」① 
「矢場川が育んだ歴史と文化～常楽寺と木戸町の文化財
～」 

令和３年（2021）２月２８日 
ワークショップ「地域の宝を見つけよう」② 
「渡良瀬川と共に生きる～大島町上新田・岡里地区の文化
財～」 

令和３年（2021）３月７日 ワークショップ「地域の宝を見つけよう」③「館林城を歩く」 
令和３年（2021）３月１４日 ワークショップ「地域の宝を見つけよう」④「城下町を歩く」 
令和３年（2021）３月１４日 館林市文化財保護審議会への報告(ワークショップ事業等) 
令和４年（2022）６月１５日 文化庁との協議① 
令和４年（2022）６月１５日 館林市文化財保存活用地域計画協議会規則制定 
令和４年（2022）１１月２４日 第 1回館林市文化財保存活用地域計画協議会 

 
 
 
 
 
 
  

写 1-2 ワークショップの様子 写 1-1 文化庁アドバイザー派遣事業 

第１章 地域計画作成の目的と位置付け
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第２章 館林市の現況・特徴 

１地理的環境  
⑴位置  

館林市は、「上毛かるた」に「鶴舞う形」と詠われる鶴の頭の部分、群馬県の東南部にあたり、
関東地方のほぼ中央に位置する。東は邑

おう
楽
ら
郡
ぐん

板
いた

倉
くら

町
まち

、南は同明
めい

和
わ
町
まち

、南西は同千代田町、西は
同邑

おう
楽
ら
町
まち

と隣接し、北は栃木県(足利
あしかが

市、佐野
さ の

市)との県境になっている。 
北に渡

わた
良
ら
瀬
せ
川
がわ

、南に谷
や
田
た
川
がわ

、さらに隣接する邑楽郡
明和町を隔てた南に利

と
根
ね
川
がわ

と、南北に大きな河川が流
れ、城

じょう
沼
ぬま

・多々良
た た ら

沼
ぬま

・茂
も
林
りん

寺沼
じ ぬ ま

や近藤
こんどう

沼
ぬま

といった多く
の池沼(里沼)が点在し、豊かな水資源と自然環境に恵
まれている。 

東京都(台東区浅草)から直線距離で約７０㎞に位
置し、県内でも特に東京都に近い。東北自動車道や東
武鉄道を利用すれば約１時間という良好なアクセス
を活かし、都心への通勤・通学圏となっている。また、
都内からは日帰りで楽しめる観光地としても多くの
人々が訪れる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
図 2-2 館林市内の交通網 

図 2-1 館林市の位置

図 
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 主な協議・検討事項など 
章立て ― ― １ ２ ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７ ― ― ― 

館館林林市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画
協協 議議 会会  

目目
的的
・・
工工
程程
提提
示示  

構構
成成
案案
提提
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用用
語語
のの
定定
義義
・・
関関
連連
計計
画画  

現現
況況
・・
特特
徴徴
整整
理理  

文文
化化
財財
のの
概概
要要
・・
把把
握握
のの
方方
針針  

歴歴
史史
文文
化化
のの
特特
性性  

「「
里里
沼沼
文文
化化
」」
とと
スス
トト
ーー
リリ
ーー  

基基
本本
方方
針針
・・
具具
体体
的的
措措
置置  

具具
体体
的的
事事
業業  

重重
点点
ププ
ロロ
ジジ
ェェ
クク
トト  

計計
画画
実実
現現
にに
向向
けけ
てて  

素素
案案
確確
認認  

意意
見見
徴徴
取取((

パパ
ブブ
リリ
ッッ
クク
ココ
メメ
ンン
トト))  

庁庁
内内
手手
続続  

第 11回作業部会 
(令和５年（2023） 
１２月２６日) 

              

第 12回作業部会 
(令和６年（2024） 

２月５日) 
              

第 13回作業部会 
(令和６年（2024） 
２月２２日) 

              

第７回協議会 
(令和６年（2024） 
２月２６日) 

              

文化庁調査官現地指導 
(令和６年（2024）２月２８日)               

第３回文化庁協議 
(令和６年（2024）５月１６日)               

庁内手続き 
(令和６年（2024）６月１９～２４日)               

市議会へ計画案配布[報告] 
(令和６年（2024）６月２４日)               

文化財保護審議会 
(令和 6年（2024）７月１日)               

パブリックコメント 
(令和６年（2024）７月５～１８日)               

第８回協議会 
(令和６年（2024）8月２日)               

文化財保護審議会 
(令和 6年（2024）8月 9日)               

教育委員会[報告] 
(令和６年（2024）８月２７日)               

文化庁申請 
(令和６年（2024）１１月２１日)               

文化庁認定 
(令和６年（2024）１２月２０日)               

写 1-3 協議会の様子① 写 1-4 協議会の様子② 
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第２章 館林市の現況・特徴 

１地理的環境  
⑴位置  

館林市は、「上毛かるた」に「鶴舞う形」と詠われる鶴の頭の部分、群馬県の東南部にあたり、
関東地方のほぼ中央に位置する。東は邑
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といった多く
の池沼(里沼)が点在し、豊かな水資源と自然環境に恵
まれている。 

東京都(台東区浅草)から直線距離で約７０㎞に位
置し、県内でも特に東京都に近い。東北自動車道や東
武鉄道を利用すれば約１時間という良好なアクセス
を活かし、都心への通勤・通学圏となっている。また、
都内からは日帰りで楽しめる観光地としても多くの
人々が訪れる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
図 2-2 館林市内の交通網 

図 2-1 館林市の位置

図 

第２章　館林市の現況・特徴

1 地理的環境

15



⑷地域区分 
館林市内は八つの地区に区分されている。その区分は、昭和２９年(1954)の合併によって市

制施行される以前の、明治２２年(1889)に誕生した１町 7 か村(館林町・郷
さと

谷
や
村・大島

おおしま
村・赤

あか
羽
ばね

村・六郷
ろくごう

村・三野
み の

谷
や
村・多々良

た た ら
村・渡瀬

わたらせ
村)に基づく。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
２自然環境 
⑴地形・地質 
館林市は関東地方のほぼ中央に位置し、形成された時代が異なる二つの平野地形「洪

こう
積
せき

台
だい

地
ち
」

と「沖
ちゅう

積
せき

低
てい

地
ち
及び谷底平野」で構成される。市東部地域は海抜約１５ｍ、市内最高地点でも約

３３ｍで、山地や丘陵はない。 
洪積台地は高台状になっており、その標高は２０ｍ前後、日本列島で火山活動が盛んであっ

た更
こう

新
しん

世
せい

の噴出物が堆積して形成された。その地層は一般に「赤土」あるいは「関東ローム層」
とも称される。市域周辺の高台は「邑楽台地」と呼ばれ、市街地や多くの集落が立地している。 
また、５万年前に大泉町古海

こ か い
から館林市高根町に至る河道の、主に右岸に大量の砂を運搬・堆

積させて利根川が形成した自然堤防の砂層である内陸古砂丘がある。 
沖積低地及び谷底平野は火山活動が穏やかになった後、完新世に風や河川などによって運ば

れた、いわゆる「黒土」によって形成される。渡良瀬川に面した市域北部や、谷田川に面した
市域南部には水田が広がる。その標高はおおむね２０ｍ以下で、市域の低地部分にあたる。谷
底平野部分には城沼・多々良沼・茂林寺沼・近藤沼などの池沼があり、独特の水郷景観を今に
伝えている。

図 2-4 館林市の地域区分 
出典：「都市計画図(平成２９年 9 月)」「館林市立地適正化計画」より作成 

 

⑵交通 
館林市内には東武鉄道伊勢崎線(茂

も
林
りん

寺
じ
前
まえ

駅・館林駅・多々良
た た ら

駅)、同佐野
さ の

線(渡瀬
わたらせ

)、同小
こ

泉
いずみ

線
(成島

なるしま
駅)といった鉄道路線が通り、市中心部の館林駅で結節している。浅草から、東武伊勢崎線に

より約１時間で移動が可能である。また、この３路線のほかに、市内のみを循環する路線がある。
しかし、バスなど公共交通機関の利用よりも、自家用車への依存度が高い。主要な幹線道路は、
市内を南北に通って埼玉・東京方面につながる一般国道 122 号、市内を東西に通り茨城方面へと
つながる一般国道 354 号バイパス(東毛

とうもう
広域
こういき

幹線
かんせん

道路
ど う ろ

)のほか、主要地方道 6 路線、一般県道１３
路線がある。また、東北自動車道が市の東部を南北に縦断し、館林インターチェンジ(ＩＣ)を介し
た広域アクセスにも恵まれている。市内のバス交通は、本市と邑

おう
楽
ら
郡内３町を結ぶ広域３路線が

あり、館林駅を中心に放射状の路線網を形成している。運行は民間業者２社が受託している。 
  
⑶土地利用 

平成２８年(2016)時点で市域面積 6,097ha の全体が都市計画区域となっており、そのうちの
1,691ha(28.0％)が市街化区域である。市街地は城下町から発展した旧館林町から周辺に広がって
いる。人口集中区域は郊外へ拡大していく一方、人口集中地区における人口密度は、昭和４５年
(1970)の 68.6 人/ha から平成２７年度(2015)には 41.3 人/ha まで減少し、令和２年度（2020）に
はさらに 36.7 人/ha まで落ち込み、まちなかの空洞化が一層深刻な状況である。一方、市街化調
整区域の大半は、農地や水面(河川や沼)などの自然的土地利用で、豊かな水資源や肥沃な土壌を
活かした農業の盛んな地域である。市街化区域・市街化調整区域を区分する以前からの既存集落
や住宅地が点在している。市域全体の利用区分は、宅地が 28.0％・農地 44.9％・池沼 1.4％・山
林 3.1％・その他 22.6％である。

図 2-3 館林市域の土地利用 
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⑷地域区分 
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村・三野
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谷
や
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た た ら
村・渡瀬
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村)に基づく。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
２自然環境 
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地
ち
」
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積
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低
てい

地
ち
及び谷底平野」で構成される。市東部地域は海抜約１５ｍ、市内最高地点でも約

３３ｍで、山地や丘陵はない。 
洪積台地は高台状になっており、その標高は２０ｍ前後、日本列島で火山活動が盛んであっ

た更
こう

新
しん

世
せい

の噴出物が堆積して形成された。その地層は一般に「赤土」あるいは「関東ローム層」
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積させて利根川が形成した自然堤防の砂層である内陸古砂丘がある。 
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図 2-4 館林市の地域区分 
出典：「都市計画図(平成２９年 9 月)」「館林市立地適正化計画」より作成 
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活かした農業の盛んな地域である。市街化区域・市街化調整区域を区分する以前からの既存集落
や住宅地が点在している。市域全体の利用区分は、宅地が 28.0％・農地 44.9％・池沼 1.4％・山
林 3.1％・その他 22.6％である。
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⑵気象 
館林市が位置する群馬県平野部の気象の特徴として、日照時間が長いこと、季節による寒暖

差が大きいこと、台風の直撃が少ないことが挙げられる。また、夏には雷が頻発することや、
冬は降雪が少なく、いわゆる「からっ風」と呼ばれる北西からの強風が吹くことも、気象的な
特徴といえ、本市の歴史文化を形成する要因ともなった。現在でも、屋敷の西に「からっ風」
に備えた防風林が確認できる。 

近年は、夏季の気温が全国でも上位を記録することが多い。
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写 2-2 “からっ風”に備えた屋敷林(北成島町) 

図 2-6 令和３年(2021)館林と東京の月別降水量・平均気温・日照時間 
気象庁・過去の気象データ(http://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php)をもとに作成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写 2-1 多々良沼東岸の内陸古砂丘 

図 2-5 地形図『館林市史 特別編第６巻』より 
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写 2-1 多々良沼東岸の内陸古砂丘 

図 2-5 地形図『館林市史 特別編第６巻』より 
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⑷動物  
館林市は池沼と大小の河川、低地湿原の存在により、多様な昆虫・水鳥・魚類などが生息す

る。特に湿地性昆虫の代表と言われるトンボは、市域で９科５２種が確認されているが、茂林
寺沼周辺だけでも９科４２種が記録されており、多くの種類が生息する地域として知られてい
る。 

蝶ではギンイチモンジセセリ・ジャコウアゲハ・ゴマダラチョウなど、蛾ではギンモンアカ
ヨトウなど、県内でも貴重な種が残っており、池沼や河川、低地湿原における自然環境の豊か
さが示されている。 

また、市域に特徴的な水鳥として、ハクチョウがある。館林市は県内唯一のハクチョウの飛
来地として知られ、昭和５０年代から越冬のため飛来するようになった。コハクチョウ・オオ
ハクチョウが毎年数百羽訪れ、多々良沼と城沼を行き来している。 

魚類はコイ科を中心に生息し、県下で唯一、ボラやスズキなどの汽水魚が生息することが特
徴である。近年は外来種の流入による生態系の変化も起きている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

写 2-5 トンボ(ナゴヤサナエ、茂林寺沼湿原) 写 2-6 蝶(ミドリシジミ、茂林寺沼湿原) 

写真 2-7 飛来したハクチョウの群れ(城沼) 

⑶植生・植物  
館林市は暖温帯広葉樹林帯に位置するが、冬の強い季節風や乾燥、降霜などの気象条件のた

め、ツバキ・カシ・シイ類の照葉樹林の残存林は見られない。寺院の境内や鎮守の森は、ヤブ
ツバキ・シラカシ・ヒサカキ・シロダモなどの暖温帯性樹種で構成されている。台地にわずか
に残る平地林は、すべて人の手が入った二次林である。 

湿地環境は減少傾向にあるが、城
じょう

沼
ぬま

・多
た
々
た
良
ら
沼
ぬま

・茂
も
林
りん

寺
じ
沼
ぬま

・近
こん

藤
どう

沼
ぬま

などの池沼や湿原が現在
まで残されている。中でも茂林寺沼周辺は「茂林寺沼及び低地湿原」として群馬県の指定天然
記念物となっており、低地湿原の様態を比較的良く保ち、湿地特有の希少な植物を多く目にす
ることができる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
写 2-3 県指定天然記念物 

「茂林寺沼及び低地湿原」 
写 2-4 社寺林(高根町大山祇神社) 

図 2-7 植生分布図『館林市史 特別編第３巻』より 

20



⑷動物  
館林市は池沼と大小の河川、低地湿原の存在により、多様な昆虫・水鳥・魚類などが生息す

る。特に湿地性昆虫の代表と言われるトンボは、市域で９科５２種が確認されているが、茂林
寺沼周辺だけでも９科４２種が記録されており、多くの種類が生息する地域として知られてい
る。 

蝶ではギンイチモンジセセリ・ジャコウアゲハ・ゴマダラチョウなど、蛾ではギンモンアカ
ヨトウなど、県内でも貴重な種が残っており、池沼や河川、低地湿原における自然環境の豊か
さが示されている。 

また、市域に特徴的な水鳥として、ハクチョウがある。館林市は県内唯一のハクチョウの飛
来地として知られ、昭和５０年代から越冬のため飛来するようになった。コハクチョウ・オオ
ハクチョウが毎年数百羽訪れ、多々良沼と城沼を行き来している。 

魚類はコイ科を中心に生息し、県下で唯一、ボラやスズキなどの汽水魚が生息することが特
徴である。近年は外来種の流入による生態系の変化も起きている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

写 2-5 トンボ(ナゴヤサナエ、茂林寺沼湿原) 写 2-6 蝶(ミドリシジミ、茂林寺沼湿原) 

写真 2-7 飛来したハクチョウの群れ(城沼) 

⑶植生・植物  
館林市は暖温帯広葉樹林帯に位置するが、冬の強い季節風や乾燥、降霜などの気象条件のた

め、ツバキ・カシ・シイ類の照葉樹林の残存林は見られない。寺院の境内や鎮守の森は、ヤブ
ツバキ・シラカシ・ヒサカキ・シロダモなどの暖温帯性樹種で構成されている。台地にわずか
に残る平地林は、すべて人の手が入った二次林である。 

湿地環境は減少傾向にあるが、城
じょう

沼
ぬま

・多
た
々
た
良
ら
沼
ぬま

・茂
も
林
りん

寺
じ
沼
ぬま

・近
こん

藤
どう

沼
ぬま

などの池沼や湿原が現在
まで残されている。中でも茂林寺沼周辺は「茂林寺沼及び低地湿原」として群馬県の指定天然
記念物となっており、低地湿原の様態を比較的良く保ち、湿地特有の希少な植物を多く目にす
ることができる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
写 2-3 県指定天然記念物 

「茂林寺沼及び低地湿原」 
写 2-4 社寺林(高根町大山祇神社) 

図 2-7 植生分布図『館林市史 特別編第３巻』より 

第２章 館林市の現況・特徴

21



３社会環境  
⑴人口  

館林市の人口は１町７か村が合併した市制施行後の昭和３０年(1955)に 56,047 人であり、平
成１７年(2005)まで増加を続け、79,454 人のピークを迎えた。 

その後は減少傾向にあり、平成２７年(2015)には 76,667 人となり、令和６年８月現在は
73,779 人で、令和２２年(2040)には、59,877 人になることが予想されている。 

年少人口(１４歳以下)が減少する一方で、老年人口(６５歳以上)は増加しており、少子高齢化
の進行が見込まれている。

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

⑵産業  
市内総生産額は 2,784 億円（『平成２９年度市町村民経済計算』）で、県内３５市町村中で８

位、県内総生産の 3.10％を占める。産業別生産額を見ると第三次産業の割合が高く、その割合
は平成１２年度以降、微増減を繰り返している。  

 

産業分類 
事業所 従業者 総生産額 

事業所数 構成比 従業者数 構成比 総生産 構成比 
第一次産業（農林漁業） 22 0.63% 197 0.59% 3,859 1.4% 
第二次産業（鉱・建設・製造業） 724 20.62% 9,597 28.91% 103,088 37.2% 
第三次産業（その他） 2,766 78.76% 23,398 70.49% 169,853 61.4% 
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図 2-8 館林市の総人口の推移 
1955～2010 年のデータは『館林市統計書(令和４年版)』から、2015～2045 年のデータは 

「日本の将来推計人口(令和５年推計)」国立社会保障・人口問題研究所 

（ https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp_zenkoku2023.asp）をもとに作成 
）をもとに作成 

 

表 2-1 館林市の産業の内訳 
事業所・従業者は『平成２９年度経済センサス基礎調査』、総生産額は『平成２９年度市町村民経済計算』をもとに作成 

⑸景観  
館林市は、平野のまちで山地や丘陵は全く存在しない。日光連山などの遠くの山々を一望す

ることができる。また、城沼・多々良沼・茂林寺沼・近藤沼などの池沼では、特徴的な水郷的景
観が形成されている。 

城沼は、南岸に国指定名勝「躑躅ヶ岡(ツツジ)」が存在し、江戸時代より大名庭園として保護
されてきた。対岸の善長寺側から望む城沼に反射した満開の躑躅ヶ岡の趣は、戦前の絵はがき
にも使われた、沼を借景とした独特の見事な風景である。また、弘化２年(1845)に描かれた市
指定重文「上毛館林城沼所産水草図」には 12 種の水草が描かれているが、そうした水草のある
風景は現代にも継承されている。 

多々良沼は、北岸にかかる富士見橋の名が示す通り、沼越しに富士山を望むことができる。
多々良沼へ飛来したハクチョウとともに富士山を望む風景は、冬の多々良沼の風物詩となって
いる。 

茂林寺沼は、県指定天然記念物「茂林寺沼及び低地湿原」として低地湿原特有の自然環境を
もち、茂林寺と隣接することもあって静謐さを保っており、住宅地の中にあるにも関わらず地
域の原風景的な自然美を体感できる。 

近藤沼は、かつてホリアゲタ(掘上田)と呼ばれる耕作形態があり、沼底の土を浚って沼上に
クリーク状に水田を設け、独特の景観を形成していた。昭和後期の開発でその大部分は失われ
たが、沼の西部に一部かつての名残を見ることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

写 2-8 城沼を借景とした躑躅ヶ岡 写 2-9 多々良沼から望む富士山とハクチョウ 
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３社会環境  
⑴人口  

館林市の人口は１町７か村が合併した市制施行後の昭和３０年(1955)に 56,047 人であり、平
成１７年(2005)まで増加を続け、79,454 人のピークを迎えた。 

その後は減少傾向にあり、平成２７年(2015)には 76,667 人となり、令和６年８月現在は
73,779 人で、令和２２年(2040)には、59,877 人になることが予想されている。 

年少人口(１４歳以下)が減少する一方で、老年人口(６５歳以上)は増加しており、少子高齢化
の進行が見込まれている。

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

⑵産業  
市内総生産額は 2,784 億円（『平成２９年度市町村民経済計算』）で、県内３５市町村中で８

位、県内総生産の 3.10％を占める。産業別生産額を見ると第三次産業の割合が高く、その割合
は平成１２年度以降、微増減を繰り返している。  

 

産業分類 
事業所 従業者 総生産額 

事業所数 構成比 従業者数 構成比 総生産 構成比 
第一次産業（農林漁業） 22 0.63% 197 0.59% 3,859 1.4% 
第二次産業（鉱・建設・製造業） 724 20.62% 9,597 28.91% 103,088 37.2% 
第三次産業（その他） 2,766 78.76% 23,398 70.49% 169,853 61.4% 
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1955～2010 年のデータは『館林市統計書(令和４年版)』から、2015～2045 年のデータは 

「日本の将来推計人口(令和５年推計)」国立社会保障・人口問題研究所 

（ https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp_zenkoku2023.asp）をもとに作成 
）をもとに作成 
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もち、茂林寺と隣接することもあって静謐さを保っており、住宅地の中にあるにも関わらず地
域の原風景的な自然美を体感できる。 

近藤沼は、かつてホリアゲタ(掘上田)と呼ばれる耕作形態があり、沼底の土を浚って沼上に
クリーク状に水田を設け、独特の景観を形成していた。昭和後期の開発でその大部分は失われ
たが、沼の西部に一部かつての名残を見ることができる。 
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②農業・水産業の変遷  
館林市は、1970 年代のいわゆる「高度成長期」に至るまで現在の中心市街地(館林城とその

城下町)を除けばほとんどが農村地域で、多くの市民が農業を生業としてきた。また、低湿地や
沼地とともに台地が多い地形的な特徴から、かつての市内では水田より畑地が多く見られた。 

畑地では、日照時間が長く冬季に「からっ風」※が吹いて乾燥する気候のため、冬場の麦作(大
麦・小麦)が盛んに行われた。このほか、大豆や陸稲などの穀物や、カボチャやナス、キュウリ
など野菜類の栽培も盛んであった。また、冬に雨が少なく乾燥する気候は麦を加工した“うどん”
の製造に都合が良く、今日まで続く館林市の特産品が生まれる背景となった。 

稲作の収量は、ポンプで畑に水を引く「陸
りく

田
でん

」の増加などによって戦後に飛躍的に増加した。
冬の麦栽培(大麦・小麦・ビール麦)と組み合わせた「二毛作」も盛んになった。 

また、かつては近隣の沼や川で獲れる川魚が貴重なたんぱく源であったことから、農家の副
業として盛んに漁業が行われた。しかし、戦後の生活様式の変化や、水質汚染による水生動物
の減少などにより、今はその姿を見ることは出来なくなった。現在ではレジャーとしての釣り
や、市民に親しまれる多様な川魚料理として、その文化が受け継がれている。 

 
※※かかららっっ風風：：  

冬季に吹く北西風で、強風であることが多い。館林地域を含む関東平野では、強風の吹く方向にある赤城
山にちなんで「赤城おろし」と呼ばれる。市内の農家住宅では、敷地の北西側を囲むかたちで防風を目的と
した屋敷林が形成された。これには畑での麦作において土壌の飛散を防ぐ効果もあった。館林で生産の盛ん
な、麦の粉を使ったうどんの製麺は、強風と乾燥という、一見デメリットと思われる「赤城おろし」の気候
的な特徴を逆に利用している。 

  

写 2-12 からっ風を利用したうどんの製造 

①産業の構成  
館林市の産業を区分別の割合でみると、事業所数・従業者数・総生産額のいずれも小売業・

サービス業など第三次産業の割合が最も多く、次いで製造業など第二次産業、最も割合が少な
いのは第一次産業である。 

「産業の特化係数※」からは、製造業・農業・林業・運輸業・郵便業・複合サービス業が地域
で卓越(特化)した業種と考えられる。その中でも製造業の特化係数は高く、特に麦を使った食
料品製造業がその中心となっている。次いで、鉄道・道路網の利便性や東京都の近接性に起因
すると思われる、運輸業(郵便業を含む)の特化係数が高くなっている。 
  
※※産産業業のの特特化化係係数数：：  

地域の特定の産業が、どれだけ特化しているかを示す係数。一般的にこの値が１を超えると、その産業は
地域で卓越した業種と考えられている。係数は以下の計算式を用いて算出される。［館林市の各産業の就業者
数比率/全国の各産業の就業者数比率］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 2-9 館林市の産業特化係数 令和２年(2020)国勢調査をもとに作成 
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令和４年度(2022)の月別の観光入込客数の動向をみると、観光入込客数 1,032,500 人のうち、
31％を占める 326,100 人が、つつじまつりが行われる４・５月に訪れている。群馬県の観光入込
客数は８月がピークであるのに対し、本市は４・５月(つつじまつり)にピークがあり、７・８月
(夏の城沼花ハスまつり、館林まつり、館林手筒花火大会など)の割合も高いことがわかる。 

館林市で現在行われている集客力のある主な催しは、別表のとおりである。
（千人） 

  １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 合計 

群馬県 4,181 2,681 3,566 4,226 4,885 3,642 4,177 5,833 4,829 5,366 5,453 3,231 52,070.00 

館林市 65 35 65 208 118 65 116 115 39 56 91 60 1,033.00 

※1 6.2% 3.4% 6.3% 20.1% 11.4% 6.3% 11.2% 11.1% 3.8% 5.4% 8.8% 5.8% 100.0% 

※1 館林市の R4 観光入込客数の合計に対する割合(％) 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写 2-13 手筒花火大会(７月) 写 2-14 城沼の花ハスまつり(７～８月) 

表 2-3 令和 4 年（2022）月別観光入込客数推計 
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図 2-11 令和 4 年（2022）月別観光入込客数推計 
『令和４年観光入込客統計調査報告書』（群馬県産業経済部戦略セールス局観光魅力創出課）をもとに作成 

 
 

⑶観光  
館林市の主な観光資源は、知名度の高いつつじが岡公園(国指定名勝「躑躅ヶ岡(ツツジ)」を
含む)を始めとする自然資源に加え、史跡、神社・寺院、歴史的建造物、歴史的町並みや博物館・
美術館などの人文資源、さらにうどんなどの麦を活かした特産物や特色ある飲食産品、数多く
の行事・祭事などがある。また、企業の産業博物館が立地し、各種工場では見学ツアーも開催
されていることから、産業観光としての側面も有する。本市の令和３年(2021)観光入込客数は
484,800 人で、令和２年からの新型コロナウイルスの影響により急激に減少したが、令和 4 年は
減少前までには戻らないが増加している。 

（千人） 
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群馬県 64,452,100 65,196,000 66,030,700 40,215,600 40,587,400 52,069,500 
館林市 1,708,200 1,634,600 1,497,300 593,900 484,800 1,032,500 
つつじが岡公園 111,005 110,741 91,048 0 43,521 63,154 
※1 6.5% 6.8 6.1% 0% 9.0% 6.10% 

表 2-2 群馬県と館林の観光入込客数の推移 
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令和４年度(2022)の月別の観光入込客数の動向をみると、観光入込客数 1,032,500 人のうち、
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⑶観光  
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つつじが岡公園 111,005 110,741 91,048 0 43,521 63,154 
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第２章 館林市の現況・特徴
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⑷歴史文化系の展示・見学施設  
館林市内には、県立館林美術館をはじめ、市有施設である館林市立資料館、本市出身で明治

時代の文豪である田山花袋記念文学館など文科系の展示・見学施設が集中している。 
郷土資料は、館林市立資料館が収集・保管、調査研究、公開を行っているほか、田山花袋関

係資料の収集、保管、調査研究は、田山花袋記念文学館が行い、ともに文化振興課文化財係が
管理している。また、市内には企業博物館など民間の博物館があり、お互いのネットワークを
構築している。

施設名 展示状況 

群馬県立館林美術館 
(担当：群馬県地域創生部文化振興課) 

県民に美術作品鑑賞の機会を提供することを目的に、企画展示
や群馬県が所蔵する国内外の作品や館林に関わりのある美術品
を展示している。 

館林市立資料館 
(第一資料館・第二資料館) 

(担当：市教委文化振興課) 

郷土の自然科学、歴史民俗資料に関する市民の理解を深め、教
育、学術及び文化の発展に資するため、資料の保存・収集・調査・
展示などを行う。  

第一資料館では、館林城関係資料のほか、郷土の歴史や文化に
関する史料を展示する。 

第二資料館では、県指定重文「旧上毛モスリン事務所附棟札」
と、市指定史跡「田山花袋旧居及び旧居跡附建家売渡証一札」の
うち「田山花袋旧居」を敷地内に移築・展示している。 

田山花袋記念文学館 
(担当：市教委文化振興課) 

館林出身で明治時代の文豪、田山花袋の文学的業績の顕彰と地
域文学の振興及び文化向上のため、資料の保存・収集・調査・展
示などを行う。 

鷹
たか
匠
じょう
町
まち
武
ぶ
家
け
屋
や
敷
しき
「武

ぶ
鷹館
ようかん
」 

(担当：市教委文化振興課) 

「鷹 匠
たかじょう

町
まち

」と呼ばれた館林城の侍町の一角に市指定重文「旧館
林藩士住宅」を移築、元からあった長屋門や附属住宅を修復し、 
屋敷門や塀などを整備している。 
○主な施設：展示室（長屋門）、会議室（附属住宅）、市指定重要
文化財「旧館林藩士住宅」 

つつじが岡公園 
つつじが岡第二公園 
旧秋元
きゅうあきもと

別邸
べってい

 ほか 
(担当：市つつじのまち観光課など) 

近世からつつじの名所として知られ、毎年「つつじまつり」が
開催される。昭和３６年(1961)に、最後の館林藩主秋元氏が所有
した「旧秋元別邸」が公園に編入された。 
○主な施設：城沼(群馬県館林土木事務所)、国指定名勝「躑躅ヶ
岡(ツツジ)」、つつじが岡ふれあいセンター、つつじ映像学習館、
旧秋元別邸(担当：市つつじのまち観光課)、館林花菖蒲園(担当：市
緑のまち推進課)、城沼総合体育館、城沼総合運動場(担当：市ス
ポーツ振興課) 

彫刻
ちょうこく

の小
こ
径
みち

 
(担当：市教委文化振興課、市緑

のまち推進課) 

本市出身の彫刻家・藤
ふじ

野天光
のてんこう

をはじめとした様々な彫刻家の作
品を、多々良沼保安林内の約 2 ㎞にわたって野外展示している。 

 
 

＜主な集客事業・催し物＞ 
名称 内容 

館林まつり 毎年７月第３日曜日とその前日に開催される。本町通りで民踊流しや迫力あ
る大人みこしが見られる。起源は、城下町最大の夏祭りであった八坂神社（代
官町、現在は代官町長良神社に合祀）の牛頭

ご ず
天王
てんのう

祭
さい

で、昭和初期までは山車
だ し

を
繰り出していた。昭和５０年(1975)に市内各地の夏祭りを統合し、現在のよう
に行われるようになった。 

たてばやし 
七夕まつり 

毎年８月７日開催。本町通りに 140 年余りの伝統をもつ竹飾りが並び、
夏の風物詩として人々に親しまれている。 

かつては、竹の骨組みに紙を貼り中に灯りをともす「竹灯篭」が飾られ
た。本市出身の作家・田山花袋も、明治４４年(1911)に発表した随筆「幼
き頃のスケッチ」で、その様子を書いている。竹灯篭は平成２６年(2014)
頃を境に休止している。 

館林さくらまつり 毎年３月下旬～４月上旬開催。鶴生田川両岸(五号橋～尾曳稲荷神社)、
多々良保安林、近藤沼公園などで実施する。 

麺-１グランプリ 
IN館林 

 「食品工業のまち」「麺のまち・うどんの里」の都市イメージアップや
地域の農商工連携を目的に、平成２３年度より２９年度の第 8 回までは９
月下旬～１０月頃に館林城ゆめひろばで開催。本市の特産品“うどん”など
各種麺料理の店が出店される。 

こいのぼりの里 
まつり 

毎年３月下旬～５月上旬開催。鶴
つる

生
う
田
だ
川
がわ

・近藤沼・茂林寺川・多々良沼
などで大小約 4,000 匹のこいのぼりを掲揚。平成１７年には、5,283 匹の
掲揚数でギネス世界記録に認定された。 

つつじまつり 毎年４月上旬～５月上旬開催。つつじが岡公園で 100 余品種、約１万株の
ツツジが咲き誇る。様々なイベントが開催され、多くの観光客が訪れる。 

たてばやし 
花菖蒲まつり 

毎年６月初旬～下旬開催。館林花菖蒲園(つつじが岡第二公園内)にて、
約７０品種の花菖蒲が咲く。旧秋元別邸特別公開など様々なイベントも開
催される。 

夏の城沼花ハス 
まつり 

毎年７月中旬～８月中旬開催。城沼や古城沼では自生のハスが咲き、つ
つじが岡公園では世界各国の様々な品種の花ハスが展示される。間近でハ
スを見られる「花ハス遊覧船」も運航される。 

館林手
て
筒
づつ
花
はな
火
び
大会 毎年７月下旬土曜日開催。初代館林城主榊原氏や徳川将軍家発祥の地で

ある三河地方に伝わる、勇壮な「手筒花火」が見られる。 

市民菊花展 毎年１１月上旬～中旬開催。茂林寺境内で出品者が生育した菊が展示される。 

つつじの館林 
七福神めぐり 

毎年１月３日～１月３１日開催。市内の茂林寺(大黒尊天)・長良神社(恵
比寿神)・尾曳稲荷神社(弁財天)・普済寺(布袋尊)・善長寺(寿老尊)・善導
寺(毘沙門天)と、邑楽郡板倉町の雷電神社(福禄寿)を巡る。 
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⑷歴史文化系の展示・見学施設  
館林市内には、県立館林美術館をはじめ、市有施設である館林市立資料館、本市出身で明治
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開催される。昭和３６年(1961)に、最後の館林藩主秋元氏が所有
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多々良保安林、近藤沼公園などで実施する。 

麺-１グランプリ 
IN館林 

 「食品工業のまち」「麺のまち・うどんの里」の都市イメージアップや
地域の農商工連携を目的に、平成２３年度より２９年度の第 8 回までは９
月下旬～１０月頃に館林城ゆめひろばで開催。本市の特産品“うどん”など
各種麺料理の店が出店される。 

こいのぼりの里 
まつり 

毎年３月下旬～５月上旬開催。鶴
つる

生
う
田
だ
川
がわ

・近藤沼・茂林寺川・多々良沼
などで大小約 4,000 匹のこいのぼりを掲揚。平成１７年には、5,283 匹の
掲揚数でギネス世界記録に認定された。 

つつじまつり 毎年４月上旬～５月上旬開催。つつじが岡公園で 100 余品種、約１万株の
ツツジが咲き誇る。様々なイベントが開催され、多くの観光客が訪れる。 

たてばやし 
花菖蒲まつり 

毎年６月初旬～下旬開催。館林花菖蒲園(つつじが岡第二公園内)にて、
約７０品種の花菖蒲が咲く。旧秋元別邸特別公開など様々なイベントも開
催される。 

夏の城沼花ハス 
まつり 

毎年７月中旬～８月中旬開催。城沼や古城沼では自生のハスが咲き、つ
つじが岡公園では世界各国の様々な品種の花ハスが展示される。間近でハ
スを見られる「花ハス遊覧船」も運航される。 

館林手
て
筒
づつ
花
はな
火
び
大会 毎年７月下旬土曜日開催。初代館林城主榊原氏や徳川将軍家発祥の地で

ある三河地方に伝わる、勇壮な「手筒花火」が見られる。 

市民菊花展 毎年１１月上旬～中旬開催。茂林寺境内で出品者が生育した菊が展示される。 

つつじの館林 
七福神めぐり 

毎年１月３日～１月３１日開催。市内の茂林寺(大黒尊天)・長良神社(恵
比寿神)・尾曳稲荷神社(弁財天)・普済寺(布袋尊)・善長寺(寿老尊)・善導
寺(毘沙門天)と、邑楽郡板倉町の雷電神社(福禄寿)を巡る。 

第２章 館林市の現況・特徴
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44歴史的概要  
⑴先史・古代  
 【【人人間間活活動動のの痕痕跡跡のの発発見見】】  

市内では発掘調査の成果から、内陸
ないりく

古砂丘
こ さ き ゅ う

など比高のある洪積
こうせき

台
だい

地
ち

上
じょう

で、旧石
器時代にあたる約３万～１万６千年前に人
間が活動していたことがわかっている。 

 【【集集落落のの形形成成とと人人々々のの交交流流】】  
縄文時代には気候が温暖化し、確認でき

る遺跡や遺物の数は増加する。大袋
おおぶくろ

Ⅱ遺跡
では、縄文時代前期の竪穴

たてあな
式住居跡７軒分

がまとまって発見されている。建替えや拡
張の様子が見られ、長期にわたって集落が形成、維持されていたことが分かる。また、市内で
出土する土器に南関東の勝坂

かっさか
式土器や東関東の阿玉台

お た ま だ い
式土器、東北地方の大木

お お き
式土器などが見

られること、石器の素材となった黒曜石
こくようせき

にも北海道や長野県、神津島
こ う づ し ま

産のものが使われること
から、人々の広範な交流の痕跡を見ることができる。集落跡は各池沼や谷頭の湿地近くの台地
上、緩やかな傾斜地(台地縁辺部)で確認されるものが多い。 

縄文時代の終わり頃から弥生時代にかけて気候が寒冷化したことで、市内ではこの時代の
人々の活動を示す遺跡は少ない。 

 【【集集落落のの発発展展とと古古墳墳のの造造営営】】  
古墳時代に属する、遺跡や遺物、集落の数は再び増加する。北近藤第一点遺跡では鍛冶

か じ
遺構

や遺跡南方の沼（近藤沼）での使用が考えられる重り（土
ど
錘
すい

）などの漁労関連遺物、八方遺跡
では籾殻や土器の貯蔵用施設が確認されるなど、人々の活動の痕跡を見ることができる。集落
は中小河川や池沼、谷地に面する縁辺部から台地上を中心に営まれた。 

昭和１３年(1938)に群馬県が刊行した『上毛古墳総覧』では、市域の古墳として６７基が確
認されているが、そのうち現存するのは３３基である。現存する市域の代表的な古墳としては
市指定史跡「山王山

さんのうやま
古墳」や「渕

ふち
ノ
の
上
え
古墳」、高根

た か ね
古墳群、日向

ひ な た
古墳群などが挙げられる。 

各古墳の被葬者は明らかでないが、石室を含んだ調査が行われた「高根古墳群」内の「天神
二子古墳」では家形・大刀形・人物・馬形など多様な埴輪が、同じく「渕ノ上古墳」では埴輪の
ほかに直刀や馬具、金環などが確認されており、これら出土遺物から被葬者は地域で大きな勢
力を有した人物であることが推定される。 
【【「「大大荒荒城城評評」」とと「「邑邑楽楽」」】】  

国の政治組織や制度が成立した７世紀後期に、館林市域は現在の群馬県に相当する「上毛野国
かみつけのくに

（上野国
こうずけのくに

）」を構成する、「大荒城評
おおはらきのこおり

」の一部となった。８世紀初めからは音に合う良い漢字二
字をあてて、「邑楽

お う ら
」と表記されるようになった。  

写写 22--11７７  北北近近藤藤第第一一地地点点遺遺跡跡（（住住居居跡跡））  

施設名 展示状況 

毛
け
塚
づか
記
き
念
ねん
館
かん

 
(分福酒造株式会社) 

江戸末期から酒造業を営む毛塚家の店舗として建てられ、現在
は国登録有形文化財(建造物)となっている「分

ぶん
福
ぶく

酒
しゅ

造
ぞう

店
てん

舗
ぽ
」を、

保存修理のうえ、活用・展示している。 
製粉ミュージアム 
(日清製粉グループ本社) 

日清製粉創業期の明治時代に建てられた事務所を活かした資
料館で、日清製粉の歴史や製粉の技術について展示している。 

カルピスみらいのミュージアム 
（アサヒ飲料株式会社） カルピスの製造工程や歴史について展示している。 

正田記念館 
(正田醤油株式会社) 

嘉永６年(1853)に建てられた国登録有形文化財(建造物)「正田
醤油正田記念館」を活用し、正田醤油の歴史と、創業当時の醸造
道具や江戸から昭和にかけての資料を展示している。 

NPO法人足尾鉱毒事件 
田中正造記念館 
(NPO 法人足尾鉱毒事件田中正造記念館) 

足尾銅山鉱毒事件や田中
た な か

正 造
しょうぞう

に関する調査研究を行うとも
に、事件と正造、地域の人々に関する当時の資料を展示してい
る。 

向井千秋記念子ども科学館 
(担当：市教委向井千秋記念子ども科学館) 

 本市出身の女性宇宙飛行士向井千秋氏の業績を紹介するとと
もに、プラネタリウムの投影のほか、宇宙・科学に関する展示、
普及活動を行う。 

茂林寺本堂宝物館 
(茂林寺) 

茂林寺は応永３３年(1426)創建の曹洞宗の寺院。江戸時代に建
てられた茅葺屋根の本堂には宝物館があり、「分福茶釜」を始め
とする什宝や、日本遺産「里沼」の「祈りの沼―茂林寺沼―」を
紹介するパネルなどが展示されている。 

群馬県立多々良沼公園 
(担当：群馬県館林土木事務所) 

平成２７年(2015)に全面供用された自然公園で、館林市と邑楽
町にまたがる。「自然ふれあいエリア」「いこいと花のエリア」「野
鳥と湿原のエリア」「たたらの杜エリア」の 4 つからなる。公園
内にはボランティアセンターがあり、自然ふれあいエリアを中心
にイベントが行われるほか、「多々良沼の自然を愛する会」など
のボランティア団体による自然環境保全活動の拠点となってい
る。 

多々良沼野鳥観察棟 
(担当：市市民環境部地球環境課) 

多々良沼北岸の日向漁港にあり、バードウォッチングの拠点とな
っている。室内には、「多々良」の由来である踏鞴(製鉄)の際にで
きる鉱滓(カナクソ)の展示や、日本遺産「里沼」の「実りの沼―
多々良沼―」を紹介するパネルなどが設置されている。 

  
  

写 2-15 館林市第一資料館 写 2-16 田山花袋記念文学館 
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44歴史的概要  
⑴先史・古代  
 【【人人間間活活動動のの痕痕跡跡のの発発見見】】  

市内では発掘調査の成果から、内陸
ないりく

古砂丘
こ さ き ゅ う

など比高のある洪積
こうせき

台
だい

地
ち

上
じょう

で、旧石
器時代にあたる約３万～１万６千年前に人
間が活動していたことがわかっている。 

 【【集集落落のの形形成成とと人人々々のの交交流流】】  
縄文時代には気候が温暖化し、確認でき

る遺跡や遺物の数は増加する。大袋
おおぶくろ

Ⅱ遺跡
では、縄文時代前期の竪穴

たてあな
式住居跡７軒分

がまとまって発見されている。建替えや拡
張の様子が見られ、長期にわたって集落が形成、維持されていたことが分かる。また、市内で
出土する土器に南関東の勝坂

かっさか
式土器や東関東の阿玉台

お た ま だ い
式土器、東北地方の大木

お お き
式土器などが見

られること、石器の素材となった黒曜石
こくようせき

にも北海道や長野県、神津島
こ う づ し ま

産のものが使われること
から、人々の広範な交流の痕跡を見ることができる。集落跡は各池沼や谷頭の湿地近くの台地
上、緩やかな傾斜地(台地縁辺部)で確認されるものが多い。 

縄文時代の終わり頃から弥生時代にかけて気候が寒冷化したことで、市内ではこの時代の
人々の活動を示す遺跡は少ない。 

 【【集集落落のの発発展展とと古古墳墳のの造造営営】】  
古墳時代に属する、遺跡や遺物、集落の数は再び増加する。北近藤第一点遺跡では鍛冶

か じ
遺構

や遺跡南方の沼（近藤沼）での使用が考えられる重り（土
ど
錘
すい

）などの漁労関連遺物、八方遺跡
では籾殻や土器の貯蔵用施設が確認されるなど、人々の活動の痕跡を見ることができる。集落
は中小河川や池沼、谷地に面する縁辺部から台地上を中心に営まれた。 

昭和１３年(1938)に群馬県が刊行した『上毛古墳総覧』では、市域の古墳として６７基が確
認されているが、そのうち現存するのは３３基である。現存する市域の代表的な古墳としては
市指定史跡「山王山

さんのうやま
古墳」や「渕

ふち
ノ
の
上
え
古墳」、高根

た か ね
古墳群、日向

ひ な た
古墳群などが挙げられる。 

各古墳の被葬者は明らかでないが、石室を含んだ調査が行われた「高根古墳群」内の「天神
二子古墳」では家形・大刀形・人物・馬形など多様な埴輪が、同じく「渕ノ上古墳」では埴輪の
ほかに直刀や馬具、金環などが確認されており、これら出土遺物から被葬者は地域で大きな勢
力を有した人物であることが推定される。 
【【「「大大荒荒城城評評」」とと「「邑邑楽楽」」】】  

国の政治組織や制度が成立した７世紀後期に、館林市域は現在の群馬県に相当する「上毛野国
かみつけのくに

（上野国
こうずけのくに

）」を構成する、「大荒城評
おおはらきのこおり

」の一部となった。８世紀初めからは音に合う良い漢字二
字をあてて、「邑楽

お う ら
」と表記されるようになった。  

写写 22--11７７  北北近近藤藤第第一一地地点点遺遺跡跡（（住住居居跡跡））  

施設名 展示状況 

毛
け
塚
づか
記
き
念
ねん
館
かん

 
(分福酒造株式会社) 

江戸末期から酒造業を営む毛塚家の店舗として建てられ、現在
は国登録有形文化財(建造物)となっている「分

ぶん
福
ぶく

酒
しゅ

造
ぞう

店
てん

舗
ぽ
」を、

保存修理のうえ、活用・展示している。 
製粉ミュージアム 
(日清製粉グループ本社) 

日清製粉創業期の明治時代に建てられた事務所を活かした資
料館で、日清製粉の歴史や製粉の技術について展示している。 

カルピスみらいのミュージアム 
（アサヒ飲料株式会社） カルピスの製造工程や歴史について展示している。 

正田記念館 
(正田醤油株式会社) 

嘉永６年(1853)に建てられた国登録有形文化財(建造物)「正田
醤油正田記念館」を活用し、正田醤油の歴史と、創業当時の醸造
道具や江戸から昭和にかけての資料を展示している。 

NPO法人足尾鉱毒事件 
田中正造記念館 
(NPO 法人足尾鉱毒事件田中正造記念館) 

足尾銅山鉱毒事件や田中
た な か

正 造
しょうぞう

に関する調査研究を行うとも
に、事件と正造、地域の人々に関する当時の資料を展示してい
る。 

向井千秋記念子ども科学館 
(担当：市教委向井千秋記念子ども科学館) 

 本市出身の女性宇宙飛行士向井千秋氏の業績を紹介するとと
もに、プラネタリウムの投影のほか、宇宙・科学に関する展示、
普及活動を行う。 

茂林寺本堂宝物館 
(茂林寺) 

茂林寺は応永３３年(1426)創建の曹洞宗の寺院。江戸時代に建
てられた茅葺屋根の本堂には宝物館があり、「分福茶釜」を始め
とする什宝や、日本遺産「里沼」の「祈りの沼―茂林寺沼―」を
紹介するパネルなどが展示されている。 

群馬県立多々良沼公園 
(担当：群馬県館林土木事務所) 

平成２７年(2015)に全面供用された自然公園で、館林市と邑楽
町にまたがる。「自然ふれあいエリア」「いこいと花のエリア」「野
鳥と湿原のエリア」「たたらの杜エリア」の 4 つからなる。公園
内にはボランティアセンターがあり、自然ふれあいエリアを中心
にイベントが行われるほか、「多々良沼の自然を愛する会」など
のボランティア団体による自然環境保全活動の拠点となってい
る。 

多々良沼野鳥観察棟 
(担当：市市民環境部地球環境課) 

多々良沼北岸の日向漁港にあり、バードウォッチングの拠点とな
っている。室内には、「多々良」の由来である踏鞴(製鉄)の際にで
きる鉱滓(カナクソ)の展示や、日本遺産「里沼」の「実りの沼―
多々良沼―」を紹介するパネルなどが設置されている。 

  
  

写 2-15 館林市第一資料館 写 2-16 田山花袋記念文学館 
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名称 概要 

台地上の 
古墳時代の集落 

市内における古墳時代の主な集落は、近藤沼北岸の台地上に所在する北近
藤第一地点遺跡で９０軒以上、旧矢場川南岸の八方遺跡で１９軒以上、加法
師遺跡で１５軒以上、当郷

とうごう
遺跡で３０軒以上の住居がまとまって発見されて

いる。発掘調査の成果から、生活の場である集落は台地上に、その周辺の低
地で耕作・採集を行った当時の生活の様子を知ることができる。 

同時代の市内遺跡からは古代のたたら製鉄で使用された溶鉱炉と送風装置
である「 鞴

ふいご
・蹈鞴

た た ら
」を結ぶ「羽

は
口
ぐち

」や、鉄
てっ

滓
さい

(カナクソ)が出土している。北
近藤第一地点遺跡では鍛冶遺構も確認されており、集落内では鉄器の加工(小
鍛冶)などが行われていた。また、土製の錘(土

ど
玉
だま

)も多く出土し、沼辺や川で
の漁撈の痕跡が見つかっている。 

台地上の古墳群 

城沼北岸台地上に築かれた当郷町地内の市指定史跡「山王山
さんのうやま

古墳」は、墳
丘の全長 47ｍ、後円部径 37ｍ、高さ 5ｍの前方後円墳である。主体部は横穴
式石室と推測され、6 世紀後半の築造と考えられている。一部が削平されて
いるが、市内に現存する古墳の中で最も良く原形を留める。 

谷田川北岸の台地上に築かれた「渕ノ上古墳」は墳丘径 30ｍの円墳で、角
閃石安山岩の横穴石室が発見されている。発掘調査が行われ、金環（耳飾り）・
鉄大刀・馬具などのほか、円筒埴輪や人物埴輪、馬形埴輪、家形埴輪が確認
された。 

群馬県が昭和１３年(1938)に刊行した『上 毛
じょうもう

古墳
こ ふ ん

綜覧
そうらん

』には、多々良沼東
岸の内陸古砂丘上に「天神

てんじん
二子
ふ た ご

古墳」(全長 58ｍ前後の前方後円墳)、「高根古
墳群」として３５基の前方後円墳及び円墳、渡良瀬川低地や多々良沼の北方
に広がる低地を望む台地上の北東部に「日向

な た
古墳群」として２４基の円墳が

あったと記載されている。 

「於波良岐
お は ら き

」 

奈良県の「藤原宮
ふじわらのみや

」跡から発掘された木簡
もっかん

に、当時の本市と邑楽
お う ら

郡地域を
指す「 大 荒 城 評

おおは（あ）らきのこおり
」の記載が見られる。現在見つかっている本市に関する

最古の文字記録である。 
平安時代編纂の『倭名類聚抄

わみょうるいじゅしょう
』では、上 野

こうずけの
国
くに

(現群馬県)にある「邑楽郡」
の読み方を、「於波良岐

お は ら き
」としている。また、「邑楽郡」には「池田

い き た
(伊岐太)」

「疋太
ひ き た

(比木太）」「八田
や た

(也太)」「 長 柄
なから（ながら）

」があったことが記載されている。 
これらは国の政治組織や制度が確立した時代におけるこの地域の社会の動

きを示すものであり、現代の館林周辺地域に残る「邑楽
お う ら

」郡の語源である。 

 
 
 
 
 
   

写 2-18 間堀１遺跡（住居跡） 写 2-19 渕ノ上古墳出土埴輪 

先史・古代の館林市に住んだ人々は、地形や気候に大きく影響を受けながらも、低地と台地
の「境目」である台地縁辺部を主な生活の場とし、徐々に台地内部へとその活動範囲を広げた。

 
 
 
 
 

＜先史・古代の主な文化財＞  
名称 概要 

旧石器人の痕跡 

水溜
みずため

第一
だいいち

地点
ち て ん

遺跡、同第二地点遺跡、山神
さんじん

脇
わき

遺跡はナイフ形石器等が確
認されている旧石器時代の遺跡であるが、いずれも市内で最も標高の高い
内陸古砂丘上に所在する。大袋

おおぶくろ
Ⅰ
いち

遺跡や大袋
おおぶくろ

Ⅱ
に
遺跡は城沼南岸の洪積台

地にあり、尖頭器などが出土している。 
同時代の石器が確認されている茂林寺沼西岸の高台にある笹原

ささはら
遺跡や、

近藤沼の台地上にある北
きた

小袋
こぶくろ

遺跡のいずれも見晴らしの良い高台上にあ
り、当時の館林の人々の活動域の共通点を見ることができる。 

台地縁辺部の 
縄文時代のムラ 

縄文時代前期を中心に 7 軒の住居跡が発掘された大袋Ⅱ遺跡は、城沼
南岸の洪積台地縁辺部に営まれた。縄文時代中期のものを中心に住居跡１
３軒や貯蔵穴が見つかった間

ま
堀
ぼり

１遺跡は蛇沼東岸の台地縁辺部、同じく縄
文時代中期を中心に２０軒以上の住居跡が見つかった加法師

か ぼ う し
遺跡は渡良

瀬川の沖積低地に面する洪積台地の縁辺部から台地上にかけて広がる。 
これらのムラでは網の重りとされる石

せき
錘
すい

・土
ど
錘
すい

などが多数出土してお
り、台地周辺の池沼や川で漁撈

ぎょろう
を行った共通性を示している。 

図 2-12 先史・古代の遺跡分布図 
地質図 Navi「20万分の 1日本シームレス地質図 V2」（産総研地質調査総合センター）

（https://gbank.gsj.jp/geonavi/geonavi.php#13,36.23609,139.54952）を使用し、館林市が先史・古代の遺跡
分布について加筆したものである。 
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名称 概要 

台地上の 
古墳時代の集落 

市内における古墳時代の主な集落は、近藤沼北岸の台地上に所在する北近
藤第一地点遺跡で９０軒以上、旧矢場川南岸の八方遺跡で１９軒以上、加法
師遺跡で１５軒以上、当郷

とうごう
遺跡で３０軒以上の住居がまとまって発見されて

いる。発掘調査の成果から、生活の場である集落は台地上に、その周辺の低
地で耕作・採集を行った当時の生活の様子を知ることができる。 

同時代の市内遺跡からは古代のたたら製鉄で使用された溶鉱炉と送風装置
である「 鞴

ふいご
・蹈鞴

た た ら
」を結ぶ「羽

は
口
ぐち

」や、鉄
てっ

滓
さい

(カナクソ)が出土している。北
近藤第一地点遺跡では鍛冶遺構も確認されており、集落内では鉄器の加工(小
鍛冶)などが行われていた。また、土製の錘(土

ど
玉
だま

)も多く出土し、沼辺や川で
の漁撈の痕跡が見つかっている。 

台地上の古墳群 

城沼北岸台地上に築かれた当郷町地内の市指定史跡「山王山
さんのうやま

古墳」は、墳
丘の全長 47ｍ、後円部径 37ｍ、高さ 5ｍの前方後円墳である。主体部は横穴
式石室と推測され、6 世紀後半の築造と考えられている。一部が削平されて
いるが、市内に現存する古墳の中で最も良く原形を留める。 

谷田川北岸の台地上に築かれた「渕ノ上古墳」は墳丘径 30ｍの円墳で、角
閃石安山岩の横穴石室が発見されている。発掘調査が行われ、金環（耳飾り）・
鉄大刀・馬具などのほか、円筒埴輪や人物埴輪、馬形埴輪、家形埴輪が確認
された。 

群馬県が昭和１３年(1938)に刊行した『上 毛
じょうもう

古墳
こ ふ ん

綜覧
そうらん

』には、多々良沼東
岸の内陸古砂丘上に「天神

てんじん
二子
ふ た ご

古墳」(全長 58ｍ前後の前方後円墳)、「高根古
墳群」として３５基の前方後円墳及び円墳、渡良瀬川低地や多々良沼の北方
に広がる低地を望む台地上の北東部に「日向

な た
古墳群」として２４基の円墳が

あったと記載されている。 

「於波良岐
お は ら き

」 

奈良県の「藤原宮
ふじわらのみや

」跡から発掘された木簡
もっかん

に、当時の本市と邑楽
お う ら

郡地域を
指す「 大 荒 城 評

おおは（あ）らきのこおり
」の記載が見られる。現在見つかっている本市に関する

最古の文字記録である。 
平安時代編纂の『倭名類聚抄

わみょうるいじゅしょう
』では、上 野

こうずけの
国
くに

(現群馬県)にある「邑楽郡」
の読み方を、「於波良岐

お は ら き
」としている。また、「邑楽郡」には「池田

い き た
(伊岐太)」

「疋太
ひ き た

(比木太）」「八田
や た

(也太)」「 長 柄
なから（ながら）

」があったことが記載されている。 
これらは国の政治組織や制度が確立した時代におけるこの地域の社会の動

きを示すものであり、現代の館林周辺地域に残る「邑楽
お う ら

」郡の語源である。 

 
 
 
 
 
   

写 2-18 間堀１遺跡（住居跡） 写 2-19 渕ノ上古墳出土埴輪 

先史・古代の館林市に住んだ人々は、地形や気候に大きく影響を受けながらも、低地と台地
の「境目」である台地縁辺部を主な生活の場とし、徐々に台地内部へとその活動範囲を広げた。

 
 
 
 
 

＜先史・古代の主な文化財＞  
名称 概要 

旧石器人の痕跡 

水溜
みずため

第一
だいいち

地点
ち て ん

遺跡、同第二地点遺跡、山神
さんじん

脇
わき

遺跡はナイフ形石器等が確
認されている旧石器時代の遺跡であるが、いずれも市内で最も標高の高い
内陸古砂丘上に所在する。大袋

おおぶくろ
Ⅰ
いち

遺跡や大袋
おおぶくろ

Ⅱ
に
遺跡は城沼南岸の洪積台

地にあり、尖頭器などが出土している。 
同時代の石器が確認されている茂林寺沼西岸の高台にある笹原

ささはら
遺跡や、

近藤沼の台地上にある北
きた

小袋
こぶくろ

遺跡のいずれも見晴らしの良い高台上にあ
り、当時の館林の人々の活動域の共通点を見ることができる。 

台地縁辺部の 
縄文時代のムラ 

縄文時代前期を中心に 7 軒の住居跡が発掘された大袋Ⅱ遺跡は、城沼
南岸の洪積台地縁辺部に営まれた。縄文時代中期のものを中心に住居跡１
３軒や貯蔵穴が見つかった間

ま
堀
ぼり

１遺跡は蛇沼東岸の台地縁辺部、同じく縄
文時代中期を中心に２０軒以上の住居跡が見つかった加法師

か ぼ う し
遺跡は渡良

瀬川の沖積低地に面する洪積台地の縁辺部から台地上にかけて広がる。 
これらのムラでは網の重りとされる石

せき
錘
すい

・土
ど
錘
すい

などが多数出土してお
り、台地周辺の池沼や川で漁撈

ぎょろう
を行った共通性を示している。 

図 2-12 先史・古代の遺跡分布図 
地質図 Navi「20万分の 1日本シームレス地質図 V2」（産総研地質調査総合センター）

（https://gbank.gsj.jp/geonavi/geonavi.php#13,36.23609,139.54952）を使用し、館林市が先史・古代の遺跡
分布について加筆したものである。 

第２章 館林市の現況・特徴
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＜中世の主な文化財＞ 
名称  概要  

中世城館 

市内の中世城館は、低地と台地からなる地形を利用し、池沼や台地の縁辺部のほ
か、台地上や自然堤防上に見られる。代表例は館林城で、城沼を要害として築城され
た。城沼にはこのほか大袋城・羽附

はねつく
陣屋
じ ん や

・篠
ささが

崎
さき

出
で
城
じろ

も築かれた。市内にはほかにも
地形を利用した城館がいくつも築かれた。 
【台地縁辺部を利用した城館】青柳

あおやぎ
城・高根

た か ね
城・日向

ひ な た
城など 

【台地上や自然堤防上に立地する城館】青山
あおやま

屋敷・侍
し
辺
べ
城・三林

みばやし
城・北大島館

きたおおしまやかた
・ 

蛇
じゃ

屋敷
や し き

・磯ヶ原
いそがはら

城・木
き
戸
ど

館
やかた

など 
これらのうち、館林城跡・大袋城遺跡・羽附陣屋跡・青柳城跡・北大島館跡・青山

屋敷跡では発掘調査が行われている。館林城跡は近世城郭として継続しているため、
中世と近世の遺構が混在しているが、本丸から約１９ｍの石組遺構が検出され、そ
こからは中世末期の陶磁器や瓦などが出土した。 

館林城の築城 

館林城の築城には、赤井
あ か い

氏が狐(稲荷)に導かれて城の縄張りを定めたという伝説があ
る。そのため、館林城内や城下には築城伝説にまつわる神社が存在する。 
○○ 尾曳

お びき
稲荷
い な り
神社： 

当時の大袋城主赤井照光
てるみつ

が館林城を築城した際、その縄張りを案内した狐を祀
る。城郭の東北隅にあたる鬼門の方角に城の守護神として創建されたと伝わる。
所在する場所は近世館林城では稲荷

い な り
郭

ぐるわ
にあたる。 

○○ 初引
はつびき
稲荷
い な り
神社と夜明

よ あ け
稲荷
い な り
神社： 

赤井氏の創建。築城伝説では赤井照光を狐が導いて城の縄張りが決まったとさ
れ、狐が尾で曳き始めた場所に「初引稲荷神社」、引き終わった場所に「夜明稲荷
神社」をそれぞれ祀ったという。 

製 鉄 

多々良沼の周辺には製鉄関連の遺跡が存在する。製鉄と巨人伝説には深い関わり
があるとされるが、当地にも「ドンダラサマ」という巨人の伝承が伝わっている。 
○○ 多々良沼遺跡： 

多々良沼の北岸、現在の日向漁港付近に位置する製鉄生産址。漁港の桟橋周辺
の水面下で、多くの鉄滓(カナクソ)が採取できる。平安時代末の万

まん
寿
じゅ

2 年(1025)、
宝

たから
日向
ひ な た

なる者が蹈鞴を据え製鉄を行ったとされる。 
○○ 松沼

まつぬま
町
ちょう
遺跡： 

多々良沼の東岸に位置する。発掘調査で炭焼窯跡が１４基以上確認され、炭が
生産されていたことが判明した。多々良沼とその周辺地域では、砂鉄と、製鉄時の
燃料となる炭を供給していたものと考えられる。 

用水・農地 
開発 

○○ 休
きゅう
泊
はく
堀
ぼり
： 

長尾氏家臣大谷休
おおやきゅう

泊
はく

の開削とされる。渡良瀬川と多々良沼を水源とした用水路
で、上休泊堀・下休泊堀の 2 つがある。現在の休泊川・新堀川に継承され、東毛
地域の基幹水系である待・矢場両堰の主要部を構成する。 

○○ 県指定史跡「大谷休泊の墓」： 
北成島町の大谷休泊記念公園内にある。正面に「圓寂 大谷休泊関月居士覚位」、

右側に「天正六戊寅天」、左側に「八月二十九日」と刻まれている。 

⑵中 世  
 【【館館林林ををめめぐぐるる戦戦いい】】  

館林市を含む邑楽館林地域は中世には「佐貫荘
さぬきのしょう

」と呼
ばれ、鎌倉時代に幕府御家人の佐貫

さ ぬ き
氏一族が勢力をもっ

た。室町時代にはその有力庶子家である舞木
ま い ぎ

氏が、さらに
はその家臣赤井

あ か い
氏が下剋上によって実権を奪い、戦国領

主として成長を遂げた。同時期の文明
ぶんめい

３年(1471)の「足利
成氏書状」には「立(館)林城」の名があり、本市の名称を
確認できる最古の文字史料である。 

赤井氏が永
えい

禄
ろく

５年(1562)上杉
うえすぎ

謙
けん

信
しん

の関東侵攻で退去したのちは、足利長尾
な が お

氏や北条
ほうじょう

氏の支配
を受けた。天正１８年(1590)の豊臣

とよとみ
氏による小田原合戦の後、徳川氏の関東入封に伴って家臣

の榊原
さかきばら

康
やす

政
まさ

が配置され、近世を迎える。 
 【【中中世世のの信信仰仰】】  

この時代には、支配者の帰依を受けた多くの社寺が建立された。佐貫氏は荘園鎮守として藤原
ふじわら

長良
な が ら

を祀った長良神社を建立した。そのほか、平安時代の『上野
こうずけの

国
くに

神名帳
じんめいちょう

』に見られる「長柄
な が ら

神社」「雷電
らいでん

神社」「赤城
あ か ぎ

神社」などは、現在も本市やその周辺地域に多く残る。また、「分
ぶん

福
ふく

茶釜
ちゃがま

」
の伝説を持つ茂

も
林寺
り ん じ

もこの時代（応永３３年（1426））の創建である。 
  【【地地域域のの開開発発とと生生活活のの変変化化】】  

「八方遺跡」は古墳～近世に至る遺跡であるが、中世には下野国佐野に向かう「旧佐野街道」
が遺跡中央を通り、渡瀬川本流であった矢場川旧流路の渡河点であった。中世末の１６世紀後
半～１７世紀初頭に陶磁器が多く出土するが、近世に入ると次第に遺物量が減少する。これは
日光脇往還や矢場川の流路変更によって交通量が減少したと考えられ、中世から近世に至る交
通事情や人々の賑わいの変化を知ることができる遺跡である。 

中世には治水・利水のため、河川や沼の開発や改修が行われた。長尾氏家臣大谷休
おおやきゅう

泊
はく

による
用水開削( 休

きゅう
泊
はく

堀
ぼり

)や植林(大谷原
お お や は ら

御林
おはやし

)もこの時期と伝えられている。開削された用水は、現在
も館林市を含む東毛地域の基幹水系として地域の農業生産を支える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-13 中世の遺跡分布図 

写 2-20 市指定重文「館林城跡出土墓石
群」 
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＜中世の主な文化財＞ 
名称  概要  

中世城館 

市内の中世城館は、低地と台地からなる地形を利用し、池沼や台地の縁辺部のほ
か、台地上や自然堤防上に見られる。代表例は館林城で、城沼を要害として築城され
た。城沼にはこのほか大袋城・羽附

はねつく
陣屋
じ ん や

・篠
ささが

崎
さき

出
で
城
じろ

も築かれた。市内にはほかにも
地形を利用した城館がいくつも築かれた。 
【台地縁辺部を利用した城館】青柳

あおやぎ
城・高根

た か ね
城・日向

ひ な た
城など 

【台地上や自然堤防上に立地する城館】青山
あおやま

屋敷・侍
し
辺
べ
城・三林

みばやし
城・北大島館

きたおおしまやかた
・ 

蛇
じゃ

屋敷
や し き

・磯ヶ原
いそがはら

城・木
き
戸
ど

館
やかた

など 
これらのうち、館林城跡・大袋城遺跡・羽附陣屋跡・青柳城跡・北大島館跡・青山

屋敷跡では発掘調査が行われている。館林城跡は近世城郭として継続しているため、
中世と近世の遺構が混在しているが、本丸から約１９ｍの石組遺構が検出され、そ
こからは中世末期の陶磁器や瓦などが出土した。 

館林城の築城 

館林城の築城には、赤井
あ か い

氏が狐(稲荷)に導かれて城の縄張りを定めたという伝説があ
る。そのため、館林城内や城下には築城伝説にまつわる神社が存在する。 
○○ 尾曳

お びき
稲荷
い な り
神社： 

当時の大袋城主赤井照光
てるみつ

が館林城を築城した際、その縄張りを案内した狐を祀
る。城郭の東北隅にあたる鬼門の方角に城の守護神として創建されたと伝わる。
所在する場所は近世館林城では稲荷

い な り
郭

ぐるわ
にあたる。 

○○ 初引
はつびき
稲荷
い な り
神社と夜明

よ あ け
稲荷
い な り
神社： 

赤井氏の創建。築城伝説では赤井照光を狐が導いて城の縄張りが決まったとさ
れ、狐が尾で曳き始めた場所に「初引稲荷神社」、引き終わった場所に「夜明稲荷
神社」をそれぞれ祀ったという。 

製 鉄 

多々良沼の周辺には製鉄関連の遺跡が存在する。製鉄と巨人伝説には深い関わり
があるとされるが、当地にも「ドンダラサマ」という巨人の伝承が伝わっている。 
○○ 多々良沼遺跡： 

多々良沼の北岸、現在の日向漁港付近に位置する製鉄生産址。漁港の桟橋周辺
の水面下で、多くの鉄滓(カナクソ)が採取できる。平安時代末の万

まん
寿
じゅ

2 年(1025)、
宝

たから
日向
ひ な た

なる者が蹈鞴を据え製鉄を行ったとされる。 
○○ 松沼

まつぬま
町
ちょう
遺跡： 

多々良沼の東岸に位置する。発掘調査で炭焼窯跡が１４基以上確認され、炭が
生産されていたことが判明した。多々良沼とその周辺地域では、砂鉄と、製鉄時の
燃料となる炭を供給していたものと考えられる。 

用水・農地 
開発 

○○ 休
きゅう
泊
はく
堀
ぼり
： 

長尾氏家臣大谷休
おおやきゅう

泊
はく

の開削とされる。渡良瀬川と多々良沼を水源とした用水路
で、上休泊堀・下休泊堀の 2 つがある。現在の休泊川・新堀川に継承され、東毛
地域の基幹水系である待・矢場両堰の主要部を構成する。 

○○ 県指定史跡「大谷休泊の墓」： 
北成島町の大谷休泊記念公園内にある。正面に「圓寂 大谷休泊関月居士覚位」、

右側に「天正六戊寅天」、左側に「八月二十九日」と刻まれている。 

⑵中 世  
 【【館館林林ををめめぐぐるる戦戦いい】】  

館林市を含む邑楽館林地域は中世には「佐貫荘
さぬきのしょう

」と呼
ばれ、鎌倉時代に幕府御家人の佐貫

さ ぬ き
氏一族が勢力をもっ

た。室町時代にはその有力庶子家である舞木
ま い ぎ

氏が、さらに
はその家臣赤井

あ か い
氏が下剋上によって実権を奪い、戦国領

主として成長を遂げた。同時期の文明
ぶんめい

３年(1471)の「足利
成氏書状」には「立(館)林城」の名があり、本市の名称を
確認できる最古の文字史料である。 

赤井氏が永
えい

禄
ろく

５年(1562)上杉
うえすぎ

謙
けん

信
しん

の関東侵攻で退去したのちは、足利長尾
な が お

氏や北条
ほうじょう

氏の支配
を受けた。天正１８年(1590)の豊臣

とよとみ
氏による小田原合戦の後、徳川氏の関東入封に伴って家臣

の榊原
さかきばら

康
やす

政
まさ

が配置され、近世を迎える。 
 【【中中世世のの信信仰仰】】  

この時代には、支配者の帰依を受けた多くの社寺が建立された。佐貫氏は荘園鎮守として藤原
ふじわら

長良
な が ら

を祀った長良神社を建立した。そのほか、平安時代の『上野
こうずけの

国
くに

神名帳
じんめいちょう

』に見られる「長柄
な が ら

神社」「雷電
らいでん

神社」「赤城
あ か ぎ

神社」などは、現在も本市やその周辺地域に多く残る。また、「分
ぶん

福
ふく

茶釜
ちゃがま

」
の伝説を持つ茂

も
林寺
り ん じ

もこの時代（応永３３年（1426））の創建である。 
  【【地地域域のの開開発発とと生生活活のの変変化化】】  

「八方遺跡」は古墳～近世に至る遺跡であるが、中世には下野国佐野に向かう「旧佐野街道」
が遺跡中央を通り、渡瀬川本流であった矢場川旧流路の渡河点であった。中世末の１６世紀後
半～１７世紀初頭に陶磁器が多く出土するが、近世に入ると次第に遺物量が減少する。これは
日光脇往還や矢場川の流路変更によって交通量が減少したと考えられ、中世から近世に至る交
通事情や人々の賑わいの変化を知ることができる遺跡である。 

中世には治水・利水のため、河川や沼の開発や改修が行われた。長尾氏家臣大谷休
おおやきゅう

泊
はく

による
用水開削( 休

きゅう
泊
はく

堀
ぼり

)や植林(大谷原
お お や は ら

御林
おはやし

)もこの時期と伝えられている。開削された用水は、現在
も館林市を含む東毛地域の基幹水系として地域の農業生産を支える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-13 中世の遺跡分布図 

写 2-20 市指定重文「館林城跡出土墓石
群」 

第２章 館林市の現況・特徴
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⑶近 世 
【【館館林林城城主主のの変変遷遷】】 

天正１８年(1590)に江戸幕府が開かれて以降、
館林は江戸を守る北の要所とされ、親藩・譜代の大
名家、すなわち榊原

さかきばら
氏・大給

おぎゅう
松平
まつだいら

氏・徳川
とくがわ

氏・越智
お ち

松平
まつだいら

氏・太田
お お た

氏・井上
いのうえ

氏・秋元
あきもと

氏が治めた。  

徳川四天王の一人と称される榊原
さかきばら

康
やす

政
まさ

、５代将
軍の徳川

とくがわ
綱
つな

吉
よし

とその子の徳
とく

松
まつ

、６代将軍家宣
いえのぶ

の実
弟松平

まつだいら
(越智

お ち
)清武

きよたけ
のほか、老中

ろうじゅう
や奏者番

そうじゃばん
などの

幕府要職を務めた藩主も多い。館林が江戸北方の
要所として認識されていたことがわかる。 

【【城城下下町町・・交交通通のの整整備備】】  
近世に館林城城主となった榊原氏により、館林城と城下町を始めとした市域内の整備が行わ

れた。徳川家康の霊柩が通過した日光
にっこう

脇
わき

往還
おうかん

やそのほかの街道(藤岡道、古河往還、太田往還、
小泉道)が整備され、宿場も発展した。地形を活かした水運も整備され、市域北部の渡良瀬川に
は下

しも
早
さ
川田
が わ だ

河岸
か し

や渡船場(下早川田の渡し・中の渡し・杉の渡し・一文の渡し)が置かれた。 
城下向けの青物・果物を栽培する近郊農業も発達し、村々では副業として木綿が栽培され、

加工や販売(糸仲間・綿屋仲間)が行われた。 
 

【【文文化化とと名名所所のの発発達達】】  
生産流通活動の発展につれて、庶民文化も成長した。歴代城主によって保護された「躑躅ヶ崎

つ つ じ が さ き
」

（国指定名勝「躑躅ヶ岡（ツツジ）」）をはじめとし、「高根
た か ね

毛氈山
もうせんやま

」・「茂
も
林寺
り ん じ

」・「桃花園
と う か え ん

」・「木戸
き ど

の蛍」などの名所が存在した。城主らによる遊覧の記録も残されているほか、文人らによる遊
覧の記録も数多くあり、当時から幅広い人々に親しまれていたことがわかる。 

図 2-14 近世の遺跡分布図 
 

写2-23 県指定史跡「榊原康政の墓附同画像」 

名称  概要  

麦作と織物 

○○ 麦作： 
中世に台地上や自然堤防上の開発が進み、麦や稗、粟などの畑作が行われた。

同時期の『長楽寺
ちょうらくじ

永
えい

禄
ろく

日記
に っ き

』（現太田市）には「麺子
め ん こ

」や「饂飩
うんとん

」を食した記録が
あり、小麦粉食文化の浸透を見ることができる。近世館林城主の将軍家献上品に
「饂飩粉」が選ばれ、当時から麦が本市の主要作物となっていたことがわかる。 

○○ 織物： 
近代の『群馬県

ぐんまけん
邑楽郡誌
お う ら ぐ ん し

』に本市では中世から木綿織物が産出されていたと記
述があり、近世には農家で綿花栽培が盛んに行われていた。 

歴代城主 

○○ 市指定重文「北条
ほうじょう

氏
し
「虎印

とらいん
」制札

せいさつ
」： 

北条氏四代氏
うじ

政
まさ

の弟氏邦
うじくに

から出された禁制。天
てん

正
しょう

１２年(1584)の高根寺(現在
の龍興寺か)宛のものは寺内や付近での乱暴狼藉の停止、同１３年(1585)高根之郷
宛のものには、離散した農民に帰村を促し乱暴狼藉の禁止が書かれている。 

信 仰 

○○ 長良
な が ら
神社(代官町)： 

貞
じょう

観
がん

１２年(870)に邑楽郡瀬
せ
戸井
ど い

村(現千代田町)に郡中総鎮守として造営さ
れ、館林城築城の際に勧請され、現在地に鎮座したと伝えられる。 

○○ 楠木
くすのき
神社(楠町)： 

南北朝時代の武将の、楠木
くすのき

正成
まさしげ

の伝説が残る。戦死した正成の遺臣らがその首
を笈

おい
に納め旅に出て、延元

えんげん
２年(1337)にこの地の大樹の下で休んだが、笈が重く

なり背負うことができなかったため首をここに葬り、祀ったとされる。 
○○ 赤城

あ か ぎ
神社(足次町)： 

赤城の神の眷属
けんぞく

として、氏子はムカデを大切に扱う。社内には市指定重要文化 
財「千匹ムカデ絵馬」や「ムカデと梅樹絵馬」が江戸時代に奉納されている。 

○○ 市指定重要文化財「不動
ふ ど う
まんだら板碑

い た び
」（台宿町）： 

永
えい

仁
にん

５年（1297）３月に造立されたもの。中段に梵
ぼん

字
じ
で五

ご
大尊
だいそん

や十二天の種子
を配した曼荼羅

ま ん だ ら
が刻まれている。 

○○ 県指定重要文化財「青
あお
石
いし
地蔵
じ ぞ う
板碑
い た び
」（西本町）： 

文永
ぶんえい

１０年(1273)２月、愛宕
あ た ご

神社(西本町)境内に造立された。緑泥片岩を使った
地蔵画像板碑で、父の菩提を弔うためその子どもたちが建立したと刻まれている。 

○○ 茂
も
林寺
り ん じ

(堀工町)： 
曹洞宗の寺院で、応

おう
永
えい

３３年(1426)に老僧守
しゅ

鶴
かく

を伴った大林
たいりん

正 通
しょうつう

によって開山
される。本堂右手には県指定天然記念物「茂林寺のラカンマキ」があるが、魔よけ
として寺創建時に植えられたと伝わる。 

  

写 2-21 多々良沼の鉄滓（カナクソ） 

写 2-22 青石地蔵板碑 

高さ 202 ㎝、基根部幅 54 ㎝ 
頂部幅 51 ㎝、厚さ 7～9 ㎝ 
 
刻まれた地蔵像は左手に宝珠を
持ち、右手に「甘露の印」を結
ぶと思われる。 
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⑶近 世 
【【館館林林城城主主のの変変遷遷】】 

天正１８年(1590)に江戸幕府が開かれて以降、
館林は江戸を守る北の要所とされ、親藩・譜代の大
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幕府要職を務めた藩主も多い。館林が江戸北方の
要所として認識されていたことがわかる。 

【【城城下下町町・・交交通通のの整整備備】】  
近世に館林城城主となった榊原氏により、館林城と城下町を始めとした市域内の整備が行わ

れた。徳川家康の霊柩が通過した日光
にっこう

脇
わき

往還
おうかん

やそのほかの街道(藤岡道、古河往還、太田往還、
小泉道)が整備され、宿場も発展した。地形を活かした水運も整備され、市域北部の渡良瀬川に
は下
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早
さ
川田
が わ だ
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か し

や渡船場(下早川田の渡し・中の渡し・杉の渡し・一文の渡し)が置かれた。 
城下向けの青物・果物を栽培する近郊農業も発達し、村々では副業として木綿が栽培され、

加工や販売(糸仲間・綿屋仲間)が行われた。 
 

【【文文化化とと名名所所のの発発達達】】  
生産流通活動の発展につれて、庶民文化も成長した。歴代城主によって保護された「躑躅ヶ崎

つ つ じ が さ き
」

（国指定名勝「躑躅ヶ岡（ツツジ）」）をはじめとし、「高根
た か ね

毛氈山
もうせんやま

」・「茂
も
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」・「桃花園
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の蛍」などの名所が存在した。城主らによる遊覧の記録も残されているほか、文人らによる遊
覧の記録も数多くあり、当時から幅広い人々に親しまれていたことがわかる。 

図 2-14 近世の遺跡分布図 
 

写2-23 県指定史跡「榊原康政の墓附同画像」 

名称  概要  

麦作と織物 

○○ 麦作： 
中世に台地上や自然堤防上の開発が進み、麦や稗、粟などの畑作が行われた。

同時期の『長楽寺
ちょうらくじ

永
えい

禄
ろく

日記
に っ き

』（現太田市）には「麺子
め ん こ

」や「饂飩
うんとん

」を食した記録が
あり、小麦粉食文化の浸透を見ることができる。近世館林城主の将軍家献上品に
「饂飩粉」が選ばれ、当時から麦が本市の主要作物となっていたことがわかる。 

○○ 織物： 
近代の『群馬県

ぐんまけん
邑楽郡誌
お う ら ぐ ん し

』に本市では中世から木綿織物が産出されていたと記
述があり、近世には農家で綿花栽培が盛んに行われていた。 

歴代城主 

○○ 市指定重文「北条
ほうじょう

氏
し
「虎印

とらいん
」制札

せいさつ
」： 

北条氏四代氏
うじ

政
まさ

の弟氏邦
うじくに

から出された禁制。天
てん

正
しょう

１２年(1584)の高根寺(現在
の龍興寺か)宛のものは寺内や付近での乱暴狼藉の停止、同１３年(1585)高根之郷
宛のものには、離散した農民に帰村を促し乱暴狼藉の禁止が書かれている。 

信 仰 

○○ 長良
な が ら
神社(代官町)： 

貞
じょう

観
がん

１２年(870)に邑楽郡瀬
せ
戸井
ど い

村(現千代田町)に郡中総鎮守として造営さ
れ、館林城築城の際に勧請され、現在地に鎮座したと伝えられる。 

○○ 楠木
くすのき
神社(楠町)： 

南北朝時代の武将の、楠木
くすのき

正成
まさしげ

の伝説が残る。戦死した正成の遺臣らがその首
を笈

おい
に納め旅に出て、延元

えんげん
２年(1337)にこの地の大樹の下で休んだが、笈が重く

なり背負うことができなかったため首をここに葬り、祀ったとされる。 
○○ 赤城

あ か ぎ
神社(足次町)： 

赤城の神の眷属
けんぞく

として、氏子はムカデを大切に扱う。社内には市指定重要文化 
財「千匹ムカデ絵馬」や「ムカデと梅樹絵馬」が江戸時代に奉納されている。 

○○ 市指定重要文化財「不動
ふ ど う
まんだら板碑

い た び
」（台宿町）： 

永
えい

仁
にん

５年（1297）３月に造立されたもの。中段に梵
ぼん

字
じ
で五

ご
大尊
だいそん

や十二天の種子
を配した曼荼羅

ま ん だ ら
が刻まれている。 

○○ 県指定重要文化財「青
あお
石
いし
地蔵
じ ぞ う
板碑
い た び
」（西本町）： 

文永
ぶんえい

１０年(1273)２月、愛宕
あ た ご

神社(西本町)境内に造立された。緑泥片岩を使った
地蔵画像板碑で、父の菩提を弔うためその子どもたちが建立したと刻まれている。 

○○ 茂
も
林寺
り ん じ

(堀工町)： 
曹洞宗の寺院で、応

おう
永
えい

３３年(1426)に老僧守
しゅ

鶴
かく

を伴った大林
たいりん

正 通
しょうつう

によって開山
される。本堂右手には県指定天然記念物「茂林寺のラカンマキ」があるが、魔よけ
として寺創建時に植えられたと伝わる。 

  

写 2-21 多々良沼の鉄滓（カナクソ） 

写 2-22 青石地蔵板碑 

高さ 202 ㎝、基根部幅 54 ㎝ 
頂部幅 51 ㎝、厚さ 7～9 ㎝ 
 
刻まれた地蔵像は左手に宝珠を
持ち、右手に「甘露の印」を結
ぶと思われる。 

第２章 館林市の現況・特徴
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名称 概要 

歴代城主 

江戸時代の館林は、榊 原
さかきばら

家・大給
おぎゅう

松
まつ

平
だいら

家・徳川
とくがわ

家・越智
お ち

松
まつ

平
だいら

家・太田
お お た

家・井上
いのうえ

家・秋元
あきもと

家の７家１７代の城主が統治した。 

○○ 県指定史跡「榊原康政の墓附同画像
はかつけたりどうがぞう

」： 
善導寺(楠町)にある。康政は善導寺の幡

はた
随意
ず い い

上 人
しょうにん

に帰依し、同寺を菩提寺と
した。初代康

やす
政
まさ

、2 代康勝
やすかつ

、康政の長子大須賀
お お す が

忠
ただ

政
まさ

、側室花房
はなぶさ

氏、殉死者南直道
の墓 5 基が並ぶ。もとは館林駅前にあったが、広場整備のため、平成２年(1990)
に現在の場所へ移転した。 

○○ 市指定史跡「館林城主榊原忠次
ただつぐ
の母祥室院

しょうしついん
殿の墓および石灯篭」： 

城沼北岸の善
ぜん

長寺
ちょうじ

(当郷町)にある。榊原家は寛永
かんえい

２０年(1643)、３代忠次のと
きに陸奥国

むつのくに
白河へ転封となった。 

名 所 

歴代の館林城主が保護したツツジの名園「躑躅ヶ崎
つ つ じ が さ き

」では、城主だけでなく庶民
も花見を楽しみ、館林に花見文化が育まれた。また、市内には“名所”といわれる地
がほかにもあり、幕府要職に就くなど江戸に居住することが多かった館林城主た
ちが領国に来た際には、市内の名所で風景や風情を楽しんだとされる。 

○○ 国指定名勝「躑躅ヶ岡
つ つ じ が お か

(ツツジ)」： 
城沼の南岸にある。近世には「躑躅ヶ崎」と呼ばれ、歴代城主により手厚く保

護された。現在もヤマツツジの古木を始めとする約１万株のツツジがある。 
つつじの花が咲き、城の水堀でもあった城沼の景観は本市の歴史的特性を象

徴し、近代には城下町を中心に都市・行楽文化も育んだ。 
○○ 分

ぶん
福
ぶく
茶釜
ちゃがま

(茂林寺)： 
茂林寺を開山した大林

だいりん
正 通
しょうつう

のお供であったタヌキの化身「守鶴しゅかく」が、この茶
釜を使って湯を沸かして数千人の客に茶を煎じたところ、いくら汲んでも湯が
尽きなかったという縁起を持つ。明治期に巌谷

い わ や
小波
さざなみ

による『日本
に ほ ん

昔
むかし

噺
ばなし

』に収録
された童話『文福茶釜』によって、特に広く知られるようになった。 

○○ 館府八景・館林領八勝歌： 
近世館林の優れた景観を詠ったもの。宝暦

ほうれき
６年(1756)『館府八景』と、安政

あんせい
５

年(1858)『館林領八勝歌』がある。躑躅ヶ崎や背戸
せ と

谷
や

(瀬戸谷)の蛍、渡良瀬川の
舟、早川田

さ が わ だ
の雁行、茂林寺、青柳橋から見える月、松原の桃林などが詠まれる。 

 
躑躅ヶ崎
と城沼 

『関
かん

八 州
はっしゅう

古戦録
こせんろく

』や『上野
こうずけ

国
こく

志
し
』などの記録に「躑躅ヶ崎」の地名がみられ、

古くから野生のつつじが自生していたと考えられる。近世館林城の歴代城主によ
って大名庭園として整備・育成され、花の時期には庶民にも開放された。 

○○ お辻
つじ
・松女

まつじょ
の墓： 

城沼北岸の善
ぜん

長寺
ちょうじ

に供養塔がある。慶 長
けいちょう

１０年(1605)に城沼へ身を投げた「お
辻」という女性を弔うもので、併せてつつじを城沼の南岸に植えたという伝承があ
る。 

○○ 市指定重要文化財「上毛
じょうもう

館林
たてばやし

城
じょう
沼
ぬま
所産
しょさん
水草図
すいそうず

」： 
弘化
こ う か

２年(1845)、当時の城沼に自生した１２種類の水草を描いた図譜。 
 

＜近世の主な文化財＞ 

名称 概要 

近世館林城 

城沼に突出した舌 状
ぜつじょう

台地
だ い ち

を区画した本丸・二の丸・三の丸・南 郭
みなみぐるわ

・八幡郭
はちまんぐるわ

を
中心に、稲荷

い な り
郭

ぐるわ
・外 郭

そとぐるわ
・総 郭

そうぐるわ
(武家屋敷街)を内 郭

うちぐるわ
とし、大手門を境に西側台地

に城下町を配し、全体を堀と土塁で囲っている。 
榊 原
さかきばら

康
やす

政
まさ

が城主の時代には、善導寺
ぜんどうじ

を始めとした寺院を城下町の虎口付近や城
下町縁辺部に集約し、防御施設とした。城沼やその流路を利用して自然の水堀に
するなど、本市の地形の特色である台地と低湿地が巧みに利用されている。 

○○ 市指定史跡「館林城跡」「館林城本丸
ほんまる
土塁
ど る い
及び八幡宮

はちまんぐう
」： 

本丸跡と三の丸跡に土塁が残る。三の丸跡に復元された土橋門
どばしもん

の周辺には高
さ約３ｍの土塁がめぐらされ、内側には目隠し用の 蔀

しとみ
土居
ど い

が残されている。 
○○ 県指定重要文化財「館林

たてばやし
城
じょう
鐘
しょう
」： 

応声寺
おうしょうじ

(西本町)にある。徳川綱吉が城主の寛
かん

文
ぶん

１３年(1673)に鋳造し、城内の
時報として使われていた。天和

て ん な
３年(1683)に綱吉の子徳松が没して館林城が廃

城となったため、ゆかりのあった応声寺に下げ渡されたもの。 
○○ 市指定重要文化財「館林

たてばやし
城
じょう
絵馬
え ま
」： 

尾曳
お び き

稲荷
い な り

神社(尾曳町)にある。明治 6 年(1873)に館林の浮世絵師、北尾
き た お

重光
しげみつ

によって描かれた。翌年焼失した館林城を描いた貴重な鳥瞰図。 
○○ 青

せい
龍
りゅう
の井戸(本町二丁目)： 

徳川綱吉が館林城主の頃、この井戸から女官姿の清
せい

瀧
りゅう

権現
ごんげん

が姿を現したと伝
わる。綱吉の生母桂

けい
昌 院
しょういん

の信仰が篤く、幕府からも保護された。 
○○ 竜

たつ
の井(本町二丁目)： 

かつてこの地にあった善導寺本堂前の井戸。寺が近世に当地へ移ってきた際
に、沼に棲む竜神の妻がこの井戸の中に姿を消したとの伝説が残る。 

城下町 

榊原康政が館林城主となると、文
ぶん

禄
ろく

２年(1593)から城下町全体を囲む土塁と堀
を整備して惣

そう
構
がま

えとした。城下の出入口に５つの門を配置し、それぞれ主要街道
(日光脇往還・太田道・小泉道・藤岡道)につながるようにした。 

○○ 市指定重要文化財「館林城下町絵図」： 
徳川綱吉が城主の延宝

えんぽう
２年(1674)に作成される。城下町の町名や居住者名が

記載され、町検断
まちけんだん

を務めた青山家に伝えられた。 
○○ 市指定史跡「生田

い く た
萬
よろず
父祖の墓」： 

大道寺
だいどうじ

(本町二丁目)にある。館林城主松平斉
なり

厚
あつ

の時に藩政改革を提唱した藩
士生田萬ゆかりの寺で、父母の墓がある。関連する文化財として、市指定重要
文化財「生田萬の書跡」がある。 

○○ 市指定重要文化財「旧館林藩士住宅」： 
秋元家の家臣が住んだ家で、旧外伴木

そとばんぎ
(尾曳町)にあったものを旧鷹 匠

たかじょう
町(大

手町)に移築した。鷹匠町武家屋敷「武
ぶ
鷹館
ようかん

」として、整備・公開されている。 
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名称 概要 

歴代城主 

江戸時代の館林は、榊 原
さかきばら

家・大給
おぎゅう

松
まつ

平
だいら

家・徳川
とくがわ

家・越智
お ち

松
まつ

平
だいら

家・太田
お お た

家・井上
いのうえ

家・秋元
あきもと

家の７家１７代の城主が統治した。 

○○ 県指定史跡「榊原康政の墓附同画像
はかつけたりどうがぞう

」： 
善導寺(楠町)にある。康政は善導寺の幡

はた
随意
ず い い

上 人
しょうにん

に帰依し、同寺を菩提寺と
した。初代康

やす
政
まさ

、2 代康勝
やすかつ

、康政の長子大須賀
お お す が

忠
ただ

政
まさ

、側室花房
はなぶさ

氏、殉死者南直道
の墓 5 基が並ぶ。もとは館林駅前にあったが、広場整備のため、平成２年(1990)
に現在の場所へ移転した。 

○○ 市指定史跡「館林城主榊原忠次
ただつぐ
の母祥室院

しょうしついん
殿の墓および石灯篭」： 

城沼北岸の善
ぜん

長寺
ちょうじ

(当郷町)にある。榊原家は寛永
かんえい

２０年(1643)、３代忠次のと
きに陸奥国

むつのくに
白河へ転封となった。 

名 所 

歴代の館林城主が保護したツツジの名園「躑躅ヶ崎
つ つ じ が さ き

」では、城主だけでなく庶民
も花見を楽しみ、館林に花見文化が育まれた。また、市内には“名所”といわれる地
がほかにもあり、幕府要職に就くなど江戸に居住することが多かった館林城主た
ちが領国に来た際には、市内の名所で風景や風情を楽しんだとされる。 

○○ 国指定名勝「躑躅ヶ岡
つ つ じ が お か

(ツツジ)」： 
城沼の南岸にある。近世には「躑躅ヶ崎」と呼ばれ、歴代城主により手厚く保

護された。現在もヤマツツジの古木を始めとする約１万株のツツジがある。 
つつじの花が咲き、城の水堀でもあった城沼の景観は本市の歴史的特性を象

徴し、近代には城下町を中心に都市・行楽文化も育んだ。 
○○ 分

ぶん
福
ぶく
茶釜
ちゃがま

(茂林寺)： 
茂林寺を開山した大林

だいりん
正 通
しょうつう

のお供であったタヌキの化身「守鶴しゅかく」が、この茶
釜を使って湯を沸かして数千人の客に茶を煎じたところ、いくら汲んでも湯が
尽きなかったという縁起を持つ。明治期に巌谷

い わ や
小波
さざなみ

による『日本
に ほ ん

昔
むかし

噺
ばなし

』に収録
された童話『文福茶釜』によって、特に広く知られるようになった。 

○○ 館府八景・館林領八勝歌： 
近世館林の優れた景観を詠ったもの。宝暦

ほうれき
６年(1756)『館府八景』と、安政

あんせい
５

年(1858)『館林領八勝歌』がある。躑躅ヶ崎や背戸
せ と

谷
や

(瀬戸谷)の蛍、渡良瀬川の
舟、早川田

さ が わ だ
の雁行、茂林寺、青柳橋から見える月、松原の桃林などが詠まれる。 

 
躑躅ヶ崎
と城沼 

『関
かん

八 州
はっしゅう

古戦録
こせんろく

』や『上野
こうずけ

国
こく

志
し
』などの記録に「躑躅ヶ崎」の地名がみられ、

古くから野生のつつじが自生していたと考えられる。近世館林城の歴代城主によ
って大名庭園として整備・育成され、花の時期には庶民にも開放された。 

○○ お辻
つじ
・松女

まつじょ
の墓： 

城沼北岸の善
ぜん

長寺
ちょうじ

に供養塔がある。慶 長
けいちょう

１０年(1605)に城沼へ身を投げた「お
辻」という女性を弔うもので、併せてつつじを城沼の南岸に植えたという伝承があ
る。 

○○ 市指定重要文化財「上毛
じょうもう

館林
たてばやし

城
じょう
沼
ぬま
所産
しょさん
水草図
すいそうず

」： 
弘化
こ う か

２年(1845)、当時の城沼に自生した１２種類の水草を描いた図譜。 
 

＜近世の主な文化財＞ 

名称 概要 

近世館林城 

城沼に突出した舌 状
ぜつじょう

台地
だ い ち

を区画した本丸・二の丸・三の丸・南 郭
みなみぐるわ

・八幡郭
はちまんぐるわ

を
中心に、稲荷

い な り
郭

ぐるわ
・外 郭

そとぐるわ
・総 郭

そうぐるわ
(武家屋敷街)を内 郭

うちぐるわ
とし、大手門を境に西側台地

に城下町を配し、全体を堀と土塁で囲っている。 
榊 原
さかきばら

康
やす

政
まさ

が城主の時代には、善導寺
ぜんどうじ

を始めとした寺院を城下町の虎口付近や城
下町縁辺部に集約し、防御施設とした。城沼やその流路を利用して自然の水堀に
するなど、本市の地形の特色である台地と低湿地が巧みに利用されている。 

○○ 市指定史跡「館林城跡」「館林城本丸
ほんまる
土塁
ど る い
及び八幡宮

はちまんぐう
」： 

本丸跡と三の丸跡に土塁が残る。三の丸跡に復元された土橋門
どばしもん

の周辺には高
さ約３ｍの土塁がめぐらされ、内側には目隠し用の 蔀

しとみ
土居
ど い

が残されている。 
○○ 県指定重要文化財「館林

たてばやし
城
じょう
鐘
しょう
」： 

応声寺
おうしょうじ

(西本町)にある。徳川綱吉が城主の寛
かん

文
ぶん

１３年(1673)に鋳造し、城内の
時報として使われていた。天和

て ん な
３年(1683)に綱吉の子徳松が没して館林城が廃

城となったため、ゆかりのあった応声寺に下げ渡されたもの。 
○○ 市指定重要文化財「館林

たてばやし
城
じょう
絵馬
え ま
」： 

尾曳
お び き

稲荷
い な り

神社(尾曳町)にある。明治 6 年(1873)に館林の浮世絵師、北尾
き た お

重光
しげみつ

によって描かれた。翌年焼失した館林城を描いた貴重な鳥瞰図。 
○○ 青

せい
龍
りゅう
の井戸(本町二丁目)： 

徳川綱吉が館林城主の頃、この井戸から女官姿の清
せい

瀧
りゅう

権現
ごんげん

が姿を現したと伝
わる。綱吉の生母桂

けい
昌 院
しょういん

の信仰が篤く、幕府からも保護された。 
○○ 竜

たつ
の井(本町二丁目)： 

かつてこの地にあった善導寺本堂前の井戸。寺が近世に当地へ移ってきた際
に、沼に棲む竜神の妻がこの井戸の中に姿を消したとの伝説が残る。 

城下町 

榊原康政が館林城主となると、文
ぶん

禄
ろく

２年(1593)から城下町全体を囲む土塁と堀
を整備して惣

そう
構
がま

えとした。城下の出入口に５つの門を配置し、それぞれ主要街道
(日光脇往還・太田道・小泉道・藤岡道)につながるようにした。 

○○ 市指定重要文化財「館林城下町絵図」： 
徳川綱吉が城主の延宝

えんぽう
２年(1674)に作成される。城下町の町名や居住者名が

記載され、町検断
まちけんだん

を務めた青山家に伝えられた。 
○○ 市指定史跡「生田

い く た
萬
よろず
父祖の墓」： 

大道寺
だいどうじ

(本町二丁目)にある。館林城主松平斉
なり

厚
あつ

の時に藩政改革を提唱した藩
士生田萬ゆかりの寺で、父母の墓がある。関連する文化財として、市指定重要
文化財「生田萬の書跡」がある。 

○○ 市指定重要文化財「旧館林藩士住宅」： 
秋元家の家臣が住んだ家で、旧外伴木

そとばんぎ
(尾曳町)にあったものを旧鷹 匠

たかじょう
町(大

手町)に移築した。鷹匠町武家屋敷「武
ぶ
鷹館
ようかん

」として、整備・公開されている。 
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名称 概要 

歴代藩主 
ゆかりの地と
の交流 

○○ 榊原家： 
榊原家とゆかりの深い本市・愛知県豊田市・兵庫県姫路市・新潟県上越市と

で「榊原康政公ゆかり四市市長懇親会」（通称「榊原サミット」）を結成し、毎年
各市持ち回りで懇談会を開催している。 

○○ 秋元家： 
最後の館林藩主秋元氏の領地で、江戸時代から交流のある山形県天童市と相

互交流協定を平成１３年(2001)に結び、交流をしている。 

街 道 

○○ 日光
にっこう
脇
わき
往還
おうかん
： 

現在の本町通りにあたり、城下町を南北に縦断する。城下の出入口に江戸口
御門・佐野口御門が設けられた。江戸時代には城下町のほぼ中央であったこと
から、「大辻

おおつじ
」(本町)に高札場が設けられた。 

○○ 市指定史跡「千塚
ち づ か
の判官

はんがん
塚
つか
」： 

下 野
しもつけの

国
くに

佐野や藤岡へ通じる、中世からの街道沿いにある。伝説では源義経が
奥州へ落ち延びる際に、この地で休んだことから「判官塚」と呼ばれる。 

    

図 2-15 上野国諸侯配置図（天正十年） 

写 2-26 館林まつりの御輿渡御 

写 2-24 青龍の井戸 

写 2-25 封内経界図誌 

名称 概要 

祭 礼 

〇〇城城下下町町のの祭祭礼礼「「牛牛頭頭
ご ず

天天王王
てんのう

祭祭
さい

」」  
  旧暦６月６・７日に行われた、「天王社

てんのうしゃ
」（八坂

や さ か
神社）の祭り。城下町では旧堅

たつ
 

町・旧谷越
や ご え

町・旧足利
あしかが

町に祀られ、本市での起源は慶 長
けいちょう

年間（1596～1615）と 
いわれる。現在も「館林まつり」の一環として御輿の渡御が行われている。 

〇〇農農村村のの祭祭礼礼「「雷雷電電神神社社のの雷雷除除けけとと嵐嵐除除けけ」」  
  羽附

はねつく
旭

あさひ
町の雷電神社は５月１日に例大祭が行われ、5 月末からの麦の収穫が 

無事に迎えられるよう落雷・降雹・嵐除けの梵天を揚げる。市内には上三林町・ 
上早川田町にも雷電神社が祀られるが、いずれも麦作が盛んな地域である。 

城下町の生活 

江戸時代の城下町は、人々の生活の場であり、商工業を営む場でもあった。酒や
醤油を扱う商家や、木工職人、鍛冶屋の店舗や道具類が現在も残されている。 

○○ 国登録有形文化財(建造物)「正田
しょうだ
醤油正田記念館」： 

正田醤油(正田家)は江戸時代から旧目車
めぐるま

町
ちょう

(栄町)で米穀商を営み、明治６年
(1873)から醤油醸造業を開始した。屋号は「米屋」。 

嘉永６年(1853)に建築された店舗は現在、「正田醤油記念館」となっている。  
○○ 国登録有形文化財（建造物）「分福酒造店舗」： 

分福酒造(毛塚家)は、江戸時代末から旧本
ほん

紺屋
こ ん や

町
ちょう

(仲町)で酒造業を営んだ。
屋号は「丸木屋」。その店舗は現在、毛塚記念館となっている。 

○○ 外池
とのいけ
商店： 

江戸時代から続く近江商人(日野商人)で、醤油醸造や酒造業を営んだ。屋号は
「和泉屋」。江戸時代の蔵のほか、昭和４年(1929)の店舗・主屋がある。 

農村の生活 

江戸時代後期には市域に２８の村があり、２６か村は館林藩領、２か村(北大島
村・野辺村)は幕府・旗本領となっていた。各村には名主・組頭などの村役人が置
かれ、年貢の納入など村政をつかさどった。 

○○ 市指定史跡「日向
ひ な た
義民
ぎ み ん
地蔵
じ ぞ う
」： 

延宝
えんぽう

４年(1676)に年貢の取り立てについて直訴したことで処刑された農民を
供養するため、元禄

げんろく
年間(1688-1703)に建立されたもの。 

○○ 県指定重要文化財「封内
ほうない
経界図誌
け い か い ず し

」： 
秋元
あきもと

志
ゆき

朝
とも

が城主であった安政
あんせい

２年(1855)に、城付領内５２か村の概況を絵図
と明細書によって記したもの。 

○○ 市指定史跡「生
せい
祠
し
秋元
あきもと
宮
ぐう
」： 

永
えい

明寺
め い じ

(赤生田本町)にある。安政３年(1856)の大水の際、館林城主秋元志朝に
よる救済に感謝し、赤生田村民によって安政４年(1857)に建立された。 
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名称 概要 

歴代藩主 
ゆかりの地と
の交流 

○○ 榊原家： 
榊原家とゆかりの深い本市・愛知県豊田市・兵庫県姫路市・新潟県上越市と

で「榊原康政公ゆかり四市市長懇親会」（通称「榊原サミット」）を結成し、毎年
各市持ち回りで懇談会を開催している。 

○○ 秋元家： 
最後の館林藩主秋元氏の領地で、江戸時代から交流のある山形県天童市と相

互交流協定を平成１３年(2001)に結び、交流をしている。 

街 道 

○○ 日光
にっこう
脇
わき
往還
おうかん
： 

現在の本町通りにあたり、城下町を南北に縦断する。城下の出入口に江戸口
御門・佐野口御門が設けられた。江戸時代には城下町のほぼ中央であったこと
から、「大辻

おおつじ
」(本町)に高札場が設けられた。 

○○ 市指定史跡「千塚
ち づ か
の判官

はんがん
塚
つか
」： 

下 野
しもつけの

国
くに

佐野や藤岡へ通じる、中世からの街道沿いにある。伝説では源義経が
奥州へ落ち延びる際に、この地で休んだことから「判官塚」と呼ばれる。 

    

図 2-15 上野国諸侯配置図（天正十年） 

写 2-26 館林まつりの御輿渡御 

写 2-24 青龍の井戸 

写 2-25 封内経界図誌 

名称 概要 

祭 礼 

〇〇城城下下町町のの祭祭礼礼「「牛牛頭頭
ご ず

天天王王
てんのう

祭祭
さい

」」  
  旧暦６月６・７日に行われた、「天王社

てんのうしゃ
」（八坂

や さ か
神社）の祭り。城下町では旧堅

たつ
 

町・旧谷越
や ご え

町・旧足利
あしかが

町に祀られ、本市での起源は慶 長
けいちょう

年間（1596～1615）と 
いわれる。現在も「館林まつり」の一環として御輿の渡御が行われている。 

〇〇農農村村のの祭祭礼礼「「雷雷電電神神社社のの雷雷除除けけとと嵐嵐除除けけ」」  
  羽附

はねつく
旭

あさひ
町の雷電神社は５月１日に例大祭が行われ、5 月末からの麦の収穫が 

無事に迎えられるよう落雷・降雹・嵐除けの梵天を揚げる。市内には上三林町・ 
上早川田町にも雷電神社が祀られるが、いずれも麦作が盛んな地域である。 

城下町の生活 

江戸時代の城下町は、人々の生活の場であり、商工業を営む場でもあった。酒や
醤油を扱う商家や、木工職人、鍛冶屋の店舗や道具類が現在も残されている。 

○○ 国登録有形文化財(建造物)「正田
しょうだ
醤油正田記念館」： 

正田醤油(正田家)は江戸時代から旧目車
めぐるま

町
ちょう

(栄町)で米穀商を営み、明治６年
(1873)から醤油醸造業を開始した。屋号は「米屋」。 

嘉永６年(1853)に建築された店舗は現在、「正田醤油記念館」となっている。  
○○ 国登録有形文化財（建造物）「分福酒造店舗」： 

分福酒造(毛塚家)は、江戸時代末から旧本
ほん

紺屋
こ ん や

町
ちょう

(仲町)で酒造業を営んだ。
屋号は「丸木屋」。その店舗は現在、毛塚記念館となっている。 

○○ 外池
とのいけ
商店： 

江戸時代から続く近江商人(日野商人)で、醤油醸造や酒造業を営んだ。屋号は
「和泉屋」。江戸時代の蔵のほか、昭和４年(1929)の店舗・主屋がある。 

農村の生活 

江戸時代後期には市域に２８の村があり、２６か村は館林藩領、２か村(北大島
村・野辺村)は幕府・旗本領となっていた。各村には名主・組頭などの村役人が置
かれ、年貢の納入など村政をつかさどった。 

○○ 市指定史跡「日向
ひ な た
義民
ぎ み ん
地蔵
じ ぞ う
」： 

延宝
えんぽう

４年(1676)に年貢の取り立てについて直訴したことで処刑された農民を
供養するため、元禄

げんろく
年間(1688-1703)に建立されたもの。 

○○ 県指定重要文化財「封内
ほうない
経界図誌
け い か い ず し

」： 
秋元
あきもと

志
ゆき

朝
とも

が城主であった安政
あんせい

２年(1855)に、城付領内５２か村の概況を絵図
と明細書によって記したもの。 

○○ 市指定史跡「生
せい
祠
し
秋元
あきもと
宮
ぐう
」： 

永
えい

明寺
め い じ

(赤生田本町)にある。安政３年(1856)の大水の際、館林城主秋元志朝に
よる救済に感謝し、赤生田村民によって安政４年(1857)に建立された。 
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＜近代の主な文化財＞ 

名称 概要 

東武鉄道 

機業の盛んな群馬県や栃木県と東京を結び、沿線の産業開発や遠隔地利
用者の利便を図るため、明治３０年(1897)に東武鉄道株式会社が設立され
た。明治３２年(1899)に北千住・久喜間、同４０年(1907)に館林を経由して
足利まで、同４３年(1910)には伊勢崎に至る 116.8km の全線が開通した。 
  

○○ 館林駅： 
明治４０年(1907)に館林停車場として設置された。現在の駅舎は昭和

１２年(1937)に改築したもので、木造 2 階建てで正面に丸時計がはめ込
まれ、その下のアーチ形の２つの飾り窓が特徴的である。平成１０年
(1998)に「関東の駅百選」に選定されている。 

平成２１年(2009)に館林東西駅前広場連絡通路が完成した。 

近代産業 

近世以前からの地場産業や特産品(織物・小麦)を活かし、明治時代に至っ
て西洋技術を取り入れることで、上毛モスリンや館林製粉などの近代産業
が市内に興った。東武鉄道の開通は東京と館林とのつながりをさらに強く
し、経済の発展に大きな影響を与えた。 

 
○○ 県指定重文「旧上毛モスリン事務所附 棟 札

つけたりむなふだ
」： 

明治２９年(1896)に設立した「毛布織合資会社」が明治３５年(1902)に
「上毛モスリン株式会社」となり、東武鉄道開通によって、旧館林城二の
丸跡地(城町)に大工場を建設した。 

旧上毛モスリン事務所は明治４２年(1909)に建築されたもので、木造 2
階建ての洋風建築である。 

○○ 館林の織物業： 
明治４３年(1910)に邑楽織物同業組合により館林織物市場が設立され

た。これによって館林の織物業はその規模を拡大した。 
○○ 日清製粉株式会社： 

明治３３年(1900)、正田貞一郎により「館林製粉株式会社」として創業、東
武鉄道の開通に伴い工場を駅西側に移転、「日清製粉株式会社」となった。 

現在の製粉ミュージアム本館は、明治４３年(1910)に建築された事務
所で、木造２階建ての洋風建築である。 

城沼の開墾 

明治維新後の士族授産事業の一環として、旧秋元家家臣の山田烏兎二
や ま だ う と じ

が
中心となり、明治１７年(1884)から蓮根栽培と養鯉事業が行われた。翌１８
年(1885)からは城沼の開墾事業にも着手した。 
 
○○  山田烏兎二君碑（ダノン城沼アリーナ（城沼総合体育館）付近）： 

明治３３年(1900)に建立された山田烏兎二の功績を讃える碑。 
○○  城沼墾田碑（館林城三の丸跡）： 

明治３６年(1903)に建立された秋元興朝
あきもとおきとも

を讃える碑。 
 

⑷近 代  
  【【行行政政区区域域のの変変遷遷】】  

明治４年(1871)の廃藩置県により館林市や邑楽郡は一時期栃木県に編入されるが、明治９年
(1876)に群馬県に編入された。明治２２年(1889)４月の町村制施行により、旧館林城とその城
下町部分、それに隣接する谷越村

や ご え む ら
の一部が合併して館林町が誕生した。 

 
  【【近近代代化化ととままちちのの発発展展】】  

明治４０年(1907)に東武鉄道館林駅ができると、館林市の産業は大きな転機を迎えた。地場
産業を活かした企業として、食品産業(小麦)では館林製粉(日清製粉)、織物産業では上毛モスリ
ンなどが鉄道開通を機に事業を拡張させ、本市の近代化を進める一翼となった。同時期には街
中に、これら近代化に伴う産業の発展で財を成した旦那衆や関係者、鉄道開通によって増加し
た東京方面からの観光客を主な対象として、花街が形成された。 

また、明治５年(1872)の学制公付後は館林市域でも小学校の設、置が進められた。明治６年
(1873)に六郷村（現六郷地区）での「刮目学舎

かつもくがくしゃ
」設置を初めとし、当初はほとんどが寺院の建

物を借用するなどしながら、明治９年(1876)にかけて本校５校と分校２９校が設置された。 
 

  【【「「足足尾尾鉱鉱毒毒事事件件」」のの発発生生】】  
一方で、この時期に発生した「足尾鉱毒事件」は

館林市を含む渡良瀬川流域の群馬・栃木・埼玉・茨
城各県の広範な範囲に大きな被害を与え、近代化の
弊害ともいえる社会問題に発展した。渡瀬村(現渡
瀬地区)は被害地域の中心付近に位置し、村内の
雲龍寺
うんりゅうじ

は田中正造を中心とした鉱毒反対運動の拠
点となった。 

  

図 2-16 近代の遺跡分布図 

写 2-27 旧秋元別邸 
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＜近代の主な文化財＞ 

名称 概要 
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名称 概要 

田中
た な か

正造
しょうぞう

 

明治２０年代以降、足尾銅山から渡良瀬川に流出した鉱毒によって下
流沿岸の耕地は大きな被害を受けた。被害民たちの救済を求め、田中正
造を中心とした運動が起こった(足尾鉱毒事件)。 
 
○○  市指定史跡「田中正造の墓および救

きゅう
現堂
げんどう
」： 

足尾鉱毒の被害に立ち向かう人々の拠点であった雲
うん

龍寺
りゅうじ

(下早川田
町)にある。大正 2 年(1913)に没した田中正造の分骨地の一つ。 

館林にゆかりのある 
近現代の作家・芸術家 

○○  小室
こ む ろ
翠
すい
雲
うん
(1874～1945)： 

日本画家。市指定重文「常光寺の格天井絵画」、「渓山幽邃図」(市立
資料館所蔵）、「孔雀図」(茂林寺所蔵)など。 

○○  藤牧
ふじまき
義夫
よ し お

(1911～1935？)： 
版画家。「城沼の冬」（群馬県立館林美術館所蔵）、「隅田川絵巻」(市

立資料館所蔵)など。 
○○  藤

ふじ
野天光
のてんこう

(1903～1974)： 
彫刻家。「鉄工」「古橋選手の像」「輝く太陽」「夢」など。平成１５

年(2003)、遺族より作品 346 点が館林市に寄贈された。 

 田山
た や ま
花袋
か た い

 

○○  田山花袋(1871～1930)： 
小説家。父は館林藩士。『蒲団』『田舎教師』などの作品により日本 

の自然主義文学を確立したほか、多くの紀行文を残した。 
○○  市指定史跡「田山花袋旧居及び旧居跡 附

つけたり
建家
た て や

売 渡 証
うりわたししょう

一札
いっさつ
」： 

田山花袋が明治１２年(1879)から１９年(1886)までのおよそ 8 年間
生活した家で、木造茅葺平屋建 22.5 坪(74.25 ㎡)の建物である。   

玄関の土間に続いて 3 畳、左手に 8 畳が 2 間、裏に 3 畳の板の間と
土間、東側には 4 畳と、合わせて 5 つの部屋があり、近世の武家屋敷
であった。 

○○  田山花袋歌碑： 
花袋が城沼を詠んだ和歌「田とすかれ畑と打れてよしきりもすまず

なりたる沼ぞかなしき」が刻まれる。昭和２２年(1947)、尾曳稲荷神
社境内に建立された。このほか、市内 4 か所に花袋の文学碑が建てら
れている。 

    

写 2-28 上毛モスリンの工場で働く女性たち 写 2-29 藤野天光「夢」 

名称 概要 

行楽文化 

鉄道の開通を機に、書籍や案内書によって行楽地として広く知られるよ
うになった。 

駅周辺の観光地として躑躅ヶ岡
つ つ じ が お か

や茂
も
林寺
り ん じ

、善導寺
ぜんどうじ

、城
じょう

沼
ぬま

、館 林
たてばやし

城址
じょうし

な
どが紹介された。大正時代には東京からの「日帰り旅行」が提唱されるよ
うになり、本市出身の田山

た や ま
花袋
か た い

がその著書で名所を紹介した。郊外で行楽
を楽しむ文化は、「行楽文化」として人々に受容された。 
 
○○ つつじが岡公園（国指定名勝「躑躅ヶ岡(ツツジ)」）： 

江戸時代に歴代城主によって保護され、多くの領民にも親しまれた。
明治維新後は民間へ払い下げられるなど一時期荒廃した。その後、初代
群馬県令楫取素彦

かとりもとひこ
の尽力や地元有志の努力で復興し、明治１８年(1885)

に「躑躅ヶ岡公園」として開園式が行われた。以後、現代に至るまで東
京など遠方からも多くの行楽客が訪れる名所となった。 

都市文化 

料理屋や芸妓屋が軒を並べていた地区を「花街」といい、館林では明治
後期の織物業界の発展に伴って興隆した。 

明治４２年(1909)に芸妓屋の共同出資により、芸妓の斡旋や玉代の精算
などを行う「芸妓見番」が堅町に設置され、芸妓屋組合を兼ねた。 

大正期に料理屋組合との共同資本で運営される「二
に

業
ぎょう

見番
けんばん

」となり、手
狭になったため谷

や
越
ごえ

町
ちょう

に事務所を移転した。さらに昭和 13 年(1938)、旧
肴

さかな
町

ちょう
の現在の場所に「館林二業見番組合」の事務所を移転した。 

見番が移転した頃の肴町は、芸妓置屋や三味線屋、髪結屋、かもじ屋な
ど、「花街」に関連する店舗が並んでいたとされる。最盛期の二業見番に
は、芸妓約 150 人が在籍していた。 
 
○○ 国登録建造物「旧館林二業見番組合事務所」： 

旧 肴 町
さかなちょう

(本町二丁目)にある。昭和１３年(1938)に料理業と芸妓業の
二業を取り仕切る組合の事務所として建築された。 

木造２階建てで、入母屋造り・唐破風・千鳥破風で構成される屋根が
特徴。２階には芸妓の練習場となる舞台がある。 

○○ 旧花街(料亭・芸妓)： 
料理屋・割烹旅館として「魚惣本店

うおそうほんてん
」(明治時代建築)、「福志満

ふ く し ま
旅館」

(昭和７年建築)などが残る。現在は営業していない。 
○○ 銭湯： 

明治後期から町内には銭湯が増え、昭和３０年頃には１３軒が営業し
ていた。当時は娯楽を兼ねた銭湯に多くの人が訪れたが、家庭に風呂が
普及するとその数は少なくなった。平成３０年(2018)に「梅乃湯」(仲
町)が閉店し、現在営業している店舗はない。 
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55地域別の特徴  
⑴市内各地区の地域別特徴  

館林市は群馬県東部の東毛
とうもう

地域に位置し、北は栃木県、東は邑楽
お う ら

郡板倉町を介して茨城県、
南は同明和町を介して埼玉県に接する。古くから県(国)境を越えて栃木県足利市・佐野市、埼玉
県行田市・羽生市、茨城県古河市などと交流し、その影響は産業・言葉・食・信仰・芸能など多
岐に及ぶ。こうした地理的な条件を背景に、市内各地区で特徴的な歴史文化が形成された。 

館林市内は８つの地区に区分されている。その区分は、昭和２９年(1954)の合併によって市
制施行される以前の、明治２２年(1889)に誕生した１町 7 か村(館林町・郷谷村・大島村・赤羽
村・六郷村・三野谷村・多々良村・渡瀬村)に基づく。 

 

①館林地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

館林市域の中央部に位置し、市制施行前の館林
町を中核とする。近世館林城とその城下町の範囲
と一致し、現代まで続く市街地を形成している。地
区南側に鶴生田川

つ る う だ が わ
が流れ、城沼に流れ込んでいる。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
地区北部の坂下町・広内町・東広内町は旧郷谷村

の一部、西部の大街道・富士見町・栄町の一部・新
栄町は旧多々良村大字成島の一部であったが、市
制施行後の町名変更等により、現在は館林地区と
なっている。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
地区内には近世以降のものを中心に、歴史的な建造物が数多く残されている。国登録有形文

化財「分
ぶん

福
ぶく

酒造
しゅぞう

店舗
て ん ぽ

」（仲町、毛塚記念館）、国登録有形文化財「正田醤油正田記念館」（栄町）、
「外池

とのいけ
商店店舗」(本町二丁目)などがその例である。旧鷹匠

たかじょう
町(大手町)に移築された市指定重

文「旧館林藩士住宅」は、鷹匠町武家屋敷「武鷹館
ぶ よ う か ん

」として保存・活用されている。 
近代以降の館林市の発展を今に伝える産業関連遺産としては、県指定重文「旧上毛モスリン

事務所」（城町）、「製粉ミュージアム」（栄町）、「館林駅」（本町二丁目）などがある。近代以降
の市街地の賑わいや風俗を伝えるものとして、国登録有形文化財「旧館林二業見番組合事務所」
（本町二丁目）や、料理屋・割烹旅館「旧福志満

ふ く し ま
」（本町二丁目）、「旧館林市庁舎」（仲町）など

の建造物も残されている。 
そのほか、現在の「館林まつり」の起源となった八坂神社の「牛頭

ご ず
天王
てんのう

祭
さい

」、長柄
な が ら

神社の
「恵比寿講

え び す こ う
」、法高寺

ほ う こ う じ
の「お命講」など、現代まで残る祭礼も多い。 

図 2-18 館林地区 

⑸現 代  
【【館館林林市市のの誕誕生生】】  

昭和２９年(1954)４月、「町村合併推進法」に基づき館林町・郷
さと

谷
や
村・大島

おおしま
村・赤

あか
羽
ばね

村・六郷
ろくごう

村・三野
み の

谷
や
村・多々良

た た ら
村・渡瀬

わたらせ
村の１町７村が合併し、現在の館林市が誕生した。 

 
【【ままちちのの発発展展】】  

昭和３０年代以後の高度成長を機に都市型の生活基盤が整備され、農村も含めて生活様式が
一変した。昭和４７年(1972)には東北自動車道が開通して館林インターチェンジが開業したこ
とにより、館林市は東京近郊の工業地帯として各種工場の誘致が盛んとなった。 

また、つつじが岡公園や茂
も
林寺
り ん じ

などは東京近郊の観光地としてさらに発展し、館林市を代表
する観光資源として、施設を含む整備が進められた。
 

 

 

 

 

 

  

写 2-31 工業団地(渡瀬工業団地) 写 2-30 東北自動車道館林インターチェンジ 

図 2-17 町村合併図『館林市史 通史編第３巻』より 
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55地域別の特徴  
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写 2-31 工業団地(渡瀬工業団地) 写 2-30 東北自動車道館林インターチェンジ 

図 2-17 町村合併図『館林市史 通史編第３巻』より 
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②郷谷地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域東部に位置し、地区東で
邑楽
お う ら

郡板倉町に接する。地区北
部には旧渡

わた
良
ら
瀬
せ
川(旧矢場

や ば
川)の

氾濫原に由来する低地が広が
り、現在は広大な水田地帯とな
っている。近世以来の集落は、主
に自然堤防上に築かれている。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
地区の範囲は主に市制施行前の郷谷村(近世の当郷

とうごう
・新当郷

しんとうごう
・田谷

た や
・四ツ谷

よ つ や
の４か村が合併)に

あたる。市制施行後、旧郷谷村大字当郷の一部と大字新当郷の一部が現在の館林地区へ編入、
旧城下町の大字館林字外加法師や大字当郷の一部が統合された加法師町が郷谷地区へ編入され
るなどの範囲変遷も見られる。昭和６３年(1988)に新当郷と当郷の町名が変更され、現在に至
る。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
地区南部は城沼に臨み、地区内の当郷町にある善

ぜん
長寺
ちょうじ

と対岸の国指定名勝「躑躅ヶ岡(ツツジ)」
とを往復する渡船が時期限定で運行している。また、善長寺には近世館林城３代目城主榊原

さかきばら

忠次
ただつぐ

の母、市指定史跡「祥室院
しょうしついん

殿
でん

の墓」や、市指定史跡「山王山
さんのうやま

古墳」がある。そのほか、源
義経が奥州に落ち延びる際に休息したと伝わる千塚町の市指定史跡「千塚

ち づ か
の判官

はんがん
塚
つか

」は、近世
以前から栃木県方面に通じる街道沿いにある。 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】  
昭和２０年代末頃まで地区内土地の 8 割弱が田畑として利用された。農業のほか、副業とし

て養蚕や機織業、城沼での漁業、葦や真菰の採取、蓮根の栽培も行われた。地区内に多い低湿
地では、水辺環境を巧みに活かした「掘上田」や「浮田

う き た
」と呼ばれる手法で稲作が行われてい

た。 
地域内の主要産業は農業である。米麦生産のほか、ビニールハウスを利用したキュウリの促

成栽培なども盛んである。 
 

    

写写 22--3366  城城沼沼のの蓮蓮根根畑畑  写写 22--3355  市市指指定定史史跡跡「「館館林林城城主主榊榊原原忠忠次次のの  
        母母  祥祥室室院院殿殿のの墓墓おおよよびび石石灯灯篭篭」」 

図 2-19 郷谷地区 
写 2-32 日光脇往還(かつての本町通り) 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】  
近代以降は主に商業地・住宅地として発展した。農業従事者は現在に至るまで少ないが、明

治中期には士族授産を目的に、城沼で墾田開発事業(蓮根栽培や稲作など)が行われた。地区内
の農家の副業として養鶏や養豚も行われ、大正時代に
は城沼で漁業組合が創立されるなど、多様な産業が試
みられた歴史も有する。 

現在は商工業地と住宅地のほか、市役所など公共施
設、市文化会館や図書館などの文化施設として利用さ
れている。 

【【館館林林城城とと城城下下町町のの遺遺構構】】  
旧城下町を囲む外堀と城を囲む内堀が館林地区の中にあったが、現在はほとんどが埋め立て

られている。堀と共に城下町と城外とを隔てていた土塁も一部が残るのみである。 
館林城の跡地は現在、本丸は向井千秋記念子ども科学館や田山花袋記念文学館、二の丸は市

役所、三の丸は市文化会館や図書館となっており、遺構はほとんど残されていない。城と城下
町の建物や工作物は大部分が消滅しているが、当時の町割りは今でも残されており、城下町の
要所に配置された社寺もその多くが残存している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

写写 22--3344 市市指指定定重重文文「「秋秋元元泰泰朝朝所所用用
具具足足((卯卯花花糸糸威威金金箔箔伊伊予予札札胴胴具具足足))」」 写写 22--3333  館館林林城城絵絵図図    
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②郷谷地区  
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写 2-32 日光脇往還(かつての本町通り) 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】  
近代以降は主に商業地・住宅地として発展した。農業従事者は現在に至るまで少ないが、明

治中期には士族授産を目的に、城沼で墾田開発事業(蓮根栽培や稲作など)が行われた。地区内
の農家の副業として養鶏や養豚も行われ、大正時代に
は城沼で漁業組合が創立されるなど、多様な産業が試
みられた歴史も有する。 

現在は商工業地と住宅地のほか、市役所など公共施
設、市文化会館や図書館などの文化施設として利用さ
れている。 

【【館館林林城城とと城城下下町町のの遺遺構構】】  
旧城下町を囲む外堀と城を囲む内堀が館林地区の中にあったが、現在はほとんどが埋め立て

られている。堀と共に城下町と城外とを隔てていた土塁も一部が残るのみである。 
館林城の跡地は現在、本丸は向井千秋記念子ども科学館や田山花袋記念文学館、二の丸は市

役所、三の丸は市文化会館や図書館となっており、遺構はほとんど残されていない。城と城下
町の建物や工作物は大部分が消滅しているが、当時の町割りは今でも残されており、城下町の
要所に配置された社寺もその多くが残存している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

写写 22--3344 市市指指定定重重文文「「秋秋元元泰泰朝朝所所用用
具具足足((卯卯花花糸糸威威金金箔箔伊伊予予札札胴胴具具足足))」」 写写 22--3333  館館林林城城絵絵図図    
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④赤羽地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域南東部に位置する。南は谷田川
を境に邑楽

お う ら
郡明和町、東は同郡板倉町

と接する。近代に至るまで地区内で水
稲栽培に適した土地が限られ、平坦な
地区中央部は畑作地帯として活用され
た。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
地区の範囲は市制施行以前の赤羽村

(赤生田村
あ こ う だ む ら

と羽附村
はねつくむら

が合併)の範囲とほ
ぼ一致する。昭和６１年(1986)の町名
変更によって大字赤生田

あ こ う だ
が赤生田

あ こ う だ
町・

赤生田本
あ こ う だ ほ ん

町・上赤生田
か み あ こ う だ

町に、大字羽附
はねつく

が
羽附
はねつく

町・羽附
はねつく

旭
あさひ

町・花山町・楠町とな
った。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
地区内には、県指定史跡「榊原

さかきばら
康
やす

政
まさ

の墓」（善導寺
ぜ ん ど う じ

）や、洪水の際に民衆を救済した館林城主
秋元志朝
あきもとゆきとも

を祀る市指定史跡「生祠秋元宮
せいしあきもとぐう

」（永明寺
え い め い じ

）などがある。そのほか、市指定重文「銅鐘」
（普済寺

ふ さ い じ
）は地元住民が近世初期に下野天明

しもつけてんみょう
（栃木県佐野市）の鋳物師

い も じ
に造らせて寄進したも

ので、地域間の交流を知ることができる。 
国指定名勝「躑躅

つ つ じ
ヶ岡(ツツジ)」は城沼南岸にある。近世からツツジの名所として、歴代の館

林城主の保護を受けた。近代以後は東武鉄道が館林と東京を結び東京近郊の観光名所・行楽地
となり、現在まで続く本市最大の観光資源である。 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】 
地区中央部を中心に畑作が行われた。陸稲や麦の

ほか土壌に適した蔬菜の栽培が広く行われ、カボチ
ャやキュウリなどの栽培は現在も盛んである。過去
には副業として養蚕業や機織業、城沼での水産業も
行われたが現在では見ることはできない。 

地区内には中世から館林市と茨城県古河市を結
ぶ街道として機能した「古河往還」がある。現在は
ほかに高崎市から茨城県鉾田市を結ぶ国道３５４
号が通り、昭和４７年（1972）に開通した東北自動
車道館林ＩＣが置かれるなど、市域の交通・物流の
拠点となっている。 

写写 22--3399  市市指指定定史史跡跡「「生生祠祠秋秋元元宮宮」」 

図 2-21 赤羽地区 

③大島地区  
【【地地区区のの位位置置・・  
地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域北東部に
位置し、地区東は
邑楽
お う ら

郡板倉町に
接する。北を流れ
る渡良瀬川は、栃
木県（佐野市）と
の市境である。地区内の標高は 14～18ｍと、市内で最も低い。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
地区の範囲は市制施行以前の大島村に一致する。近代以前の集落は地区北部の自然堤防上に

点在する。江戸時代には一時期下野
しもつけ

国
のくに

に属したが、のちに上野国
こうづけのくに

邑楽郡に付け替えられた。そ
の際、同じく邑楽郡内にあった南大島村(現明和町南大島)と区別するため「北大島村」とした
が、明治２２年(1889)の町村制施行の際に「大島村」と改称した。 

市制施行後は村全体を「大字大島」とし、昭和５９年(1984)の町名変更によって「大島町」
となり、現在に至る。その後の平成期には地区内に住宅団地「リバーサイド大島」が作られた。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
地区北側を流れる渡良瀬川は水田用水や舟運に活用され、「杉の渡し（山王）」、正儀内地区に

「中の渡し」、岡里地区に近い西岡新田(邑楽郡板倉町)に「一文の渡し」が設けられるなど、対
岸(現栃木県佐野市)との交流が盛んであった。地区内の大島神社で奉納される「大島岡里

おおしまおかざと
神代
か み よ

神楽
か ぐ ら

(太々神楽)」[市指定無形民俗]は、明治初年に渡良瀬川対岸の佐野市から伝わったとされ
る。 

一方で、市内各地区で最も標高が低いこともあり、渡良瀬川からの水害を多く受けた。水害
に備え、一時避難場所の「水

み
塚
つか

」や、避難に使う「揚
あ
げ舟

ぶね
」などのなどの暮らしの知恵が残る。 

地区内を東西に貫く「主要地方道館林藤岡線」は中世から街道として機能し、館林市と藤岡
(現栃木県栃木市)・邑楽郡板倉町方面との交通を現在も支えている。 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】  
近代以前はほぼ純農村で、副業として養蚕や織物業(賃機)が行われた。地区の東部は旧渡良

瀬川(旧矢場川)の氾濫原の低地であり、水田地帯となっている。現在の大島地区も広大な農地
を利用した農業が盛んであるが、地区の東部には昭和・平成期に工業団地が造成され多数の企
業が進出するなど、産業構造に変化が見られる。 

 

 

    

写写 22--3388  揚揚げげ舟舟（（大大島島地地区区）） 写写 22--3377  水水塚塚（（大大島島地地区区））  

図 2-20 大島地区 
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④赤羽地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域南東部に位置する。南は谷田川
を境に邑楽

お う ら
郡明和町、東は同郡板倉町

と接する。近代に至るまで地区内で水
稲栽培に適した土地が限られ、平坦な
地区中央部は畑作地帯として活用され
た。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
地区の範囲は市制施行以前の赤羽村

(赤生田村
あ こ う だ む ら

と羽附村
はねつくむら

が合併)の範囲とほ
ぼ一致する。昭和６１年(1986)の町名
変更によって大字赤生田

あ こ う だ
が赤生田

あ こ う だ
町・

赤生田本
あ こ う だ ほ ん

町・上赤生田
か み あ こ う だ

町に、大字羽附
はねつく

が
羽附
はねつく

町・羽附
はねつく

旭
あさひ

町・花山町・楠町とな
った。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
地区内には、県指定史跡「榊原

さかきばら
康
やす

政
まさ

の墓」（善導寺
ぜ ん ど う じ

）や、洪水の際に民衆を救済した館林城主
秋元志朝
あきもとゆきとも

を祀る市指定史跡「生祠秋元宮
せいしあきもとぐう

」（永明寺
え い め い じ

）などがある。そのほか、市指定重文「銅鐘」
（普済寺

ふ さ い じ
）は地元住民が近世初期に下野天明

しもつけてんみょう
（栃木県佐野市）の鋳物師

い も じ
に造らせて寄進したも

ので、地域間の交流を知ることができる。 
国指定名勝「躑躅

つ つ じ
ヶ岡(ツツジ)」は城沼南岸にある。近世からツツジの名所として、歴代の館

林城主の保護を受けた。近代以後は東武鉄道が館林と東京を結び東京近郊の観光名所・行楽地
となり、現在まで続く本市最大の観光資源である。 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】 
地区中央部を中心に畑作が行われた。陸稲や麦の

ほか土壌に適した蔬菜の栽培が広く行われ、カボチ
ャやキュウリなどの栽培は現在も盛んである。過去
には副業として養蚕業や機織業、城沼での水産業も
行われたが現在では見ることはできない。 

地区内には中世から館林市と茨城県古河市を結
ぶ街道として機能した「古河往還」がある。現在は
ほかに高崎市から茨城県鉾田市を結ぶ国道３５４
号が通り、昭和４７年（1972）に開通した東北自動
車道館林ＩＣが置かれるなど、市域の交通・物流の
拠点となっている。 

写写 22--3399  市市指指定定史史跡跡「「生生祠祠秋秋元元宮宮」」 

図 2-21 赤羽地区 

③大島地区  
【【地地区区のの位位置置・・  
地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域北東部に
位置し、地区東は
邑楽
お う ら

郡板倉町に
接する。北を流れ
る渡良瀬川は、栃
木県（佐野市）と
の市境である。地区内の標高は 14～18ｍと、市内で最も低い。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
地区の範囲は市制施行以前の大島村に一致する。近代以前の集落は地区北部の自然堤防上に

点在する。江戸時代には一時期下野
しもつけ

国
のくに

に属したが、のちに上野国
こうづけのくに

邑楽郡に付け替えられた。そ
の際、同じく邑楽郡内にあった南大島村(現明和町南大島)と区別するため「北大島村」とした
が、明治２２年(1889)の町村制施行の際に「大島村」と改称した。 

市制施行後は村全体を「大字大島」とし、昭和５９年(1984)の町名変更によって「大島町」
となり、現在に至る。その後の平成期には地区内に住宅団地「リバーサイド大島」が作られた。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
地区北側を流れる渡良瀬川は水田用水や舟運に活用され、「杉の渡し（山王）」、正儀内地区に

「中の渡し」、岡里地区に近い西岡新田(邑楽郡板倉町)に「一文の渡し」が設けられるなど、対
岸(現栃木県佐野市)との交流が盛んであった。地区内の大島神社で奉納される「大島岡里

おおしまおかざと
神代
か み よ

神楽
か ぐ ら

(太々神楽)」[市指定無形民俗]は、明治初年に渡良瀬川対岸の佐野市から伝わったとされ
る。 

一方で、市内各地区で最も標高が低いこともあり、渡良瀬川からの水害を多く受けた。水害
に備え、一時避難場所の「水

み
塚
つか

」や、避難に使う「揚
あ
げ舟

ぶね
」などのなどの暮らしの知恵が残る。 

地区内を東西に貫く「主要地方道館林藤岡線」は中世から街道として機能し、館林市と藤岡
(現栃木県栃木市)・邑楽郡板倉町方面との交通を現在も支えている。 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】  
近代以前はほぼ純農村で、副業として養蚕や織物業(賃機)が行われた。地区の東部は旧渡良

瀬川(旧矢場川)の氾濫原の低地であり、水田地帯となっている。現在の大島地区も広大な農地
を利用した農業が盛んであるが、地区の東部には昭和・平成期に工業団地が造成され多数の企
業が進出するなど、産業構造に変化が見られる。 

 

 

    

写写 22--3388  揚揚げげ舟舟（（大大島島地地区区）） 写写 22--3377  水水塚塚（（大大島島地地区区））  

図 2-20 大島地区 
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⑥三野谷地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域南西部に位置する。
地区の南東側は谷田川を境
に邑楽郡

お う ら ぐ ん
明和町、南西側は

同郡千代田町、北側は同郡
邑楽町と接する。地区南に
谷田川が、中心部に新堀

しんぼり
川
がわ

(下休泊堀
しもきゅうはくぼり

)が流れる。 
【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  

地区の範囲は市制施行以前の三野谷村と一致する。明治２２年(1889)に近世の上三林
かみみばやし

・
下三林
しもみばやし

・野辺
の べ

の 3 か村と、入ヶ谷
い り か や

村の谷田川以西の地域が合併して誕生した。 
【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  

上三林町の雷電
らいでん

神社で伝承される市指定重要無形民俗文化財「上三林のささら」は、江戸時
代に利根川対岸の武蔵国下中条

むさしのくにしもちゅうじょう
(現埼玉県行田市)から伝わった。棒術・獅子舞・笛で構成され、

五穀豊穣・無病息災を願い、現在も旧暦８月１５日頃に奉納される。かつては同地区内下三林
町でもささらが行われていたが、現在は途絶えている。 

地区の水利は主に多々良沼の分水で谷田川に合流する下休泊堀と、利根川用水から谷田川
や た が わ

に
入る明王

みょうおう
堀
ぼり

の二つに分かれる。一方で、下三林町近藤沼付近や上三林町羽
は
沼
ぬま

の周辺は低湿地も
多く、以前には「掘上田」や「浮田」と呼ばれる手法で稲作が行われていた。 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】  
地区内の近藤沼・羽沼・谷田川では、

かつて鰻や鯉、鯰や鮒などを漁獲する水
産業が盛んであり、大正期には近藤沼で
漁業組合が組織された。現在は漁業を生
業にしている者はいないが、近藤沼を中
心にレジャー用の釣り場が設けられる
など、時代による変化は生じつつも今も
多くの人々が沼や川からの恩恵を受け
ている。 

地区内の農業は広大な農地を利用し
た米麦の生産が盛んであり、市内でも特に農業生産量の多い地区である。その一方で、1970 年
代には地区内の野辺町に大規模な工業団地が作られるなど、工業地帯としての発展も見ること
ができる。 

写写 22--4411  近近藤藤沼沼 

図 2-23 三野谷地区 

⑤六郷地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域南部中央に位置す
る。地区の西で邑楽

お う ら
郡邑楽

町と、南で谷田川を境に同
郡明和町と接する。 

地区北部は邑楽館林台地
の上部にあるが、地区南部
から西部にかけて低地が広
がることから蛇

へび
沼
ぬま

や茂林寺
沼、近藤沼など貴重な動植
物が生息する池沼が多く点
在する。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
地区の範囲は市制施行以前の旧六郷村(近世の新宿

しんじゅく
・小桑原

こ く わ ば ら
・青柳

あおやぎ
・堀工

ほ り く
・近藤

こんどう
・松原

まつばら
村が合

併)とほぼ一致する。近世には「日光脇往還」が地区内を南北に縦断し、新宿村・小桑原村・青
柳村に杉並木が形成された。また、近藤村は範囲の大半が藩有林「大谷原御林

おおやはらおはやしし
」であった。市制

施行後、昭和４４年(1969)・昭和６０年(1985)・平成 3 年(1991)以降の町名変更を経て、現在
に至る。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
富士原町富士原神社は近世から地域の富士信仰・富士講の拠点となった神社である。同神社

に伝わる市指定重要有形民俗文化財「富士原の浅間
せんげん

塚
づか

及び初山
はつやま

関連資料」は、地域の富士浅間
信仰や、富士原神社の境内で子どもの成長を願って行われる「初山行事」や「火祭り」などの
行事について伝える文化財群である。 

「分
ぶん

福
ふく

(文福)茶釜
ちゃがま

」で知られる茂
も
林寺
り ん じ

は室町
時代の開山で、明治時代の鉄道開通後は地区内
に茂林寺前駅が置かれるなど、「躑躅ヶ岡」と並
ぶ本市有数の観光名所となった。境内に県指定
天然記念物「茂林寺のラカンマキ」、寺の北側に
低地湿原の様相を良く残す県指定天然記念物
「茂林寺沼及び低地湿原」があり、多くの人が訪
れる。 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】  
近代以前には地区内の池沼や低地を利用し、

水田灌漑
かんがい

が行われた。アジア太平洋戦争末期には地区内(近藤町・大谷町)に旧陸軍館林飛行場
が設けられたが、その敷地は終戦後に開拓地となり、現在は多くの工場が進出している。隣接
する館林地区とともに、市内でも特に市街地化が進み、人口は市内各地区で最も多い。 

写写 22--4400  富富士士嶽嶽神神社社((富富士士原原町町))  

図 2-22 六郷地区 
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⑥三野谷地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域南西部に位置する。
地区の南東側は谷田川を境
に邑楽郡

お う ら ぐ ん
明和町、南西側は

同郡千代田町、北側は同郡
邑楽町と接する。地区南に
谷田川が、中心部に新堀

しんぼり
川
がわ

(下休泊堀
しもきゅうはくぼり

)が流れる。 
【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  

地区の範囲は市制施行以前の三野谷村と一致する。明治２２年(1889)に近世の上三林
かみみばやし

・
下三林
しもみばやし

・野辺
の べ

の 3 か村と、入ヶ谷
い り か や

村の谷田川以西の地域が合併して誕生した。 
【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  

上三林町の雷電
らいでん

神社で伝承される市指定重要無形民俗文化財「上三林のささら」は、江戸時
代に利根川対岸の武蔵国下中条

むさしのくにしもちゅうじょう
(現埼玉県行田市)から伝わった。棒術・獅子舞・笛で構成され、

五穀豊穣・無病息災を願い、現在も旧暦８月１５日頃に奉納される。かつては同地区内下三林
町でもささらが行われていたが、現在は途絶えている。 

地区の水利は主に多々良沼の分水で谷田川に合流する下休泊堀と、利根川用水から谷田川
や た が わ

に
入る明王

みょうおう
堀
ぼり

の二つに分かれる。一方で、下三林町近藤沼付近や上三林町羽
は
沼
ぬま

の周辺は低湿地も
多く、以前には「掘上田」や「浮田」と呼ばれる手法で稲作が行われていた。 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】  
地区内の近藤沼・羽沼・谷田川では、

かつて鰻や鯉、鯰や鮒などを漁獲する水
産業が盛んであり、大正期には近藤沼で
漁業組合が組織された。現在は漁業を生
業にしている者はいないが、近藤沼を中
心にレジャー用の釣り場が設けられる
など、時代による変化は生じつつも今も
多くの人々が沼や川からの恩恵を受け
ている。 

地区内の農業は広大な農地を利用し
た米麦の生産が盛んであり、市内でも特に農業生産量の多い地区である。その一方で、1970 年
代には地区内の野辺町に大規模な工業団地が作られるなど、工業地帯としての発展も見ること
ができる。 

写写 22--4411  近近藤藤沼沼 

図 2-23 三野谷地区 

⑤六郷地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域南部中央に位置す
る。地区の西で邑楽

お う ら
郡邑楽

町と、南で谷田川を境に同
郡明和町と接する。 

地区北部は邑楽館林台地
の上部にあるが、地区南部
から西部にかけて低地が広
がることから蛇

へび
沼
ぬま

や茂林寺
沼、近藤沼など貴重な動植
物が生息する池沼が多く点
在する。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
地区の範囲は市制施行以前の旧六郷村(近世の新宿

しんじゅく
・小桑原

こ く わ ば ら
・青柳

あおやぎ
・堀工

ほ り く
・近藤

こんどう
・松原

まつばら
村が合

併)とほぼ一致する。近世には「日光脇往還」が地区内を南北に縦断し、新宿村・小桑原村・青
柳村に杉並木が形成された。また、近藤村は範囲の大半が藩有林「大谷原御林

おおやはらおはやしし
」であった。市制

施行後、昭和４４年(1969)・昭和６０年(1985)・平成 3 年(1991)以降の町名変更を経て、現在
に至る。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
富士原町富士原神社は近世から地域の富士信仰・富士講の拠点となった神社である。同神社

に伝わる市指定重要有形民俗文化財「富士原の浅間
せんげん

塚
づか

及び初山
はつやま

関連資料」は、地域の富士浅間
信仰や、富士原神社の境内で子どもの成長を願って行われる「初山行事」や「火祭り」などの
行事について伝える文化財群である。 

「分
ぶん

福
ふく

(文福)茶釜
ちゃがま

」で知られる茂
も
林寺
り ん じ

は室町
時代の開山で、明治時代の鉄道開通後は地区内
に茂林寺前駅が置かれるなど、「躑躅ヶ岡」と並
ぶ本市有数の観光名所となった。境内に県指定
天然記念物「茂林寺のラカンマキ」、寺の北側に
低地湿原の様相を良く残す県指定天然記念物
「茂林寺沼及び低地湿原」があり、多くの人が訪
れる。 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】  
近代以前には地区内の池沼や低地を利用し、

水田灌漑
かんがい

が行われた。アジア太平洋戦争末期には地区内(近藤町・大谷町)に旧陸軍館林飛行場
が設けられたが、その敷地は終戦後に開拓地となり、現在は多くの工場が進出している。隣接
する館林地区とともに、市内でも特に市街地化が進み、人口は市内各地区で最も多い。 

写写 22--4400  富富士士嶽嶽神神社社((富富士士原原町町))  

図 2-22 六郷地区 

第２章 館林市の現況・特徴
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⑧渡瀬地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域北部中央に位置する。地区北に渡
わた

良
ら

瀬川
せ が わ

とその支流の矢場
や ば

川
がわ

が流れ、栃木県足
利市・佐野市との市境となっている。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
市制施行前の渡瀬村(近世下早川田

し も さ が わ だ
・

上早川田
か み さ が わ だ

・傍示塚
ほ う じ つ か

・足
あし

次
つぎ

・大新田
おおしんでん

・岡野
お か の

の
6 か村が合併)の範囲とほぼ一致する。昭和
５９年(1984)の大字廃止により、現在の町
名となる。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
近世には下早川田町に「下早川田の渡し」が設けられ、徳川家康の日光改葬の際は霊柩が下

早川田村から対岸の下野国に渡った。その後も「日光脇往還」の一部として、交流や流通で大
きな役割を果たした。また、「下早川田河岸」も設けられるなど、江戸とやり取りする拠点とな
った。 

下早川田町の雲龍寺
うんりゅうじ

には大正時代の足尾銅山鉱毒事件の際に鉱毒事務所が置かれ、公害闘争
の拠点となった。境内には指導的な役割を果たした田中

た な か
正造
しょうぞう

の遺骨を分骨した市指定史跡「田
中正造の墓および救

きゅう
現堂
げんどう

」がある。足次町赤城神社にある市指定重文「ムカデと梅樹絵馬」は、
近隣地域に多くの作品を残す浮世絵師北尾

き た お
重光
しげみつ

の作であり、地域の人々の信仰の様子を示す。 
【【近近代代以以降降のの様様子子】】  

近代になると明治期の鉄道開通によって舟運は衰退したが、大正 3 年(1914)には東武鉄道佐
野線が開通し、渡瀬地区内にも駅が開設された。近代以降には兼業としての養蚕や機業(賃織)
が盛んとなり、上早川田では多くの農家が養蚕を行ったが、地区内には現在も家屋が残されて
いる。 

灌漑により整備された肥沃な農地を利用した米麦二毛作は現在も盛んであるが、昭和３０年
代以降は多くの工業団地・産業団地が整備され、工業地帯の一面も持つ。 

写写 22--4433  渡渡良良瀬瀬川川のの早早川川田田河河岸岸((明明治治 3300 年年頃頃))  

図 2-25 渡瀬地区 

⑦多々良地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域北西部に位置し、面積は市内各地
区で最も広い。地区の北を矢場

や ば
川
がわ

が流れ、
それを市境として栃木県足利市と、地区
の西では多々良沼を挟んで邑楽

お う ら
郡邑楽町

と接する。地区の大部分が邑楽館林台地
の上にあり、高根町には市内で最も標高
の高い地点（33.2ｍ）がある。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
市制施行前の多々良

た た ら
村(近世の成島

なるしま
・

高根
た か ね

・木戸
き ど

・日向
ひ な た

、谷
や
越村
ごえむら

の一部)が主な
範囲である。昭和４０年（1965）から平
成１２年（2000）までの町名変更等によ
り、現在の町名と範囲になった。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
「多々良沼」の名は、古代に「宝

たから
日向
ひ な た

」
と呼ばれた人物が沼近くで蹈鞴場

た た ら ば
を設け、鋳物を行ったことに由来する伝承がある。付近には

製鉄に関する巨人伝説「日向のドンダラサマ」が伝わる。 
地区内には中世邑楽館林地域で農地開墾や山林植栽、堀の掘削を行ったとされる「大谷休

おおやきゅう
泊
はく

」
に関連し、県指定史跡「大谷休泊の墓」(北成島町)がある。また、地区内龍

りゅう
興寺
こ う じ

には北条氏や
榊原氏の制札や禁制も残るなど、中世館林の状況を示す文化財が残されている。近世のものとし
ては、役人の不正を訴え近隣農民を救ったものの処刑された名主らを祀る「日向義民地蔵」があ
る。 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】  
明治、大正期には東武伊勢崎線と中原鉄道(現東武小泉

線)が開通し、日向に「中野駅」(現多々良駅)が開設された。
開設の背景には隣接する中野村

な か の む ら
(現邑楽郡邑楽町)で盛んで

あった「中野
な か の

絣
かすり

」の輸送手段の確保があるが、多々良地区
内に駅が置かれたことからも、地区内に機織業に従事する
者が多くいたことがわかる。そのほか、多々良沼を中心に
鯉・鮒などの水産業も盛んに行われた。 

現代では鉄道駅が２つある利便性や、県立美術館の設置やそれに伴い整備された良好な周辺
環境などを背景に、宅地化が進んでいる地区である。 

写写 22--4422  県県指指定定史史跡跡  
「「大大谷谷休休泊泊のの墓墓」」 

図 2-24 多々良地区 
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⑧渡瀬地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域北部中央に位置する。地区北に渡
わた

良
ら

瀬川
せ が わ

とその支流の矢場
や ば

川
がわ

が流れ、栃木県足
利市・佐野市との市境となっている。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
市制施行前の渡瀬村(近世下早川田

し も さ が わ だ
・

上早川田
か み さ が わ だ

・傍示塚
ほ う じ つ か

・足
あし

次
つぎ

・大新田
おおしんでん

・岡野
お か の

の
6 か村が合併)の範囲とほぼ一致する。昭和
５９年(1984)の大字廃止により、現在の町
名となる。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
近世には下早川田町に「下早川田の渡し」が設けられ、徳川家康の日光改葬の際は霊柩が下

早川田村から対岸の下野国に渡った。その後も「日光脇往還」の一部として、交流や流通で大
きな役割を果たした。また、「下早川田河岸」も設けられるなど、江戸とやり取りする拠点とな
った。 

下早川田町の雲龍寺
うんりゅうじ

には大正時代の足尾銅山鉱毒事件の際に鉱毒事務所が置かれ、公害闘争
の拠点となった。境内には指導的な役割を果たした田中

た な か
正造
しょうぞう

の遺骨を分骨した市指定史跡「田
中正造の墓および救

きゅう
現堂
げんどう

」がある。足次町赤城神社にある市指定重文「ムカデと梅樹絵馬」は、
近隣地域に多くの作品を残す浮世絵師北尾

き た お
重光
しげみつ

の作であり、地域の人々の信仰の様子を示す。 
【【近近代代以以降降のの様様子子】】  

近代になると明治期の鉄道開通によって舟運は衰退したが、大正 3 年(1914)には東武鉄道佐
野線が開通し、渡瀬地区内にも駅が開設された。近代以降には兼業としての養蚕や機業(賃織)
が盛んとなり、上早川田では多くの農家が養蚕を行ったが、地区内には現在も家屋が残されて
いる。 

灌漑により整備された肥沃な農地を利用した米麦二毛作は現在も盛んであるが、昭和３０年
代以降は多くの工業団地・産業団地が整備され、工業地帯の一面も持つ。 

写写 22--4433  渡渡良良瀬瀬川川のの早早川川田田河河岸岸((明明治治 3300 年年頃頃))  

図 2-25 渡瀬地区 

⑦多々良地区  
【【地地区区のの位位置置・・地地形形的的なな特特徴徴】】  

市域北西部に位置し、面積は市内各地
区で最も広い。地区の北を矢場

や ば
川
がわ

が流れ、
それを市境として栃木県足利市と、地区
の西では多々良沼を挟んで邑楽

お う ら
郡邑楽町

と接する。地区の大部分が邑楽館林台地
の上にあり、高根町には市内で最も標高
の高い地点（33.2ｍ）がある。 

【【地地区区範範囲囲のの変変遷遷】】  
市制施行前の多々良

た た ら
村(近世の成島

なるしま
・

高根
た か ね

・木戸
き ど

・日向
ひ な た

、谷
や
越村
ごえむら

の一部)が主な
範囲である。昭和４０年（1965）から平
成１２年（2000）までの町名変更等によ
り、現在の町名と範囲になった。 

【【地地区区内内のの文文化化財財・・歴歴史史的的特特徴徴ななどど】】  
「多々良沼」の名は、古代に「宝

たから
日向
ひ な た

」
と呼ばれた人物が沼近くで蹈鞴場

た た ら ば
を設け、鋳物を行ったことに由来する伝承がある。付近には

製鉄に関する巨人伝説「日向のドンダラサマ」が伝わる。 
地区内には中世邑楽館林地域で農地開墾や山林植栽、堀の掘削を行ったとされる「大谷休

おおやきゅう
泊
はく

」
に関連し、県指定史跡「大谷休泊の墓」(北成島町)がある。また、地区内龍

りゅう
興寺
こ う じ

には北条氏や
榊原氏の制札や禁制も残るなど、中世館林の状況を示す文化財が残されている。近世のものとし
ては、役人の不正を訴え近隣農民を救ったものの処刑された名主らを祀る「日向義民地蔵」があ
る。 

【【近近代代以以降降のの様様子子】】  
明治、大正期には東武伊勢崎線と中原鉄道(現東武小泉

線)が開通し、日向に「中野駅」(現多々良駅)が開設された。
開設の背景には隣接する中野村

な か の む ら
(現邑楽郡邑楽町)で盛んで

あった「中野
な か の

絣
かすり

」の輸送手段の確保があるが、多々良地区
内に駅が置かれたことからも、地区内に機織業に従事する
者が多くいたことがわかる。そのほか、多々良沼を中心に
鯉・鮒などの水産業も盛んに行われた。 

現代では鉄道駅が２つある利便性や、県立美術館の設置やそれに伴い整備された良好な周辺
環境などを背景に、宅地化が進んでいる地区である。 

写写 22--4422  県県指指定定史史跡跡  
「「大大谷谷休休泊泊のの墓墓」」 

図 2-24 多々良地区 
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名称・開催地 内容 

善
ぜん
長寺
ちょうじ
の子育十一面観音の

縁日【郷谷地区・当郷町】 
1 月１７日開催。子育安産祈願にご利益があり、現在も妊婦に紅白の腹

帯を貸与している。 

茂林寺の守鶴尊大祭
しゅかくそんたいさい

 
【六郷地区・堀工町】 

1 月２８日開催。分福茶釜伝説に登場する守鶴和尚にちなむ祭礼。守鶴
堂で経をあげ、分福茶釜のお札と守鶴和尚のお札・御供物を頒ける。 

法
ほう
高寺
こ う じ
の御命講

おめいこう
 

【館林地区・朝日町】 

日蓮宗
にちれんしゅう

の開祖・日蓮
にちれん

上 人
しょうにん

の命日(旧暦の１０月１３日)の前日(御帯
夜)に行う。３～６歳の子どもが市街地から法高寺までを歩く稚児行列
や、僧侶による水行が行われる。昭和後期まで御命講の名物とされる干
柿が出店で売られていた。 

法高寺の焙烙
ほうろく

灸
きゅう
の呪
まじな
い 

【館林地区・朝日町】 
７月土用の丑の日に開催。頭痛封じ及び熱射病予防のため、参拝者

の頭上に焙烙を載せてお灸を据える。この日は肌守りも頒けられる。 

獅子の土用干
ど よ う ぼ

し 
【渡瀬地区・足次町】 

八朔(8 月 1 日)の節句に足次町北部の３コーチ(岡崎、堀之内、新屋
敷)で行われる厄払いの行事。 

かつては雄獅子が雌獅子２頭を引き連れて、村内の各家に土足で上が
って邪気を払い、無病息災を祈った。土足で上がり込まれるため、各家
は一斉に畳を上げ庭に干したことが、「土用干し」のいわれという。 

獅子の収納箱の記載から、江戸時代に始まったと考えられる。 
住宅事情の変化により、一時は赤城神社で獅子頭を祀って直会

なおらい
を行う

だけだったが、その後に復活。現在は 8 月 1 日に近い日曜日に、男子中
学生３人が獅子となり、玄関先で厄払いを行う。 

初 市 
【館林地区本町、同仲町】 

毎年 1 月１８日に開催される。旧連
れん

雀
じゃく

町
ちょう

(本町)から旧材木
ざいもく

町
ちょう

(仲
町)までの通り沿いに、縁起物のダルマの市が並ぶ。 

どんど焼き 
【市内各地】 

小正月の行事で、各家から持ち寄った注連飾りやダルマ、古いお札
などを焚き上げる。地区行事として行うことが多い。 

大島町では大島神社、上早川田
か み さ が わ だ

町では雷電神社、日向町では長良神
社などで行われる。堀工町では現在、地区内のふれあい運動広場で行
っているが、もとは熊野神社の境内で行われていた。 

写写 22--4444  駒駒方方神神社社のの弓弓取取式式  写 2-45 初市 

＜各地区の主な祭り＞  
市内の各地区では社寺で行われるものとは別に、コーチ＊ごとの祭祀も行われている。小規模

なものが多く一部で断絶も見られるが、現在も継続されているものも多い。また、イッケ(同族
の親族組織)独自の伝承や祭祀も残されている。 

市内では邑楽郡固有の神社とされる「長良
な が ら

神社」など、地域特有の社寺やその祭りが継承さ
れている。 

＊＊ココーーチチ：：元は耕地。本県全域で使われる。家のまとまった、一定範囲の集落のこと。 
 

  

名称・開催地 内容 

駒方
こまがた
神社の弓取式

ゆみとりしき
 

【赤羽地区・上赤生田町】 
1 月２５日の例大祭で開催。神主や役員らが矢を射て、その年の吉

凶を占う儀式。矢は葦
よし

、弓はウツギの木を材料とし、毎年新しく作る。 

子
ね
神社
じんじゃ
の大祭 

【赤羽地区・赤生田本町】 

足腰の神として信仰を集める、子神社(子
ね
の権現

ごんげん
)の大祭。3 月１５

日に行われ、参拝客はステンレス製の草鞋
わ ら じ

に願い事を書き、奉納する。 
かつて草鞋は藁

わら
を編んだものだったが、参拝者が多いため、大量生

産できるようにと戦後にカネ(金属製)の草鞋に変わった。 

富士
ふ じ
嶽
たけ
神社の初山

はつやま
大祭 

（初山参り） 
【六郷地区・富士原町】 

富士浅間信仰に基づくもので、参拝に来た乳児の額に朱印を押し、
健やかな成長を祈る。境内などで販売される「初山うちわ」を購入し、
出産祝いのお返しとして親戚などに配る風習がある。 

かつては旧暦 6 月 1 日に大祭、その前日に宵宮
よいみや

を開催した。現在は
新暦 6 月 1 日に大祭、同 5 月３１日に宵宮を行う。 

富士嶽神社の初山大祭 
（初山参り） 

【赤羽地区・花山町】 

富士浅間信仰に基づくもので、参拝に来た乳児の額に朱印を押し、
健やかな成長を祈る。「初山うちわ」を購入し、出産祝いのお返しと
して親戚などに配る風習がある。 

かつては旧暦 6 月 1 日に大祭、その前日に宵宮を開催した。現在は
新暦 5 月 1 日に大祭、同 4 月３０日に宵宮を行う。 

長良神社の節分祭 
【館林地区・代官町】 2 月 3 日の節分祭に、豆撒きや福豆の授与が行われる。 

長良神社の恵比寿講
え び す こ う

 
【館林地区・代官町】 

長良神社境内の西 宮
にしのみや

神社の祭礼で、商売繁盛や招福の熊手などを
売る露店が並ぶ。 

長良神社の銀杏
ぎんなん
祈願祭 

【館林地区・代官町】 
１２月下旬開催。境内で採れた銀杏を祈祷し、お守りとして配布す

る。 

常
じょう
楽寺
ら く じ
の六算

ろくさん
除
よ
け 

【多々良地区・木戸町】 
1 月 4 日開催。護摩を焚き、祈祷を受ける。以前は数え年 4 歳の子

どものみを対象としていた。 

深諦寺
じんだいじ

の日限ひ ぎ り地蔵の供養祭 
【多々良地区・木戸町】 

1・8 月の１６日に開催。昭和初期までは多くの参拝者で賑わった。
日限地蔵の開帳は５０年に一度行われる。 
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名称・開催地 内容 

善
ぜん
長寺
ちょうじ
の子育十一面観音の

縁日【郷谷地区・当郷町】 
1 月１７日開催。子育安産祈願にご利益があり、現在も妊婦に紅白の腹

帯を貸与している。 

茂林寺の守鶴尊大祭
しゅかくそんたいさい

 
【六郷地区・堀工町】 

1 月２８日開催。分福茶釜伝説に登場する守鶴和尚にちなむ祭礼。守鶴
堂で経をあげ、分福茶釜のお札と守鶴和尚のお札・御供物を頒ける。 

法
ほう
高寺
こ う じ
の御命講

おめいこう
 

【館林地区・朝日町】 

日蓮宗
にちれんしゅう

の開祖・日蓮
にちれん

上 人
しょうにん

の命日(旧暦の１０月１３日)の前日(御帯
夜)に行う。３～６歳の子どもが市街地から法高寺までを歩く稚児行列
や、僧侶による水行が行われる。昭和後期まで御命講の名物とされる干
柿が出店で売られていた。 

法高寺の焙烙
ほうろく

灸
きゅう
の呪

まじな
い 

【館林地区・朝日町】 
７月土用の丑の日に開催。頭痛封じ及び熱射病予防のため、参拝者

の頭上に焙烙を載せてお灸を据える。この日は肌守りも頒けられる。 

獅子の土用干
ど よ う ぼ

し 
【渡瀬地区・足次町】 

八朔(8 月 1 日)の節句に足次町北部の３コーチ(岡崎、堀之内、新屋
敷)で行われる厄払いの行事。 

かつては雄獅子が雌獅子２頭を引き連れて、村内の各家に土足で上が
って邪気を払い、無病息災を祈った。土足で上がり込まれるため、各家
は一斉に畳を上げ庭に干したことが、「土用干し」のいわれという。 

獅子の収納箱の記載から、江戸時代に始まったと考えられる。 
住宅事情の変化により、一時は赤城神社で獅子頭を祀って直会

なおらい
を行う

だけだったが、その後に復活。現在は 8 月 1 日に近い日曜日に、男子中
学生３人が獅子となり、玄関先で厄払いを行う。 

初 市 
【館林地区本町、同仲町】 

毎年 1 月１８日に開催される。旧連
れん

雀
じゃく

町
ちょう

(本町)から旧材木
ざいもく

町
ちょう

(仲
町)までの通り沿いに、縁起物のダルマの市が並ぶ。 

どんど焼き 
【市内各地】 

小正月の行事で、各家から持ち寄った注連飾りやダルマ、古いお札
などを焚き上げる。地区行事として行うことが多い。 

大島町では大島神社、上早川田
か み さ が わ だ

町では雷電神社、日向町では長良神
社などで行われる。堀工町では現在、地区内のふれあい運動広場で行
っているが、もとは熊野神社の境内で行われていた。 

写写 22--4444  駒駒方方神神社社のの弓弓取取式式  写 2-45 初市 

＜各地区の主な祭り＞  
市内の各地区では社寺で行われるものとは別に、コーチ＊ごとの祭祀も行われている。小規模

なものが多く一部で断絶も見られるが、現在も継続されているものも多い。また、イッケ(同族
の親族組織)独自の伝承や祭祀も残されている。 

市内では邑楽郡固有の神社とされる「長良
な が ら

神社」など、地域特有の社寺やその祭りが継承さ
れている。 

＊＊ココーーチチ：：元は耕地。本県全域で使われる。家のまとまった、一定範囲の集落のこと。 
 

  

名称・開催地 内容 

駒方
こまがた
神社の弓取式

ゆみとりしき
 

【赤羽地区・上赤生田町】 
1 月２５日の例大祭で開催。神主や役員らが矢を射て、その年の吉

凶を占う儀式。矢は葦
よし

、弓はウツギの木を材料とし、毎年新しく作る。 

子
ね
神社
じんじゃ
の大祭 

【赤羽地区・赤生田本町】 

足腰の神として信仰を集める、子神社(子
ね
の権現

ごんげん
)の大祭。3 月１５

日に行われ、参拝客はステンレス製の草鞋
わ ら じ

に願い事を書き、奉納する。 
かつて草鞋は藁

わら
を編んだものだったが、参拝者が多いため、大量生

産できるようにと戦後にカネ(金属製)の草鞋に変わった。 

富士
ふ じ
嶽
たけ
神社の初山

はつやま
大祭 

（初山参り） 
【六郷地区・富士原町】 

富士浅間信仰に基づくもので、参拝に来た乳児の額に朱印を押し、
健やかな成長を祈る。境内などで販売される「初山うちわ」を購入し、
出産祝いのお返しとして親戚などに配る風習がある。 

かつては旧暦 6 月 1 日に大祭、その前日に宵宮
よいみや

を開催した。現在は
新暦 6 月 1 日に大祭、同 5 月３１日に宵宮を行う。 

富士嶽神社の初山大祭 
（初山参り） 

【赤羽地区・花山町】 

富士浅間信仰に基づくもので、参拝に来た乳児の額に朱印を押し、
健やかな成長を祈る。「初山うちわ」を購入し、出産祝いのお返しと
して親戚などに配る風習がある。 

かつては旧暦 6 月 1 日に大祭、その前日に宵宮を開催した。現在は
新暦 5 月 1 日に大祭、同 4 月３０日に宵宮を行う。 

長良神社の節分祭 
【館林地区・代官町】 2 月 3 日の節分祭に、豆撒きや福豆の授与が行われる。 

長良神社の恵比寿講
え び す こ う

 
【館林地区・代官町】 

長良神社境内の西 宮
にしのみや

神社の祭礼で、商売繁盛や招福の熊手などを
売る露店が並ぶ。 

長良神社の銀杏
ぎんなん
祈願祭 

【館林地区・代官町】 
１２月下旬開催。境内で採れた銀杏を祈祷し、お守りとして配布す

る。 

常
じょう
楽寺
ら く じ
の六算

ろくさん
除
よ
け 

【多々良地区・木戸町】 
1 月 4 日開催。護摩を焚き、祈祷を受ける。以前は数え年 4 歳の子

どものみを対象としていた。 

深諦寺
じんだいじ

の日限ひ ぎ り地蔵の供養祭 
【多々良地区・木戸町】 

1・8 月の１６日に開催。昭和初期までは多くの参拝者で賑わった。
日限地蔵の開帳は５０年に一度行われる。 
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名称・開催地 内容 

足
あし
次
つぎ
神楽(太々神楽) 

【渡瀬地区・足次
町】 

慶応３年（1867）に江戸「きのえね屋」から伝授され「足次村太々神楽講」を作
ったのが起源とされる。足次赤城神社の春秋の祭り(4 月１５日、１０月１５日)に
奉納され、演目は「翁

おきな
さま」「天

あま
の岩戸

い わ と
」「猿田彦命

さるたひこのみこと
」などで、囃子は大太鼓、

小太鼓に笛。 
足次神楽は「ひょっとこ」の名称で親しまれ、富士原町の富士嶽神社や佐野市な

どでも依頼に応じて、奉納した。後継者不足のため昭和３０年代に一時中断、昭和
５０年代に一時復興し子どもにも指導して赤城神社の秋季例大祭などで奉納して
いたが、現在は再度休止中。 

八木
や ぎ
節
ぶし
(盆踊り) 

【市内各地】 

酒樽を逆さにしてバチで叩き、その調子に合わせて踊るもので、田山花袋の随筆
「幼き頃のスケッチ」(明治４４年(1911))には「盆踊り」として描かれている。 

大正時代には村の若衆が毎晩集まって練習をし、ほかの村の若衆と競い合う「八
木節大会」も行われた。 

現在も市内各地区に「八木節保存会」があり、地区の祭りや公民館祭りなどで披
露されるほか、昭和５８年(1983)のあかぎ国体の開催を機に「館林市八木節連合会」
が組織され、現在も活動が続いている。 

図 2-26 主な社寺と祭りの分布図 

＜各地区の主な芸能＞  
市内で継承される芸能には、本市が国（県）境として、多くの地域と交流してきた歴史や特性を反

映したものがみられる。「大島岡里神代神楽」は渡良瀬川を隔てた栃木県から、「上三林のささら」は
利根川を隔てた埼玉県から伝わったとされ、「八木節(盆踊り)」は県内太田市や桐生市、栃木県足利
市や佐野市など近接する地域で盛んに行われている。これらは人々の活発な交流を示すものといえ
る。 

名称・開催地 内容 

木戸のささら 
【多々良地区・木戸

町】 

「雨乞いささら」とも言われ、暑さが厳しくなる 7 月下旬に行われる。木戸
町深諦寺

じんたいじ
を出発し、地区内各地を巡行する。社寺や村境では厄払いとして獅子

舞を奉納する。 
3 頭 1 人立の獅子と、柳生流

やぎゅうりゅう
の棒術、花(万灯)で構成される。 

天正年間(1573～1592)の大洪水で邑楽
お う ら

郡中野村から獅子頭が深諦寺裏に漂
着し、住職が村民に踊りを教えたのが起源とされる。 

羽附
はねつく
のささら 

【赤羽地区・羽附旭
町 

（新興
しんこう

、白旗
しらはた

、
長竹
ながたけ

）】 

旧暦３月３日と旧暦６月１５日に近い日曜日に行われる。羽附旭町の新興・
白旗・長竹の「ささら三コーチ」で行われる。 

３頭１人立の獅子で、棒術はない。その年の「宿」(獅子を預かる家）でさ
さらを奉納した後、各コーチ内の厄を払って歩き、宿に戻る。 

夏の祭礼では、巡行から戻った後、1 年間宿を務めた家で「ジンギ(仁義)の
舞」を奉納する「宿送り」の儀式が行われる。その後、次の宿へ移動し、宿送
りと同じ演目を奉納して終了となる。 

かつて地区内にあった白旗城主へ奉納したのが起源と言われる。 

市指定重要無形民俗
文化財 

「上三林のささら」 
【三野谷

み の や
地区・上三

林町】 

上三林町の雷電神社の秋季大祭(旧暦８月１５日に近い日曜日)で奉納され
る。かつては豊作の年のみ奉納されていたが、現在は隔年で行う。昭和５７年
(1982)から地区の子どもたちを対象に継承活動を行う。子どもたちだけの奉
納は毎年実施している。 

3頭1人立の獅子と柳生新陰流
やぎゅうしんかげりゅう

と伝わる棒術で構成される。江戸中期に武州
ぶしゅう

忍下
おししも

中 条
ちゅうじょう

(現埼玉県行田市下中条)より伝わったとされる。 
例大祭では、雷電神社前で棒、獅子舞を奉納し、地区内の八坂神社、十九夜堂

じゅうくやどう
、

本郷集会所、雷光寺を巡行する。 
昭和 40 年(1965)まで下三林町でも「下三林のささら」が行われていたが、

現在は行われていない。 

市指定重要無形民俗
文化財 

「大島岡里
おおしまおかざと

神代
か み よ
神楽
か ぐ ら

 
（太々神楽）」 

【大島地区・大島
町】 

大島町岡里地区の敬神講
けいしんこう

により、大島神社の例大祭に奉納される。戸ヶ崎流
とがさきりゅう

と称し、古風な格式高い形式を保つ。演目は「幣
へい

舞式者
まいしきしゃ

」などの「式
しき

舞
まい

」７座
と、「金山

かなやま
」などの「 興

きょう
舞
まい

」５座の計１２座。 
大島地区は渡良瀬川対岸の現栃木県佐野市と、近代まで渡し船を使った交

流が盛んであり、神楽も対岸の飯田(現佐野市飯田町)近辺から、「渡し」を介
して明治初年に伝わり、定着したとされる。 

その後は祭礼のほか、神葬祭や盆行事(御霊祭り)にも神楽が奉納され、村人
の生活と深い関わりを保ち、継承されてきた。 

邑楽郡板倉町の高鳥天満宮、県外の佐野市や栃木市藤岡町でも神社に招か
れ、奉納している。 
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名称・開催地 内容 

足
あし
次
つぎ
神楽(太々神楽) 

【渡瀬地区・足次
町】 

慶応３年（1867）に江戸「きのえね屋」から伝授され「足次村太々神楽講」を作
ったのが起源とされる。足次赤城神社の春秋の祭り(4 月１５日、１０月１５日)に
奉納され、演目は「翁

おきな
さま」「天

あま
の岩戸

い わ と
」「猿田彦命

さるたひこのみこと
」などで、囃子は大太鼓、

小太鼓に笛。 
足次神楽は「ひょっとこ」の名称で親しまれ、富士原町の富士嶽神社や佐野市な

どでも依頼に応じて、奉納した。後継者不足のため昭和３０年代に一時中断、昭和
５０年代に一時復興し子どもにも指導して赤城神社の秋季例大祭などで奉納して
いたが、現在は再度休止中。 

八木
や ぎ
節
ぶし
(盆踊り) 

【市内各地】 

酒樽を逆さにしてバチで叩き、その調子に合わせて踊るもので、田山花袋の随筆
「幼き頃のスケッチ」(明治４４年(1911))には「盆踊り」として描かれている。 

大正時代には村の若衆が毎晩集まって練習をし、ほかの村の若衆と競い合う「八
木節大会」も行われた。 

現在も市内各地区に「八木節保存会」があり、地区の祭りや公民館祭りなどで披
露されるほか、昭和５８年(1983)のあかぎ国体の開催を機に「館林市八木節連合会」
が組織され、現在も活動が続いている。 

図 2-26 主な社寺と祭りの分布図 

＜各地区の主な芸能＞  
市内で継承される芸能には、本市が国（県）境として、多くの地域と交流してきた歴史や特性を反

映したものがみられる。「大島岡里神代神楽」は渡良瀬川を隔てた栃木県から、「上三林のささら」は
利根川を隔てた埼玉県から伝わったとされ、「八木節(盆踊り)」は県内太田市や桐生市、栃木県足利
市や佐野市など近接する地域で盛んに行われている。これらは人々の活発な交流を示すものといえ
る。 

名称・開催地 内容 

木戸のささら 
【多々良地区・木戸

町】 

「雨乞いささら」とも言われ、暑さが厳しくなる 7 月下旬に行われる。木戸
町深諦寺

じんたいじ
を出発し、地区内各地を巡行する。社寺や村境では厄払いとして獅子

舞を奉納する。 
3 頭 1 人立の獅子と、柳生流

やぎゅうりゅう
の棒術、花(万灯)で構成される。 

天正年間(1573～1592)の大洪水で邑楽
お う ら

郡中野村から獅子頭が深諦寺裏に漂
着し、住職が村民に踊りを教えたのが起源とされる。 

羽附
はねつく
のささら 

【赤羽地区・羽附旭
町 

（新興
しんこう

、白旗
しらはた

、
長竹
ながたけ

）】 

旧暦３月３日と旧暦６月１５日に近い日曜日に行われる。羽附旭町の新興・
白旗・長竹の「ささら三コーチ」で行われる。 

３頭１人立の獅子で、棒術はない。その年の「宿」(獅子を預かる家）でさ
さらを奉納した後、各コーチ内の厄を払って歩き、宿に戻る。 

夏の祭礼では、巡行から戻った後、1 年間宿を務めた家で「ジンギ(仁義)の
舞」を奉納する「宿送り」の儀式が行われる。その後、次の宿へ移動し、宿送
りと同じ演目を奉納して終了となる。 

かつて地区内にあった白旗城主へ奉納したのが起源と言われる。 

市指定重要無形民俗
文化財 

「上三林のささら」 
【三野谷

み の や
地区・上三

林町】 

上三林町の雷電神社の秋季大祭(旧暦８月１５日に近い日曜日)で奉納され
る。かつては豊作の年のみ奉納されていたが、現在は隔年で行う。昭和５７年
(1982)から地区の子どもたちを対象に継承活動を行う。子どもたちだけの奉
納は毎年実施している。 

3頭1人立の獅子と柳生新陰流
やぎゅうしんかげりゅう

と伝わる棒術で構成される。江戸中期に武州
ぶしゅう

忍下
おししも

中 条
ちゅうじょう

(現埼玉県行田市下中条)より伝わったとされる。 
例大祭では、雷電神社前で棒、獅子舞を奉納し、地区内の八坂神社、十九夜堂

じゅうくやどう
、

本郷集会所、雷光寺を巡行する。 
昭和 40 年(1965)まで下三林町でも「下三林のささら」が行われていたが、

現在は行われていない。 

市指定重要無形民俗
文化財 

「大島岡里
おおしまおかざと

神代
か み よ
神楽
か ぐ ら

 
（太々神楽）」 

【大島地区・大島
町】 

大島町岡里地区の敬神講
けいしんこう

により、大島神社の例大祭に奉納される。戸ヶ崎流
とがさきりゅう

と称し、古風な格式高い形式を保つ。演目は「幣
へい

舞式者
まいしきしゃ

」などの「式
しき

舞
まい

」７座
と、「金山

かなやま
」などの「 興

きょう
舞
まい

」５座の計１２座。 
大島地区は渡良瀬川対岸の現栃木県佐野市と、近代まで渡し船を使った交

流が盛んであり、神楽も対岸の飯田(現佐野市飯田町)近辺から、「渡し」を介
して明治初年に伝わり、定着したとされる。 

その後は祭礼のほか、神葬祭や盆行事(御霊祭り)にも神楽が奉納され、村人
の生活と深い関わりを保ち、継承されてきた。 

邑楽郡板倉町の高鳥天満宮、県外の佐野市や栃木市藤岡町でも神社に招か
れ、奉納している。 

第２章 館林市の現況・特徴
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第３章 館林市の文化財の状況

１文化財の状況  
⑴指定・登録文化財の概要  
館林市には、文化財保護法及び群馬県文化財保護条例(昭和５１年群馬県条例第３９号)、館

林市文化財保護条例(昭和４６年３月２５日館林市条例第１８号)などに基づき、指定・登録さ
れた文化財が５７件ある。 

指定・登録文化財の種別ごとの件数は以下のとおりである。「躑躅ヶ岡(ツツジ)」は国指定名
勝であり、本市の特徴的な原風景を今に残す「茂林寺沼及び低地湿原」は群馬県の天然記念物
に指定されている。また、国登録有形文化財は正田醤油関連の建物など、江戸末期から明治・
大正にかけての建造物が主である。文化財の保存技術については、本市では令和６年８月現在
において選定等はない。 
表 3-1 指定等文化財件数一覧  令和６年８月現在 

類型 
国指定 
・選定 

県指定 市指定 国登録 県登録 合計 

有 形 文
化財 

建造物 0 1 2 8 0 11 

美
術
工
芸
品 

絵画 0 0 9 0 0 9 

彫刻 0 0 0 0 0 0 

工芸品 0 2 4 0 0 6 

書跡・典籍 0 1 7 0 0 8 

古文書 0 0 0 0 0 0 

考古資料 0 2 1 0 0 3 

歴史資料 0 0 0 0 0 0 

無形文化財 0 0 0 0 0 0 

民俗文
化財 

有形の民俗文化財 0 0 1 0 0 1 

無形の民俗文化財 0 0 2 0 0 2 

記念物 

遺跡 0 2 11 0 0 13 

名勝地 1 0 0 0 0 1 

動物・植物・地質鉱物 0 2 1 0 0 3 

文化的景観 0 ‐ ‐ ‐ ‐ 0 

伝統的建造物群 0 ‐ ‐ ‐ ‐ 0 

合計 1 10 38 8 0 57 

※館林市指定文化財については、巻末資料に掲載 
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工
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⑶未指定・未登録文化財の概要  
これまでの調査などにより把握した中から、館林の歴史、文化、自然を理解するうえで重要

なものを指定、登録してきた。一方でその価値の位置づけが定まらない文化財も多数存在する。
市史編さんのために調査が行われたが、調査から数十年が経過し、現状の把握が不十分なもの
が多くあるため、再度の調査が必要になる。令和６年８月現在、655 件の未指定文化財を把握
している。旧城下町エリアには館林藩関係の古文書や町方関係文書が残されており、旧村地域
には２７件 3,000 点もの文書が残されている。 

そのほか、旧秋元別邸や創業期の日清製粉館林工場事務所などの建造物や、内陸古砂丘、田
山花袋関連資料などがあげられる。 

 

⑷未指定・未登録文化財の特徴  
本市の未指定・未登録文化財には、個人または地域コミュニティで所有・管理しているもの

が多い。館林藩関係文書や、町方関係文書が 110 件と多く、中でも館林地区に多く把握されて
いる。建造物では、旧秋元別邸や創業期の日清製粉事務所、内陸古砂丘や田山花袋関連資料も
あり、それらは館林の歴史文化を構成するものでもある。

 
表 3-2  未指定文化財件数表  令和６年８月現在  

類型 合計 

 
 
 

有形文化財 
 
 
 
 

建造物 166 

美
美
術
工
芸
品 

絵画 11 

彫刻 1 

工芸品 0 

書跡・典籍 1 

古文書 109 

考古資料 23 

歴史資料 15 

無形文化財 0 

民俗文化財 
有形の民俗文化財 89 

無形の民俗文化財 48 

記念物 

遺跡 171 

名勝地 0 

動物・植物・地質鉱物 4 

文化的景観 5 

⑵指定・登録文化財の特徴  
館林市では、昭和４６年(1971)３月、館林市文化財保護条例を制定し、文化財の保護にあたっ

てきた。有形文化財は県と市指定の文化財を合わせて２９件ある。内訳は建造物が 3 件、美術工
芸品が２６件で、美術工芸品のほとんどは書跡と絵画である。大名庭園の名残である国指定名勝
「躑躅ｹ岡」をはじめ、市指定史跡「館林城跡」など、館林藩や藩士に関係する城下町独自の文化
財が多数を占め、館林地区(旧城下町)の所在が多い。また、重要文化財(有形文化財)２６件のうち、
２１件が館林地区に集中している。 

寺社関係の文化財でも、歴代城主やその家臣の動向に関わる指定が多いが、現在調査中である
ため、寺社建築や仏像などの文化財指定は、常光寺の本尊「木造阿弥陀如来坐像」の令和 4 年 9
月の指定が初めてである。 

一方で、館林城や城下町に比べて郊外では件数は少なく、なかでも大島地区、三野谷地区では、
郷土芸能の「大島岡里神代神楽」「上三林のささら」が指定されるのみであり、地域により大きな
差が生じている。

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 3-1 指定及び登録文化財分布図 
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⑶未指定・未登録文化財の概要  
これまでの調査などにより把握した中から、館林の歴史、文化、自然を理解するうえで重要

なものを指定、登録してきた。一方でその価値の位置づけが定まらない文化財も多数存在する。
市史編さんのために調査が行われたが、調査から数十年が経過し、現状の把握が不十分なもの
が多くあるため、再度の調査が必要になる。令和６年８月現在、655 件の未指定文化財を把握
している。旧城下町エリアには館林藩関係の古文書や町方関係文書が残されており、旧村地域
には２７件 3,000 点もの文書が残されている。 

そのほか、旧秋元別邸や創業期の日清製粉館林工場事務所などの建造物や、内陸古砂丘、田
山花袋関連資料などがあげられる。 

 

⑷未指定・未登録文化財の特徴  
本市の未指定・未登録文化財には、個人または地域コミュニティで所有・管理しているもの

が多い。館林藩関係文書や、町方関係文書が 110 件と多く、中でも館林地区に多く把握されて
いる。建造物では、旧秋元別邸や創業期の日清製粉事務所、内陸古砂丘や田山花袋関連資料も
あり、それらは館林の歴史文化を構成するものでもある。

 
表 3-2  未指定文化財件数表  令和６年８月現在  

類型 合計 

 
 
 

有形文化財 
 
 
 
 

建造物 166 

美
美
術
工
芸
品 

絵画 11 

彫刻 1 

工芸品 0 

書跡・典籍 1 

古文書 109 

考古資料 23 

歴史資料 15 

無形文化財 0 

民俗文化財 
有形の民俗文化財 89 

無形の民俗文化財 48 

記念物 

遺跡 171 

名勝地 0 

動物・植物・地質鉱物 4 

文化的景観 5 

⑵指定・登録文化財の特徴  
館林市では、昭和４６年(1971)３月、館林市文化財保護条例を制定し、文化財の保護にあたっ

てきた。有形文化財は県と市指定の文化財を合わせて２９件ある。内訳は建造物が 3 件、美術工
芸品が２６件で、美術工芸品のほとんどは書跡と絵画である。大名庭園の名残である国指定名勝
「躑躅ｹ岡」をはじめ、市指定史跡「館林城跡」など、館林藩や藩士に関係する城下町独自の文化
財が多数を占め、館林地区(旧城下町)の所在が多い。また、重要文化財(有形文化財)２６件のうち、
２１件が館林地区に集中している。 

寺社関係の文化財でも、歴代城主やその家臣の動向に関わる指定が多いが、現在調査中である
ため、寺社建築や仏像などの文化財指定は、常光寺の本尊「木造阿弥陀如来坐像」の令和 4 年 9
月の指定が初めてである。 

一方で、館林城や城下町に比べて郊外では件数は少なく、なかでも大島地区、三野谷地区では、
郷土芸能の「大島岡里神代神楽」「上三林のささら」が指定されるのみであり、地域により大きな
差が生じている。

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 3-1 指定及び登録文化財分布図 
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№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 登録年月日 

1 

国登録有形 
〔建造物〕 

分福酒造店舗 江戸 館林 分福酒造（株） H10.2.12 
2 正田醤油正田記念館 江戸 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
3 正田醤油文庫蔵 江戸 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
4 正田醤油六号蔵 明治 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
5 正田醤油七号蔵 明治 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
6 正田醤油八号蔵 大正 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
7 正田醤油地内稲荷神社 江戸 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
8 旧館林二業見番組合事務所 昭和 館林 市 H28.2.25 

分福酒造株式会社が所有する「分福酒造店舗(毛塚記念館)」、正田醤油株式会社が所有する「正
田記念館」、「本社屋(正田醤油六号蔵、八号蔵)」など 6 棟、市が所有する「旧館林二業見番組
合事務所」などが国登録有形文化財(建造物)に登録され、活用されながら残っている。 

未指定の建造物は、群馬県や市史編さんの調査により、近代和風建築の旧秋元別邸や、寺社
建築などが把握されている。現在、道路拡幅工事が進められている旧城下町の本町通り（中央
通り線）沿いには、看板建築が多く見られる。

 
②美術工芸品〔絵画〕 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

１ 市重文〔絵画〕 館林城下町絵図 江戸 館林 個人 S52.8.30 
２ 市重文〔絵画〕 館林城絵馬 明治 館林 尾曳稲荷神社 S54.7.30 
３ 市重文〔絵画〕 明治戊辰戦争磐城進撃絵馬 明治 館林 尾曳稲荷神社 S54.7.30 
４ 市重文〔絵画〕 千匹ムカデ絵馬 江戸 渡瀬 赤城神社 S54.7.30 
５ 市重文〔絵画〕 ムカデと梅樹絵馬 江戸 渡瀬 赤城神社 S54.7.30 
６ 市重文〔絵画〕 明治戊辰戦争凱旋絵馬 明治 館林 尾曳稲荷神社 S54.7.30 
７ 市重文〔絵画〕 常光寺の格天井絵画 明治 館林 常光寺 S62.8.7 
８ 市重文〔絵画〕 不動明王図（教王院旧蔵）  室町 館林 市 H8.3.22 
９ 市重文〔絵画〕 上毛館林城沼所産水草図 江戸 館林 市 H13.3.26 

 
№１の「館

たて
林
ばやし

城
じょう

下
か
町
まち

絵
え
図
ず
」は、徳川綱吉が城主の延宝

えんぽう
２年(1674)に作成された城下町(町

人町)の絵図である。町検断を務めた青山家に伝えられたもので、城下町の町名や居住者名が
記載され、現在も個人宅で保管されている。№２は明治 6 年(1873)に館林城の内部を描いた絵
馬で、館林城を俯瞰して描いた唯一のものである。また、№３・№６は戊辰戦争で会津に進撃
して帰還した館林藩士(最後の館林城主・秋元家の家臣)が奉納した絵馬で、戊辰戦争の様子を
知るうえで欠かせない文化財である。 

№４・５は足次町の赤城神社に伝わる、ムカデの信仰を示す絵馬である。№７は明治から昭
和前期にかけて活躍した日本画家の小室翠雲が若き日(明治３２～３３年)に描いた格天井であ

 
⑸類型別に見た文化財の特徴 

類型別に見た指定文化財の特徴を下記のとおり整理した。 
〔１〕有形文化財 
①建造物 

№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 
所有者/ 
管理*者 

指定年月日 

１ 県重文〔建造物〕 旧上毛モスリン事務所附棟札 明治 館林 市 S53.10.13 
２ 市重文〔建造物〕 旧館林藩士住宅 江戸 館林 市 H11.10.18 
３ 市重文〔建造物〕 町検断の門  江戸 館林 個人 H14.3.25 

№１の「旧上毛モスリン事務所附棟札」は、明治４２年(1909)に建てられた木造瓦葺 2 階建ての
擬洋風の建物である。元々は旧上毛モスリン株式会社の本社事務所であったが、文化財指定後に市に
後継会社から寄贈された。その後、保存のために現在地に曳家され、昭和５６年(1981)開館の「館林
市第二資料館」内の屋外展示物として活用されている。続いて№２の「旧館林藩士住宅」は、平成１
１年(1999)まで旧外伴木(現・尾曳町)で個人住宅として活用されていた木造茅葺平屋建ての江戸時代
後期の武家屋敷である。現存する武家屋敷は、市指定史跡「田山花袋旧居」と本件の 2 件のみで
ある。№３「町検断

まちけんだん
の門」は、江戸時代に町検断を務めた青山家の屋敷跡に残る門で、大辻の

南東、日光脇往還に面して建てられている。館林のまちなかには歴史的建造物が多く残ってい
るが、指定文化財となっているのは、城下町館林を物語る建物、明治時代の館林の近代化、近
代産業を象徴する建物の上記の３件のみである。

 
 
 
 
 
 
 
 

  

類型 合計 

伝統的建造物群 0 

歴史文化資源 12 

合計 655 

写 3-1 旧上毛モスリン事務所  写 3-2 旧館林藩士住宅 写 3-3 町検断の門  
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№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 登録年月日 

1 

国登録有形 
〔建造物〕 

分福酒造店舗 江戸 館林 分福酒造（株） H10.2.12 
2 正田醤油正田記念館 江戸 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
3 正田醤油文庫蔵 江戸 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
4 正田醤油六号蔵 明治 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
5 正田醤油七号蔵 明治 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
6 正田醤油八号蔵 大正 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
7 正田醤油地内稲荷神社 江戸 館林 正田醤油（株） H16.3.4 
8 旧館林二業見番組合事務所 昭和 館林 市 H28.2.25 

分福酒造株式会社が所有する「分福酒造店舗(毛塚記念館)」、正田醤油株式会社が所有する「正
田記念館」、「本社屋(正田醤油六号蔵、八号蔵)」など 6 棟、市が所有する「旧館林二業見番組
合事務所」などが国登録有形文化財(建造物)に登録され、活用されながら残っている。 

未指定の建造物は、群馬県や市史編さんの調査により、近代和風建築の旧秋元別邸や、寺社
建築などが把握されている。現在、道路拡幅工事が進められている旧城下町の本町通り（中央
通り線）沿いには、看板建築が多く見られる。

 
②美術工芸品〔絵画〕 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

１ 市重文〔絵画〕 館林城下町絵図 江戸 館林 個人 S52.8.30 
２ 市重文〔絵画〕 館林城絵馬 明治 館林 尾曳稲荷神社 S54.7.30 
３ 市重文〔絵画〕 明治戊辰戦争磐城進撃絵馬 明治 館林 尾曳稲荷神社 S54.7.30 
４ 市重文〔絵画〕 千匹ムカデ絵馬 江戸 渡瀬 赤城神社 S54.7.30 
５ 市重文〔絵画〕 ムカデと梅樹絵馬 江戸 渡瀬 赤城神社 S54.7.30 
６ 市重文〔絵画〕 明治戊辰戦争凱旋絵馬 明治 館林 尾曳稲荷神社 S54.7.30 
７ 市重文〔絵画〕 常光寺の格天井絵画 明治 館林 常光寺 S62.8.7 
８ 市重文〔絵画〕 不動明王図（教王院旧蔵）  室町 館林 市 H8.3.22 
９ 市重文〔絵画〕 上毛館林城沼所産水草図 江戸 館林 市 H13.3.26 

 
№１の「館

たて
林
ばやし

城
じょう

下
か
町
まち

絵
え
図
ず
」は、徳川綱吉が城主の延宝

えんぽう
２年(1674)に作成された城下町(町

人町)の絵図である。町検断を務めた青山家に伝えられたもので、城下町の町名や居住者名が
記載され、現在も個人宅で保管されている。№２は明治 6 年(1873)に館林城の内部を描いた絵
馬で、館林城を俯瞰して描いた唯一のものである。また、№３・№６は戊辰戦争で会津に進撃
して帰還した館林藩士(最後の館林城主・秋元家の家臣)が奉納した絵馬で、戊辰戦争の様子を
知るうえで欠かせない文化財である。 

№４・５は足次町の赤城神社に伝わる、ムカデの信仰を示す絵馬である。№７は明治から昭
和前期にかけて活躍した日本画家の小室翠雲が若き日(明治３２～３３年)に描いた格天井であ

 
⑸類型別に見た文化財の特徴 

類型別に見た指定文化財の特徴を下記のとおり整理した。 
〔１〕有形文化財 
①建造物 

№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 
所有者/ 
管理*者 

指定年月日 

１ 県重文〔建造物〕 旧上毛モスリン事務所附棟札 明治 館林 市 S53.10.13 
２ 市重文〔建造物〕 旧館林藩士住宅 江戸 館林 市 H11.10.18 
３ 市重文〔建造物〕 町検断の門  江戸 館林 個人 H14.3.25 

№１の「旧上毛モスリン事務所附棟札」は、明治４２年(1909)に建てられた木造瓦葺 2 階建ての
擬洋風の建物である。元々は旧上毛モスリン株式会社の本社事務所であったが、文化財指定後に市に
後継会社から寄贈された。その後、保存のために現在地に曳家され、昭和５６年(1981)開館の「館林
市第二資料館」内の屋外展示物として活用されている。続いて№２の「旧館林藩士住宅」は、平成１
１年(1999)まで旧外伴木(現・尾曳町)で個人住宅として活用されていた木造茅葺平屋建ての江戸時代
後期の武家屋敷である。現存する武家屋敷は、市指定史跡「田山花袋旧居」と本件の 2 件のみで
ある。№３「町検断

まちけんだん
の門」は、江戸時代に町検断を務めた青山家の屋敷跡に残る門で、大辻の

南東、日光脇往還に面して建てられている。館林のまちなかには歴史的建造物が多く残ってい
るが、指定文化財となっているのは、城下町館林を物語る建物、明治時代の館林の近代化、近
代産業を象徴する建物の上記の３件のみである。

 
 
 
 
 
 
 
 

  

類型 合計 

伝統的建造物群 0 

歴史文化資源 12 

合計 655 

写 3-1 旧上毛モスリン事務所  写 3-2 旧館林藩士住宅 写 3-3 町検断の門  
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④美術工芸品〔考古資料〕 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

1 県重文〔考古資料〕 不動まんだら板碑 鎌倉 館林 五宝寺 S48.8.21 
2 県重文〔考古資料〕 青石地蔵板碑 鎌倉 館林 愛宕神社 S48.8.21 
3 市重文〔考古資料〕 館林城跡出土墓石群 中世 館林 市 H9.2.24 

 
本市の数少ない中世の信仰の様子を知る資料として№１「不動まんだら板碑」や№２「青石

地蔵板碑」がある。また、館林城本丸跡及び三の丸跡から出土した墓石群の№３「館林城跡出
土墓石群」があり、中世の領主であった佐貫氏に関わる墓石群とも考えられている。 

未指定の考古資料は、地域に残る板碑の拓本を採取し、畑から多数出土する土器片や石器の
収集をはじめ、考古資料の分布調査をおこなった郷土史研究家の飯塚多右衛門資料がある。そ
の他、市内に残る江戸から明治の道標や市域での水害や開墾の記録を刻んだ水害記念碑、城沼
墾田碑などや、俳人荒井閑窓などの句碑が建てられている。

 
⑤美術工芸品〔書跡〕 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

1 県重文〔書跡〕 封内経界図誌 江戸 館林 市 H17.3.25 
2 市重文〔書跡〕 北条氏「虎印」制札 安土桃山 多々良 龍興寺 S46.5.1 
3 市重文〔書跡〕 生田萬の書跡 江戸 館林 市 S46.5.1 
4 市重文〔書跡〕 松平武元書状（山椒） 江戸 館林 市 S53.5.25 

5 市重文〔書跡〕 ジョン・ウィルヘルム・ 
ウェイマン著植物彩色図 江戸 館林 市 S53.5.25 

6 市重文〔書跡〕 榊原康政禁制 江戸 多々良 龍興寺 S53.5.25 
7 市重文〔書跡〕 松平武元書状（塩鮎） 江戸 館林 市 S54.7.30 
8 市重文〔書跡〕 大成経（先代旧事本紀） 江戸 館林 市 S54.7.30 

 
最後の館林城主

じょうしゅ
・秋元家の蔵書である「秋元文庫」に伝来した№５「ジョン・ウィルヘルム・

ウェイマン著植物彩色図」、№８「大成経(先代旧事本紀)」、秋元文庫を引き継いだ館林図書館で
収蔵した館林城主・松平武元や藩士

は ん し
・生田萬の資料(№３「生田萬の書跡」、№４「松平武元書状

(山椒)」、「松平武元書状(塩鮎)」)などが、貴重な文化財として早い時期から指定されている。
また、重要文化財(有形文化財)２６件のうち、２１件が館林地区に集中している。 

未指定の書跡は、市内の石碑や看板などにも揮毫しており、市役所市民ホール壁の旧町村名
保存タイルやつつじが岡第二公園内の藤牧義夫版画碑のほか、文化会館や図書館入口の看板な
ども手がけた川田龍峰関係資料がある。  

る。№８は加法師町の教王院に伝来した中世の仏画で、平成 2 年(1990)に資料館に寄贈され修
復が行われた。№９は幕末の城沼に生息した１２種類の植物を描いたもの。市外在住の方から
館林市立資料館に寄贈され指定された。 

そのうちの№４の「千匹ムカデ絵馬」以外は館林に在住した浮世絵師の北尾重光が描いたも
のである。絵馬は現在では有形民俗文化財として指定されることが多いが、昭和５４年(1979)
当時は、市の条例では民俗文化財の保護制度がなかったため、重要文化財(有形文化財)の美術
工芸(絵画)として指定されている。 

未指定の美術工芸品（絵画）は郷土の日本画家小室翠雲、岸浪柳渓、岸浪百草居関係資料が
ある。また、郷土の版画家藤牧義夫関係資料がある。 

未指定の美術工芸品（彫刻）は、本市出身の彫刻家藤野天光の彫刻作品などがある。 
 
 

 
 
 
 
 
③美術工芸品〔工芸〕 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

1 県重文〔工芸〕 館林城鐘 江戸 館林 応声寺 S28.8.25 
２ 県重文〔工芸〕 木造阿弥陀如来坐像 中世 館林 常光寺 R4.9.9 
３ 市重文〔工芸〕 銅鐘 江戸 赤羽 普済寺 S50.3.6 

４ 市重文〔工芸〕 秋元泰朝所用具足 
(卯花糸威金箔伊予札胴具足) 江戸 館林 尾曳稲荷神社 

(資料館寄託) H8.3.22 

５ 市重文〔工芸〕 刀銘「上毛館林住山口英光」 江戸 多々良 個人 R6.7.25 
６ 市重文〔工芸〕 刀銘「上州館林住輝吉」 江戸 多々良 個人 R6.7. 25 

 
№１は徳川綱吉城主時代に、館林城内の時報用の鐘として

鋳造された。鐘の銘は、江戸の儒学者である林恕によるもの
である。№１と 3 は戦前に重要美術品に指定され、戦争中の
供出を免れて現在に伝えられている。年代は違うが館林城に
関わる文化財として貴重である。№2 は、中世に市域を治め
た佐貫氏との関係が想定されるものとして、本市初めて仏像
指定された。№４と５は、館林藩主にゆかりの深い刀工とし
て、新たに指定された。 

 写 3-4 常光寺の格天井絵画 写 3-5 上毛館林城沼所産水草図  

写 3-6 館林城鐘 
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④美術工芸品〔考古資料〕 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

1 県重文〔考古資料〕 不動まんだら板碑 鎌倉 館林 五宝寺 S48.8.21 
2 県重文〔考古資料〕 青石地蔵板碑 鎌倉 館林 愛宕神社 S48.8.21 
3 市重文〔考古資料〕 館林城跡出土墓石群 中世 館林 市 H9.2.24 

 
本市の数少ない中世の信仰の様子を知る資料として№１「不動まんだら板碑」や№２「青石

地蔵板碑」がある。また、館林城本丸跡及び三の丸跡から出土した墓石群の№３「館林城跡出
土墓石群」があり、中世の領主であった佐貫氏に関わる墓石群とも考えられている。 

未指定の考古資料は、地域に残る板碑の拓本を採取し、畑から多数出土する土器片や石器の
収集をはじめ、考古資料の分布調査をおこなった郷土史研究家の飯塚多右衛門資料がある。そ
の他、市内に残る江戸から明治の道標や市域での水害や開墾の記録を刻んだ水害記念碑、城沼
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⑤美術工芸品〔書跡〕 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

1 県重文〔書跡〕 封内経界図誌 江戸 館林 市 H17.3.25 
2 市重文〔書跡〕 北条氏「虎印」制札 安土桃山 多々良 龍興寺 S46.5.1 
3 市重文〔書跡〕 生田萬の書跡 江戸 館林 市 S46.5.1 
4 市重文〔書跡〕 松平武元書状（山椒） 江戸 館林 市 S53.5.25 

5 市重文〔書跡〕 ジョン・ウィルヘルム・ 
ウェイマン著植物彩色図 江戸 館林 市 S53.5.25 

6 市重文〔書跡〕 榊原康政禁制 江戸 多々良 龍興寺 S53.5.25 
7 市重文〔書跡〕 松平武元書状（塩鮎） 江戸 館林 市 S54.7.30 
8 市重文〔書跡〕 大成経（先代旧事本紀） 江戸 館林 市 S54.7.30 

 
最後の館林城主

じょうしゅ
・秋元家の蔵書である「秋元文庫」に伝来した№５「ジョン・ウィルヘルム・
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収蔵した館林城主・松平武元や藩士

は ん し
・生田萬の資料(№３「生田萬の書跡」、№４「松平武元書状

(山椒)」、「松平武元書状(塩鮎)」)などが、貴重な文化財として早い時期から指定されている。
また、重要文化財(有形文化財)２６件のうち、２１件が館林地区に集中している。 

未指定の書跡は、市内の石碑や看板などにも揮毫しており、市役所市民ホール壁の旧町村名
保存タイルやつつじが岡第二公園内の藤牧義夫版画碑のほか、文化会館や図書館入口の看板な
ども手がけた川田龍峰関係資料がある。  

る。№８は加法師町の教王院に伝来した中世の仏画で、平成 2 年(1990)に資料館に寄贈され修
復が行われた。№９は幕末の城沼に生息した１２種類の植物を描いたもの。市外在住の方から
館林市立資料館に寄贈され指定された。 

そのうちの№４の「千匹ムカデ絵馬」以外は館林に在住した浮世絵師の北尾重光が描いたも
のである。絵馬は現在では有形民俗文化財として指定されることが多いが、昭和５４年(1979)
当時は、市の条例では民俗文化財の保護制度がなかったため、重要文化財(有形文化財)の美術
工芸(絵画)として指定されている。 

未指定の美術工芸品（絵画）は郷土の日本画家小室翠雲、岸浪柳渓、岸浪百草居関係資料が
ある。また、郷土の版画家藤牧義夫関係資料がある。 

未指定の美術工芸品（彫刻）は、本市出身の彫刻家藤野天光の彫刻作品などがある。 
 
 

 
 
 
 
 
③美術工芸品〔工芸〕 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

1 県重文〔工芸〕 館林城鐘 江戸 館林 応声寺 S28.8.25 
２ 県重文〔工芸〕 木造阿弥陀如来坐像 中世 館林 常光寺 R4.9.9 
３ 市重文〔工芸〕 銅鐘 江戸 赤羽 普済寺 S50.3.6 

４ 市重文〔工芸〕 秋元泰朝所用具足 
(卯花糸威金箔伊予札胴具足) 江戸 館林 尾曳稲荷神社 

(資料館寄託) H8.3.22 

５ 市重文〔工芸〕 刀銘「上毛館林住山口英光」 江戸 多々良 個人 R6.7.25 
６ 市重文〔工芸〕 刀銘「上州館林住輝吉」 江戸 多々良 個人 R6.7. 25 

 
№１は徳川綱吉城主時代に、館林城内の時報用の鐘として

鋳造された。鐘の銘は、江戸の儒学者である林恕によるもの
である。№１と 3 は戦前に重要美術品に指定され、戦争中の
供出を免れて現在に伝えられている。年代は違うが館林城に
関わる文化財として貴重である。№2 は、中世に市域を治め
た佐貫氏との関係が想定されるものとして、本市初めて仏像
指定された。№４と５は、館林藩主にゆかりの深い刀工とし
て、新たに指定された。 

 写 3-4 常光寺の格天井絵画 写 3-5 上毛館林城沼所産水草図  

写 3-6 館林城鐘 

第３章 館林市の文化財の状況
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民俗的な特徴  
館林市域は渡良瀬川と利根川の支流である谷田川に挟まれ、台地と低湿地・沼地で形成され

ており、農業や漁業が盛んな土地である。したがって農・漁業に関連した民俗行事が多く伝わ
り、道具・民具のほか、年中行事や食文化なども現在まで継承されている。 

その中でも、主な農産物である「麦」と水産物である「川魚」に関する民俗は多く、しょう
ゆやうどん、麦

むぎ
落雁
らくがん

など麦を原料とする食文化や、鰻
うなぎ

や鯉
こい

、鯰
なまず

に関連する食文化も伝えられ
ており、館林市の生活に季節と彩を与えている。

 
＜民俗行事と食文化＞ 

名称 内容 

農業関連の 
民俗行事 

○○  半夏生
はんげしょう

 
・「7 月の半夏生の日に田植えをしていけない」、または「水田(稲)か畑(麦)のど

ちらか一方でしか作業をしてはいけない」と伝承される。 
・田植えを終える目安であり、この日を過ぎると、実の成りが減るとも伝わる。 

○○  十五夜、十三夜の月 
・畑作物、特に麦の豊作を祈願し、出来栄えの吉凶を占う祭りを行う。 
・十五夜の月が綺麗だと大麦が、十三夜の月が綺麗だと小麦が豊作とされた。 

○○  トオカンヤのワラデッポウ 
・旧暦１０月１０日(トオカンヤ・十日夜)に、収穫を祝う田の神の祭り。 
・藁を編んだ「ワラデッポウ」で地面を叩き、その後、正月用の注連縄にした。 

○○  摩
ま
利支天
り し て ん

様の祭り 
・麦収穫後の 6 月と米収穫後の１１月に行う、二毛作を象徴する行事。 
・6 月には小麦を使ったすいとん、１１月には米のご飯を頂く。 

○○  麦念仏 
・麦の刈入れが終わり田植え前の 5 月に、麦の豊作を祝って念仏をあげた。 

○○  麦打
むぎうち

唄
うた

 
・麦をフリボウで打ちノゲを落とす際に、全員の調子を合わせる作業歌として歌った。 

生活の知恵 

○○  屋敷林 
・強い季節風(からっ風・赤城おろし)を防ぐ防風林として、主に屋敷地の北西側

に樫や杉、欅などが植えられた。 
・洪水の際は家屋敷を守り、家財道具の流失を防ぐ役割を持った。 

○○  水
み
塚
つか

 
・敷地の一角に土盛りし、小屋や蔵を建てたもの。水害時の避難場所や食糧庫とした。 
・谷田川沿いや渡良瀬川沿い、城沼東部沿岸から市東端部に集中して分布する。 
・主屋や物置の軒下には水害避難用の舟(揚げ舟

あ  ぶ ね
)が設置された。 

農具・民具 

○○  麦作や製粉関連 
・オオガ(牛馬耕用鍬)、クワ(鍬)、フリコミジョレン、麦踏みローラー、センバコ

キ(千歯扱き)、トウミ(唐箕)、フルイ(篩)、イシウス、踏車、捏ね鉢など。 
○○  農業日記 

・農業を中心とした生業活動を記録したもの。生業や暮らしぶり、地域社会の変
化まで多岐にわたる生活の変化に関する資料である。  

〔２〕民俗文化財 
①有形の民俗文化財 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

１ 市重要有形民俗 富士原の浅間塚及び 
初山関連資料 江戸 六郷 富士嶽神社 R1.10.23 

 
「初山」は、富士山の山開きの日に乳児を浅間神社に参

拝させ、額に朱印を押し、健やかな成長を祝う行事で、群馬
県の東毛地域(太田市、館林市、邑楽郡)や栃木県足利市、埼
玉県で行われている行事である。 

本市では花山町と富士原町の富士嶽神社で行われるが、
「富士原の浅間様」とも呼ばれる富士原町の富士嶽神社に
は、高さ１０メートルほどの富士塚(浅間塚)のほか、 
江戸時代初期の手水石、江戸時代後期に近隣の富士講中の寄付により建立された青銅製の鳥居
などがあり、江戸時代初期からの富士山信仰を根底にしながら「初山」行事が現在まで受け継
がれると考えられる。このことから、「富士原の浅間塚及び初山関連資料」の名称で、富士塚と
いう有形民俗文化財に、「初山」「火祭り」という無形の民俗文化財も含めた形で、一括指定し
ている。

 
②無形の民俗文化財 

№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

１ 市重要無形民俗 大島岡里神代神楽（太々神楽） 明治 大島 敬神講 S56.3.6 

２ 市重要無形民俗 上三林のささら 江戸 三野谷 上三林ささら 
保存会 H5.7.16 

 
市指定は、江戸時代に渡良瀬川対岸の飯田（現栃木県佐野市）より伝承したといわれる「大

島岡里神代神楽（太々神楽）」。また、江戸時代中期、武州忍（埼玉県行田市）の下中条より伝え
られ、その年の五穀豊穣に感謝し免疫神を払う祭事の「上三林のささら」がある。 

 
 
 
 
 
 
  写 3-8 大島岡里神代神楽（太々神楽） 写 3-9 上三林のささら 

写 3-7 富士原の浅間塚及び 
初山関連資料 
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民俗的な特徴  
館林市域は渡良瀬川と利根川の支流である谷田川に挟まれ、台地と低湿地・沼地で形成され

ており、農業や漁業が盛んな土地である。したがって農・漁業に関連した民俗行事が多く伝わ
り、道具・民具のほか、年中行事や食文化なども現在まで継承されている。 

その中でも、主な農産物である「麦」と水産物である「川魚」に関する民俗は多く、しょう
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落雁
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など麦を原料とする食文化や、鰻
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、鯰
なまず

に関連する食文化も伝えられ
ており、館林市の生活に季節と彩を与えている。

 
＜民俗行事と食文化＞ 

名称 内容 

農業関連の 
民俗行事 

○○  半夏生
はんげしょう

 
・「7 月の半夏生の日に田植えをしていけない」、または「水田(稲)か畑(麦)のど

ちらか一方でしか作業をしてはいけない」と伝承される。 
・田植えを終える目安であり、この日を過ぎると、実の成りが減るとも伝わる。 

○○  十五夜、十三夜の月 
・畑作物、特に麦の豊作を祈願し、出来栄えの吉凶を占う祭りを行う。 
・十五夜の月が綺麗だと大麦が、十三夜の月が綺麗だと小麦が豊作とされた。 

○○  トオカンヤのワラデッポウ 
・旧暦１０月１０日(トオカンヤ・十日夜)に、収穫を祝う田の神の祭り。 
・藁を編んだ「ワラデッポウ」で地面を叩き、その後、正月用の注連縄にした。 

○○  摩
ま
利支天
り し て ん

様の祭り 
・麦収穫後の 6 月と米収穫後の１１月に行う、二毛作を象徴する行事。 
・6 月には小麦を使ったすいとん、１１月には米のご飯を頂く。 

○○  麦念仏 
・麦の刈入れが終わり田植え前の 5 月に、麦の豊作を祝って念仏をあげた。 

○○  麦打
むぎうち

唄
うた

 
・麦をフリボウで打ちノゲを落とす際に、全員の調子を合わせる作業歌として歌った。 

生活の知恵 

○○  屋敷林 
・強い季節風(からっ風・赤城おろし)を防ぐ防風林として、主に屋敷地の北西側

に樫や杉、欅などが植えられた。 
・洪水の際は家屋敷を守り、家財道具の流失を防ぐ役割を持った。 

○○  水
み
塚
つか

 
・敷地の一角に土盛りし、小屋や蔵を建てたもの。水害時の避難場所や食糧庫とした。 
・谷田川沿いや渡良瀬川沿い、城沼東部沿岸から市東端部に集中して分布する。 
・主屋や物置の軒下には水害避難用の舟(揚げ舟

あ  ぶ ね
)が設置された。 

農具・民具 

○○  麦作や製粉関連 
・オオガ(牛馬耕用鍬)、クワ(鍬)、フリコミジョレン、麦踏みローラー、センバコ

キ(千歯扱き)、トウミ(唐箕)、フルイ(篩)、イシウス、踏車、捏ね鉢など。 
○○  農業日記 

・農業を中心とした生業活動を記録したもの。生業や暮らしぶり、地域社会の変
化まで多岐にわたる生活の変化に関する資料である。  

〔２〕民俗文化財 
①有形の民俗文化財 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

１ 市重要有形民俗 富士原の浅間塚及び 
初山関連資料 江戸 六郷 富士嶽神社 R1.10.23 

 
「初山」は、富士山の山開きの日に乳児を浅間神社に参

拝させ、額に朱印を押し、健やかな成長を祝う行事で、群馬
県の東毛地域(太田市、館林市、邑楽郡)や栃木県足利市、埼
玉県で行われている行事である。 

本市では花山町と富士原町の富士嶽神社で行われるが、
「富士原の浅間様」とも呼ばれる富士原町の富士嶽神社に
は、高さ１０メートルほどの富士塚(浅間塚)のほか、 
江戸時代初期の手水石、江戸時代後期に近隣の富士講中の寄付により建立された青銅製の鳥居
などがあり、江戸時代初期からの富士山信仰を根底にしながら「初山」行事が現在まで受け継
がれると考えられる。このことから、「富士原の浅間塚及び初山関連資料」の名称で、富士塚と
いう有形民俗文化財に、「初山」「火祭り」という無形の民俗文化財も含めた形で、一括指定し
ている。

 
②無形の民俗文化財 

№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

１ 市重要無形民俗 大島岡里神代神楽（太々神楽） 明治 大島 敬神講 S56.3.6 

２ 市重要無形民俗 上三林のささら 江戸 三野谷 上三林ささら 
保存会 H5.7.16 

 
市指定は、江戸時代に渡良瀬川対岸の飯田（現栃木県佐野市）より伝承したといわれる「大

島岡里神代神楽（太々神楽）」。また、江戸時代中期、武州忍（埼玉県行田市）の下中条より伝え
られ、その年の五穀豊穣に感謝し免疫神を払う祭事の「上三林のささら」がある。 

 
 
 
 
 
 
  写 3-8 大島岡里神代神楽（太々神楽） 写 3-9 上三林のささら 

写 3-7 富士原の浅間塚及び 
初山関連資料 
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〔３〕記念物 
①遺跡 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 
１ 県 史跡 大谷休泊の墓 江戸 多々良 市 S28.8.25 
２ 県 史跡 榊原康政の墓附同画像 江戸 赤羽 善導寺 S28.8.25 

３ 市 史跡 田山花袋旧居及び旧居跡 
附建家売渡証一札 明治 館林 市 S46.5.1 

    4 市 史跡 生田萬父祖の墓 江戸 館林 大道寺 S46.5.1 
５ 市 史跡 生祠秋元宮 江戸 赤羽 永明寺 S48.4.1 
6 市 史跡 館林城跡 江戸 館林 市 S48.4.1 

7 市 史跡 田中正造の墓および救現
堂 大正 渡瀬 田中正造翁 

奉賛会 S48.4.1 

8 市 史跡 
館林城主榊原忠次の母 

祥室院殿の墓および石灯
篭 

江戸 郷谷 善長寺 S50.3.6 

9 市 史跡 山王山古墳 考古 郷谷 善長寺 S52.8.30 
10 市 史跡 館林城本丸土塁及び八幡宮 江戸 館林 市 S62.8.7 
11 市 史跡 浮世絵師北尾重光の墓 明治 館林 覚応寺 S62.8.7 
12 市 史跡 千塚の判官塚 江戸 郷谷 千塚区長 S62.8.7 

13 市 史跡 日向義民地蔵 江戸 多々良 日向義民地蔵
奉賛会 S62.8.7 

遺跡は、館林城に関する遺構や、近世館林藩主に関係す
るもの、またその家臣に関係するものが指定されている。 

未指定の遺跡は、昭和５８年（1983）～６２年（1987）の
館林市埋蔵文化財分布調査により、包蔵地として 148 か所が
周知されている。時代別にみると、古墳時代から平安時代の
遺跡が９４箇所と一番多く、続いて縄文時代１０箇所、旧石
器時代４箇所、弥生時代２箇所が確認されている。 

 
 
 
 
 
 
  

写 3-10 榊原康政の墓
附同画像 

写 3-11 田山花袋旧居跡 
（館林市第二資料館） 

写 3-12 生祠秋元宮 

名称 内容 

麦の食文化 

市内の台地上では水田より畑地が多く見られ、大麦や小麦の栽培が行われた。 
小麦は主にうどんにして食された。近世、館林藩から将軍家への献上品には

「饂飩粉
う ど ん こ

」が用いられ、越智
お ち

松
まつ

平
だいら

家・秋元
あきもと

家の資料にその記録が残されている。 
○○ うどん 

・昭和初期まで「ご馳走」であり、人寄せで出されることが多かった。 
・コト日(1 日、１５日)は「朝は赤飯、夜はうどん」を食べた。冠婚葬祭で必ず食

された。「うどんがぶてないと嫁に行けない」と言われた。 
・現在も夏には「冷や汁(ヒヤシル)」、冬には「にこみ」(おっきりこみ・煮ほう

とう)など、季節に応じた特徴的な方法で食される。 
○○  大麦 

・米は商品として取引きされたため、庶民は米に大麦を混ぜ、麦飯を主食とした。 
○○  麦

むぎ
落雁
らくがん

 
・大麦を用いた館林の銘菓。加熱して挽いた大麦粉に砂糖を混ぜて練り合わせて

固めたもので、贈答用や茶席菓子としても用いられる。 

川魚料理 

海から離れた館林市域では、農家が副業として沼や川で漁業を行い、鮒や鯉、泥鰌
どじょう

などをたんぱく源として食していた。現在、市内や近隣の料理店などでよく見かけ
られるのは 鰻

うなぎ
や鯉

こい
、 鯰

なまず
の料理や小魚の甘露煮などである。 

○○  鯉料理 
・「あらい」は、鯉の刺身を酢味噌のタレを付けて食す。鯉を豆腐や味噌と煮た

汁物の「鯉こく」や、醤油と砂糖で煮た「煮つけ」なども食される。 
・妊婦に生きた鯉を贈り安産を願う「力鯉」「お産の鯉」と呼ばれる習俗がある。 

○○  鯰料理 
・身や骨を包丁で叩き、味噌や野菜のみじん切りと共に、水で溶いた小麦粉や味

噌と混ぜて油で揚げた「タタキアゲ」が代表的である。天ぷらでも食される。 
○○  鮒鮒料理 

・雑魚や鮒を醤油と砂糖で甘露煮にした。 

農業関連の 
民俗行事 

○○  初午のスミツカレ（シモツカレ） 
・主に栃木県で初午

はつうま
に食される郷土料理であるが、近接する本市周辺でも食される。 

・２月最初の午
うま

の日、赤飯や餅、スミツカレを作り、稲荷神社や屋敷稲荷に供える。 
○○  雹雷除け 

・邑楽郡板倉町の雷電神社などを参拝し、雹や雷除けを祈願した。 
・麦の穂が出る 5 月頃に「雹雷除け」のお札を「道祖神」の傍に祀った。 

 
 
 
 
 
 
  写 3-13 ワラデッポウ 写 3-14 ウナギカキ 
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〔３〕記念物 
①遺跡 
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 
１ 県 史跡 大谷休泊の墓 江戸 多々良 市 S28.8.25 
２ 県 史跡 榊原康政の墓附同画像 江戸 赤羽 善導寺 S28.8.25 

３ 市 史跡 田山花袋旧居及び旧居跡 
附建家売渡証一札 明治 館林 市 S46.5.1 

    4 市 史跡 生田萬父祖の墓 江戸 館林 大道寺 S46.5.1 
５ 市 史跡 生祠秋元宮 江戸 赤羽 永明寺 S48.4.1 
6 市 史跡 館林城跡 江戸 館林 市 S48.4.1 

7 市 史跡 田中正造の墓および救現
堂 大正 渡瀬 田中正造翁 

奉賛会 S48.4.1 

8 市 史跡 
館林城主榊原忠次の母 

祥室院殿の墓および石灯
篭 

江戸 郷谷 善長寺 S50.3.6 

9 市 史跡 山王山古墳 考古 郷谷 善長寺 S52.8.30 
10 市 史跡 館林城本丸土塁及び八幡宮 江戸 館林 市 S62.8.7 
11 市 史跡 浮世絵師北尾重光の墓 明治 館林 覚応寺 S62.8.7 
12 市 史跡 千塚の判官塚 江戸 郷谷 千塚区長 S62.8.7 

13 市 史跡 日向義民地蔵 江戸 多々良 日向義民地蔵
奉賛会 S62.8.7 

遺跡は、館林城に関する遺構や、近世館林藩主に関係す
るもの、またその家臣に関係するものが指定されている。 

未指定の遺跡は、昭和５８年（1983）～６２年（1987）の
館林市埋蔵文化財分布調査により、包蔵地として 148 か所が
周知されている。時代別にみると、古墳時代から平安時代の
遺跡が９４箇所と一番多く、続いて縄文時代１０箇所、旧石
器時代４箇所、弥生時代２箇所が確認されている。 

 
 
 
 
 
 
  

写 3-10 榊原康政の墓
附同画像 

写 3-11 田山花袋旧居跡 
（館林市第二資料館） 

写 3-12 生祠秋元宮 

名称 内容 

麦の食文化 

市内の台地上では水田より畑地が多く見られ、大麦や小麦の栽培が行われた。 
小麦は主にうどんにして食された。近世、館林藩から将軍家への献上品には

「饂飩粉
う ど ん こ

」が用いられ、越智
お ち

松
まつ

平
だいら

家・秋元
あきもと

家の資料にその記録が残されている。 
○○ うどん 

・昭和初期まで「ご馳走」であり、人寄せで出されることが多かった。 
・コト日(1 日、１５日)は「朝は赤飯、夜はうどん」を食べた。冠婚葬祭で必ず食

された。「うどんがぶてないと嫁に行けない」と言われた。 
・現在も夏には「冷や汁(ヒヤシル)」、冬には「にこみ」(おっきりこみ・煮ほう

とう)など、季節に応じた特徴的な方法で食される。 
○○  大麦 

・米は商品として取引きされたため、庶民は米に大麦を混ぜ、麦飯を主食とした。 
○○  麦

むぎ
落雁
らくがん

 
・大麦を用いた館林の銘菓。加熱して挽いた大麦粉に砂糖を混ぜて練り合わせて

固めたもので、贈答用や茶席菓子としても用いられる。 

川魚料理 

海から離れた館林市域では、農家が副業として沼や川で漁業を行い、鮒や鯉、泥鰌
どじょう

などをたんぱく源として食していた。現在、市内や近隣の料理店などでよく見かけ
られるのは 鰻

うなぎ
や鯉

こい
、 鯰

なまず
の料理や小魚の甘露煮などである。 

○○  鯉料理 
・「あらい」は、鯉の刺身を酢味噌のタレを付けて食す。鯉を豆腐や味噌と煮た

汁物の「鯉こく」や、醤油と砂糖で煮た「煮つけ」なども食される。 
・妊婦に生きた鯉を贈り安産を願う「力鯉」「お産の鯉」と呼ばれる習俗がある。 

○○  鯰料理 
・身や骨を包丁で叩き、味噌や野菜のみじん切りと共に、水で溶いた小麦粉や味

噌と混ぜて油で揚げた「タタキアゲ」が代表的である。天ぷらでも食される。 
○○  鮒鮒料理 

・雑魚や鮒を醤油と砂糖で甘露煮にした。 

農業関連の 
民俗行事 

○○  初午のスミツカレ（シモツカレ） 
・主に栃木県で初午

はつうま
に食される郷土料理であるが、近接する本市周辺でも食される。 

・２月最初の午
うま

の日、赤飯や餅、スミツカレを作り、稲荷神社や屋敷稲荷に供える。 
○○  雹雷除け 

・邑楽郡板倉町の雷電神社などを参拝し、雹や雷除けを祈願した。 
・麦の穂が出る 5 月頃に「雹雷除け」のお札を「道祖神」の傍に祀った。 

 
 
 
 
 
 
  写 3-13 ワラデッポウ 写 3-14 ウナギカキ 
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⑹埋蔵文化財 
市内には埋蔵文化財包蔵地として 148 箇所が周知されている。分布調査による採取遺物から

大別した時代別の遺跡数は、旧石器時代４箇所(遺物は９遺跡で確認)、縄文時代１０箇所(縄文
土器のみ採取できた遺跡)、弥生時代２箇所(遺物は５遺跡で確認)、古墳時代～平安時代(土師器
の出土した遺跡)９４箇所(うち縄文時代の遺物も採取できるのは４１遺跡)、古墳１８箇所(古
墳総数２５基)、中世以降の生産址１箇所、中世～近世の城館跡１５箇所、城館以外で中世・近
世の遺物が多く出土する地点が４箇所である。これらの分布は地形的な特徴と大きく関わって
おり、市内に所在する埋蔵文化財の時代的変遷と地形との関わりは大まかに以下のとおりであ
る。 

 
〔１〕旧石器時代 

邑楽・館林台地の北西に沿って、鞍掛山脈と地元で呼ばれる埋積河畔砂丘上で多く分布して
いる。また、低地を望む舌状台地上の遺跡でも当該期と考えられる資料が確認されている。 
〔２〕縄文時代 

遺跡数が多く洪積台地上に分布する。前期や中期には、池沼や谷地を望む台地上の平坦面に
集落を形成する。確認遺跡の数は後期以降少ないが、洪水堆積層の下で確認でき、より低地に
痕跡が残される傾向がある。 
〔３〕弥生時代 

遺跡は少ないが、微高地や台地の斜面等で、遺物などがわずかに確認されている。 
〔４〕古墳時代 

前期の遺跡は少ないが、洪積台地の斜面からテラス状の微高地に所在する。中期に遺跡数が
増えるとともに、その所在は台地の斜面から台地上の平坦面へと移行する。後期には遺跡数が
増え、台地上の平坦部に所在する事例が多い。墳墓としての古墳は推定地も含め３３基が残存
する。古墳群が２箇所あり、一つは日向地区を中心とする邑楽・館林台地上、もう一つは高根
地区を中心とする埋積河畔砂丘上にある。そのほか単独のものも多いが、いずれも谷や谷地等
を見おろす洪積台地上に所在している。 
〔５〕奈良・平安時代 

遺跡の痕跡が多く残る。台地の端部に限定されず遺物が採取できることから、この時代以降
は台地上に普遍的に集落が営まれていたと考えられる。 
〔６〕中世・近世 

中世の城館跡には伝承的な要素が多く、実態は判然としない。しかし、谷や小河川などの自
然地形を利用し中世末に館林城が、近世に館林城を中心とした城下町が形成され、その町割り
は現在も残る。 

②名勝地  
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

1 国 名勝 躑躅ヶ岡（ツツジ） － 赤羽 県/市 S9.12.28 

大名庭園の「躑躅ケ岡（ツツジ）」は、城沼の南岸に位置し、伝説によれば１７世紀初めに館
林城主の榊原康政がこの地にツツジを植えたのが起源といわれる、本市の唯一の国指定文化財。 
 

③動物・植物・地質鉱物  
№ 区分〔種別〕 指定名称 時代 所在地区 所有者/管理者 指定年月日 

1 県 天然記念物 茂林寺沼及び低地湿原 － 六郷 市 S35.3.23 
2 県 天然記念物 茂林寺のラカンマキ － 六郷 茂林寺 H7.3.24 
3 市 天然記念物 タテバヤシザサ自生地 － 多々良 市 S48.4.1 

館林・邑楽地方を代表とする低地湿原である「茂林寺沼及び低地湿原」。茂林寺の本堂前にあ
る、「茂林寺沼のラカンマキ」は、巨木で群馬県内でも数少ない名木として県の天然記念物に指
定されている。 

未指定の動物・植物・地質鉱物は、沖積低地にある池沼や湿地帯では、葦やヒシ、蓮根など
の水辺の植物が生育しているほか、カモやカイツブリなどの水鳥も見られる。中でも、本市は
県内で唯一のハクチョウの飛来地として知られ、越冬のために多々良沼や城沼にハクチョウが
飛来する。また、利根川が形成した自然堤防の砂層で、太田市南西部から多々良沼東岸まで続
く、砂鉄を多く含み、「たたら」の地名に繋がる製鉄時の砂鉄や薪などの資源供給地となった内
陸古砂丘がある。 

 
〔４〕文化的景観 

未指定の文化的景観は、四ケ村用水や、十九ケ村用水などの用水や堰番。大谷休泊が開削し
たという休泊堀など水路や河道に関するものがあげられる。 

 
〔５〕歴史文化資源 

日本遺産の「里沼」である、城沼・茂林寺沼・多々良沼などの池沼。館林地域で昔から食され
た、鯰や鯉、鮒や鰻などの川魚料理。築城伝説や、沼に関わる伝説である竜神伝説などがあげ
られる。 
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怖
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する気持ちが高まり、「祈りの沼」としての静
せ い

謐
ひ つ

さが受
け継がれてきた。いつしか人々は、その沼を茂林寺沼と呼ぶよう
になった。そして、寺に伝わる貉

むじな

(狸)の古
こ

譚
た ん

「ぶんぶく茶釜」のな
かで、和尚が貉の化身であったり、狸が茶釜に化けるなど、人と
動物とのかかわりが今もユーモラスに語り継がれている。 

❖茅葺き屋根の本堂や山門をもつ茂林寺は、その葺き替えに沼
ぬ ま

茅
が や

(葦
あ し

)を利用してきた。人々は繁茂する葦を刈ることで沼の生態
系を維持し、茂林寺沼は「里沼」として人との共生が保たれてきた。今も人々の祈りの姿が途絶
えることのない寺と、希少な動植物の棲みかの沼との共存が図られている。
 
❸「実りの沼」～ “麦

ば く

都
と

”館林を支えた多
た

々
た

良
ら

沼
ぬ ま

～ 
❖多々良沼とその沼辺に細長く連なる松林。そこには「たたら」

の地名の由来となった古い時代の製鉄の痕跡と、500 年前の開拓
者大

お お

谷
や

休
きゅう

泊
は く

による植林と用水堀開削の歴史が刻まれている。多々
良沼は、人々の暮らしを支える生業の場としての「里沼」へと拓

ひ ら

か
れてきた。 

❖沼からの用水によって潤
うるお

された田畑は、米と麦との二毛作が可
能となり、江戸時代には館林藩から将軍家へ小麦粉が献上されたよ
うに、館林は麦の産地となった。明治期になると麦を生かした近代
製粉業や醸造業が興

お こ

り、“麦都”となった館林では、麦を原料とした
麦
む ぎ

落
ら く

雁
が ん

やうどん、醤油が名産品「里沼」による水と大地の恵みは、
多々良沼を「実りの沼」へ進化させ、現代の館林の食品産業の興隆
へと結実している。 

❖「実りの沼」は漁労の場としても人々の暮らしを支え、鯰
なまず

の天
ぷらや鯉の洗い、鮒の甘露煮など沼の幸を活かした個性ある食文
化をもたらした。長年培われてきた様々な味わいは、里人たちの貴
重なたんぱく源となり、もてなしや晴れの日の料理として今も暮
らしに根付いている。
 
❹「守りの沼」～城と躑

つ つ

躅
じ

ヶ
が

崎
さ き

を守ってきた城
じょう

沼
ぬ ま

～ 
❖550 年前、周囲５㎞の東西に細長い城沼を天然の要害として

館林城が築かれた。城沼は館林城の建つ台地を取り囲む外堀の役
目をし、武将たちにとって「守りの沼」となった。沼によって守ら
れた堅固な城は、近世になると江戸を守護する要衝として、徳川
四天王の榊

さかき

原
ば ら

康
や す

政
ま さ

や、五代将軍となる徳
と く

川
が わ

綱
つ な

吉
よ し

の城となり、守り
を固めるための城下町を広げ、その周囲に水を引き入れ、堀と土
塁で囲った。 

❖「守りの沼」には、二つの伝説が生まれた。一つは龍神伝説である。沼に人を寄せつけない

大谷休泊の墓 

多々良沼と松林 

沼の幸・川魚料理 

館林城三の丸土橋門 

茂林寺に伝わる茶釜 

２「里沼文化」((日本遺産「里沼」ストーリー))  
館林市の歴史文化の５つの特性からストーリーを組み上げ、令和元年５月 20 日に文化庁「日

本遺産」の認定を受けた。
日本遺産認定番号 70 

《里沼(SATO-NUMA) ―「祈り」「実り」「守り」の沼が磨き上げた館林の沼辺文化―》
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❶里沼(SATO-NUMA) 

❖館林では、冬の朝夕に白鳥たちが沼から沼へと雁
が ん

行
こ う

する光景を
目にすることができる。大小の河川が網目のように広がる関東平野
には、かつて多くの沼が存在したが、近世以降のさまざまな開発に
よってほとんどが姿を消し、耕地や工場用地、宅地などに変わっ
た。しかし、館林には茂
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川
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に挟まれた館林の地形は、標高 20ｍを境に低地と台地からなる。台地に
入り組んだ谷から自然に湧き出た水は低地で滞留し、堰き止められて多くの沼が生まれた。その
沼の畔

ほとり

に人の手が加わることで、館林の「里沼」の歴史が始まった。
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、野鳥などの棲みかとなっていた。このような水をとりま
く自然環境は、平野の都市部では開発によってほとんど見られなく
なっている。しかし、周辺が宅地化された今も、茂林寺沼にはその
原風景が残されている。沼辺にはコウホネ、カキツバタ、ノウルシなど希少種の植物が自生し、
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こ
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【里
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沼は、古代・万葉の頃には「隠沼

こもりぬ

」と詠われ、水辺の 
草木に囲まれてひっそりとした佇
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まいを持ち、人を寄せ 
つけない神聖な場であった。いつしか、人々が沼に近づ 
き集

つど

う中で、暮らしと結びつき、沼と共生した生業
なりわい

や文 
化が生まれ、沼は「里沼」となった。 
里沼は、自然と暮らしが調和した生活文化を今に伝え 

る、我が国の貴重な財産である。新田開発や近代化の波 
にもまれ、各地から沼が消え去りつつある今、館林では、 
時を重ねながら、それぞれの特性を磨いてきた、希少な里沼を見ることができる。 

 

白鳥の雁行風景(城沼) 

茂林寺の山門 

2 「里沼文化」(日本遺産「里沼」ストーリー )
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《里沼(SATO-NUMA) ―「祈り」「実り」「守り」の沼が磨き上げた館林の沼辺文化―》
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❶里沼(SATO-NUMA) 

❖館林では、冬の朝夕に白鳥たちが沼から沼へと雁
が ん

行
こ う

する光景を
目にすることができる。大小の河川が網目のように広がる関東平野
には、かつて多くの沼が存在したが、近世以降のさまざまな開発に
よってほとんどが姿を消し、耕地や工場用地、宅地などに変わっ
た。しかし、館林には茂

も

林
り ん

寺
じ

沼
ぬ ま

・多
た

々
た

良
ら

沼
ぬ ま

・城
じょう

沼
ぬ ま

をはじめ、近
こ ん

藤
ど う

沼
ぬ ま

・蛇
へ び

沼
ぬ ま

など今も大小の沼が存在し、沼辺を行き交う水鳥たちの良
い棲

す

みかとなっている。 
❖利

と

根
ね

川
が わ

と渡
わ た

良
ら

瀬
せ

川
が わ

に挟まれた館林の地形は、標高 20ｍを境に低地と台地からなる。台地に
入り組んだ谷から自然に湧き出た水は低地で滞留し、堰き止められて多くの沼が生まれた。その
沼の畔

ほとり

に人の手が加わることで、館林の「里沼」の歴史が始まった。
 
❷「祈りの沼」～里沼の原風景を残す茂

も

林
り ん

寺沼
じ ぬ ま

～ 
❖かつて、河川や沼の水辺には湿地や湿原が広がり、その周りに

は平地林が見られた。沼や湿原には、鯉
こ い

や鮒
ふ な

、トンボなどの水生動
物や昆虫、菱

ひ し

や藻
も

などの水草や湿原の植物が生息し、沼辺の平地林
は狸

たぬき

や蛇
へ び

、野鳥などの棲みかとなっていた。このような水をとりま
く自然環境は、平野の都市部では開発によってほとんど見られなく
なっている。しかし、周辺が宅地化された今も、茂林寺沼にはその
原風景が残されている。沼辺にはコウホネ、カキツバタ、ノウルシなど希少種の植物が自生し、
関東地方でも数少ない貴重な低地湿原となっている。 

❖茂林寺沼には、なぜ今も原風景が残っているのか？そこには、600 年前に開山した古
こ

刹
さ つ

・茂
林寺の存在がある。沼の畔に曹洞宗の信仰の拠点「祈りの場」が生まれることにより、人々の自

【里
さと

沼
ぬま

】 
沼は、古代・万葉の頃には「隠沼

こもりぬ

」と詠われ、水辺の 
草木に囲まれてひっそりとした佇

たたず

まいを持ち、人を寄せ 
つけない神聖な場であった。いつしか、人々が沼に近づ 
き集

つど

う中で、暮らしと結びつき、沼と共生した生業
なりわい

や文 
化が生まれ、沼は「里沼」となった。 
里沼は、自然と暮らしが調和した生活文化を今に伝え 

る、我が国の貴重な財産である。新田開発や近代化の波 
にもまれ、各地から沼が消え去りつつある今、館林では、 
時を重ねながら、それぞれの特性を磨いてきた、希少な里沼を見ることができる。 

 

白鳥の雁行風景(城沼) 

茂林寺の山門 
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ため、城沼は沼の主
ぬ し

・龍神の棲む場となり、城下町には伝説を伝
える井戸が残る。もう一つはつつじ伝説である。今から 400 年前、
「お辻」という名の女人が龍神に見

み

初
そ

められ、城沼に入
じ ゅ

水
す い

した。
それを悲しんだ里人は沼が見える高台につつじを植え、その地を
「躑

つ つ

躅
じ

ヶ
が

崎
さ き

」と呼んだ。歴代の館林城主はそこにつつじを植え続
け、花が咲き誇るようになった高台を築

つ き

山
や ま

に、城沼を池に見立て
た雄大な回遊式の大名庭園を躑躅ヶ崎は「花

は な

山
や ま

」とも呼ばれ、花
の季節には里人たちにも開放された。 
❖明治維新後の近代化は、「守りの沼」を大きく変貌させた。江戸時代に禁漁区となって人を寄

せつけなかった城沼は、里人たちに開放されて漁労や墾田、渡船などが営まれ、「里沼」とし
ての歴史を歩み始めた。

 
❺「もてなしの心」へと磨き上げられた館林の沼辺文化 

❖近代化による「守りの沼」の変貌は、城沼と景観を一つにし
ていた「躑躅ヶ崎」も大きく変えた。それまで城主によって守ら
れていた「躑躅ヶ崎」は、町人や村人たちの努力によって、公園
「つつじが岡」として行楽地に生まれ変わり、400 年前に植えら
れたつつじは貴重な古木群となり、名勝として甦

よみがえ

った。多くの
人々が訪れるようになった沼辺には、行楽客を迎え入れるための文化が集約され、「もてなしの
心」が芽生えた。 

❖近代化によって城下町で成長した製粉・醤油醸造・織物など
の会社は、内外の客を迎えるもてなしの場として「つつじが岡」
を利用した。東

と う

武
ぶ

鉄
て つ

道
ど う

の開通と館林出身の文豪田
た

山
や ま

花
か

袋
た い

が記した
旅の案内書は、沼辺にある「つつじが岡」と茂林寺へと多くの人々
を誘

いざな

った。さらに「実りの沼」がもたらした名産品の麦落雁やう
どんは、手軽な館林土産として広く知られるようになり、里沼の
特性を活かした「もてなしの心」が根付いた。 

❖館林の沼辺に佇
たたず

むと、赤
あ か

城
ぎ

山
や ま

や日
に っ

光
こ う

連
れ ん

山
ざ ん

、遠くは筑
つ く

波
ば

山
さ ん

・富
ふ

士
じ

山
さ ん

を眺望できる。「祈りの沼」
「実りの沼」「守りの沼」、それぞれ特性を持って、多彩な文化を生み出してきた館林の「里沼
(SATO-NUMA)」。その特性は明治の近代化以降、「もてなしの心」へと磨き上げられ、館林の
沼辺文化として今も受け継がれている。 
  

つつじ古木群 

田山花袋旧居 

旧館林二業見番組合事務所 
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った。さらに「実りの沼」がもたらした名産品の麦落雁やう
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調査事業 調査内容・対象地 

館林市文化財総合調査 

・各地区の石仏に関する調査：民間団体 
昭和４７年(1972)～５３年(1978) 

・各地区の民俗に関する調査： 
昭和６０年(1985)～平成１１年(1999) 

・各地区の野草に関する調査： 
昭和６１年(1986)～平成 7 年(1995) 

・館林のツツジ：昭和５６年(1981) 
・館林城に関する調査：平成 6 年(1994)～平成１１年(1999) 

文化財の指定、保存・活用に伴う調査 

・「上三林のささら」：昭和５７年(1982)  
・市指定無形民俗「大島岡里神代神楽(太々神楽)」：平成6年(1994) 
・県指定天然記念物「茂林寺沼及び低地湿原」： 

昭和５９年(1984)～昭和６１年(1986) 
・県指定史跡「榊原康政の墓」移転に伴う調査：平成 5 年（1993） 
・田山花袋旧居保存修理調査：平成１２年(2000) 

※主な参考文献、報告書等刊行物は巻末に掲載 
 

⑵計画作成に伴う調査  
『歴文構想』の策定に際しては、指定または登録の有無、年代、類型を問わず、本市域内に

存する全ての文化財を対象とし、その把握を行った。 
把握に際しては、これまでに行われた調査研究活動や市立資料館などでの展示普及活動など

の成果、その他文化財に関連する全ての事業成果を活用した。 
「館林市史編さん事業」では、市内の歴史と文化財について年代あるいは類型ごとに調査を

行っており、平成１３年(2001)から現在まで継続している。本計画の作成では、この事業によ
って蓄積された成果を基にして、文化財の把握を行った。 

 

⑶文化財調査の課題  
本市には国・県・市指定文化財が４９件、国登録有形文化財が８件所在している。これら指

定・登録文化財のほかに、これまでの「館林市文化財総合調査」や、現在も継続している「館林
市史編さん事業」の成果、「歴文構想」の策定過程により、市内には相当数の未指定文化財が存
在することが確認されている。しかし、これまでの調査の整理から、概ね次のような点があげ
られる。 
  

３文化財の調査 

⑴既存の文化財調査  
歴史や文化、文化財に関わるこれまでの事業とその成果は、以下のとおりである。 

（１）埋蔵文化財 
（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団による調査と館林市教育委員会による調査が行われて

いる。昭和５８年(1983)～６２年(1987)に行われた、館林市埋蔵文化財文武調査での成果は、
埋蔵文化財の保護や管理、開発行為との調整、発掘調査を実施する基礎資料となっている。開
発行為に伴う市域の試掘調査の成果は、年度ごとに報告書が刊行されている。 
（２）館林市市史編さん事業に伴う調査 

市制施行５０周年記念事業として、平成１３年(2001)から始まり現在も継続中である。市内
外の文化財に関する調査を行い、年代や分野ごとに部会を組織し、市史やそのほかの刊行物を
まとめている。 
（３）館林市文化財総合調査 

野草に関する調査は、昭和６１年(1986)～平成７年(1995)にかけて行われた。地区ごとに報
告書にまとめられている。また、民俗に関する調査は、昭和６０年(1985)～平成１１年(1999)
に行われ、地区ごとに聞き取り調査が行われた。 

さらに、昭和５６年(1981)に館林のツツジに関する調査。館林城に関する調査を平成６年か
ら平成１１年(1999)に行われ、報告書がまとめられ、館林城研究の基礎資料となっている。 
（４）文化財の指定、保存・活用に伴う調査 

市指定無形民俗文化財の指定に向けての調査が、昭和５７年(1982)「上三林ささら」と平成
６年(1994)に行われ、報告書が刊行された。 

群馬県指定天然記念物「茂林寺沼及び低地湿原」に関する調査は、昭和５９年(1984)～昭和
６１年(1986)に行われ、報告書が刊行された。

 
 
表 3-3 ＜歴史や文化に関わる、主な既存調査・研究＞ （各年は報告書刊行年） 

調査事業 調査内容・対象地 

埋蔵文化財の 
発掘調査 

(公財)群馬県埋蔵 
文化財調査事業団 

・公共開発事業に伴う埋蔵文化財の調査・研究 
・埋蔵文化財分布調査 

館林市教育委員会 

・館林市埋蔵文化財分布調査：昭和５８年(1983)～６２年(1987） 
 ※事業の成果は埋蔵文化財の保護や管理、開発行為との調整、

発掘調査実施時の基礎資料となっている。 
・各種開発に伴う調査、文化財整備・修理に伴う調査 ※１ 

館林市史編さん事業に伴う調査 

・各種文化財調査事業：平成１３年(2001)～継続中  ※２ 
 市史刊行事業のため、市内外の文化財に関する調査を行う。 
 年代や分野ごとに部会を組織し、成果は市史やその他刊行物に

まとめられる。 

3 文化財の調査
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調査事業 調査内容・対象地 

館林市文化財総合調査 

・各地区の石仏に関する調査：民間団体 
昭和４７年(1972)～５３年(1978) 

・各地区の民俗に関する調査： 
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・各地区の野草に関する調査： 
昭和６１年(1986)～平成 7 年(1995) 
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・館林城に関する調査：平成 6 年(1994)～平成１１年(1999) 
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・県指定史跡「榊原康政の墓」移転に伴う調査：平成 5 年（1993） 
・田山花袋旧居保存修理調査：平成１２年(2000) 

※主な参考文献、報告書等刊行物は巻末に掲載 
 

⑵計画作成に伴う調査  
『歴文構想』の策定に際しては、指定または登録の有無、年代、類型を問わず、本市域内に

存する全ての文化財を対象とし、その把握を行った。 
把握に際しては、これまでに行われた調査研究活動や市立資料館などでの展示普及活動など

の成果、その他文化財に関連する全ての事業成果を活用した。 
「館林市史編さん事業」では、市内の歴史と文化財について年代あるいは類型ごとに調査を

行っており、平成１３年(2001)から現在まで継続している。本計画の作成では、この事業によ
って蓄積された成果を基にして、文化財の把握を行った。 

 

⑶文化財調査の課題  
本市には国・県・市指定文化財が４９件、国登録有形文化財が８件所在している。これら指

定・登録文化財のほかに、これまでの「館林市文化財総合調査」や、現在も継続している「館林
市史編さん事業」の成果、「歴文構想」の策定過程により、市内には相当数の未指定文化財が存
在することが確認されている。しかし、これまでの調査の整理から、概ね次のような点があげ
られる。 
  

３文化財の調査 

⑴既存の文化財調査  
歴史や文化、文化財に関わるこれまでの事業とその成果は、以下のとおりである。 

（１）埋蔵文化財 
（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団による調査と館林市教育委員会による調査が行われて

いる。昭和５８年(1983)～６２年(1987)に行われた、館林市埋蔵文化財文武調査での成果は、
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表 3-3 ＜歴史や文化に関わる、主な既存調査・研究＞ （各年は報告書刊行年） 
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発掘調査 
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館林市教育委員会 

・館林市埋蔵文化財分布調査：昭和５８年(1983)～６２年(1987） 
 ※事業の成果は埋蔵文化財の保護や管理、開発行為との調整、

発掘調査実施時の基礎資料となっている。 
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館林市史編さん事業に伴う調査 

・各種文化財調査事業：平成１３年(2001)～継続中  ※２ 
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まとめられる。 

第３章 館林市の文化財の状況

79



  

館林 
地区 

郷谷 
地区 

大島 
地区 

赤羽
地区 

六郷 
地区 

三野谷
地区 

多々良
地区 

渡瀬 
地区 

民
俗
文
化
財 

無形の 

民俗文化財 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

記
念
物 

遺跡 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

名勝地 △ △ △ △ △ △ △ △ 

動物・植物・地

質鉱物 
△ △ △ △ △ △ △ △ 

文化的景観 △ △ △ △ △ △ △ △ 

伝統的建造物群 ― ― ― ― ― ― ― ― 

歴史文化資源 △ △ △ △ △ △ △ △ 

〇：調査済み，△：調査不足，×：調査未実施，―：該当なし 

〔調査に関する課題〕 
①埋蔵文化財保護の基礎資料である遺跡台帳や既往調査履歴の更新が不十分で、現況が反映

されていない。 
②分野別・エリア別の調査状況にかたよりが見られるため、今後把握調査が必要となってい

る。 
③動植物や景観、民俗分野の調査は、経年の変化が見られるため、現状調査を行う必要があ

る。 
④建造物の調査は、歴史的建造物の把握が一定程度なされているが、未指定文化財について

の把握は不十分である。 
⑤地域に眠る文化財の価値や魅力を掘り起こすための調査に、地域住民が関わる機会がない。 
⑥館林市立資料館や館林市史編さん事業における調査研究の成果が、地域住民に十分に伝わ

っていない。 
⑦行政機関のみでは対応できない面を補う、多様な担い手が参加する調査が行われていない。 
⑧市内の旧市街地には歴史的建造物があるが、その価値が伝わらず老朽化による解体が進ん

でいる。 
⑨本市の歴史文化の特徴を伝えるための、調査・研究が不十分である。
 
表 3-4 ＜文化財に関する既往の把握調査＞ 

 
館林 
地区 

郷谷 
地区 

大島 
地区 

赤羽
地区 

六郷 
地区 

三野谷
地区 

多々良
地区 

渡瀬 
地区 

有
形
文
化
財 

建造物 △ △ △ △ △ △ △ △ 

美
術
工
芸
品 

絵画 △ △ △ △ △ △ △ △ 

彫刻 △ △ △ △ △ △ △ △ 

工芸品 △ △ △ △ △ △ △ △ 

書跡・ 

典籍 
△ △ △ △ △ △ △ △ 

古文書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

考古資料 △ △ △ △ △ △ △ △ 

歴史資料 △ △ △ △ △ △ △ △ 

無形文化財 × × × × × × × × 

民
俗
文
化
財 

有形の 

民俗文化財 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
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第４章 館林市の歴史文化の特性  

１館林市の歴史文化の五つの特性  
第２章及び第３章までに示した本市の特徴から、歴文構想策定にあたってその歴史文化の特

性を検討し、５つの分類にまとめた。 
⑴⑴  水水辺辺とと台台地地がが育育むむ風風土土  

水辺や台地など地形的要素から恩恵を享受する本市の生活文化。特に市内にある５つの沼
との共生により、「里沼」の息づく重厚な歴史文化が育まれてきた。 

⑵⑵  境境目目のの地地域域のの交交通通とと交交流流  
周辺に往来を阻む山がなく古代から絶えない「境目」地域の交流。交通を基軸として境界

を自由に行き来する独特な生活・文化圏が形成されてきた。 
⑶⑶  館館林林城城とと城城下下町町  

中世期の築城以後、近世期に発展を遂げた館林城とその城下町。地域の政治や経済、文化
の拠点として文化財や建造物のほか、生業や年中行事、習俗祭礼などが現代まで受け継がれ
てきた。 

⑷⑷  近近郊郊都都市市文文化化のの発発展展とと賑賑わわいい  
明治期の鉄道開通を起点とする近代産業の発展とまちの近代化。地域の豊かな自然・芸術

と融合した、“東京近郊”の都市文化が発展し、まちに賑わいを生んできた。 
⑸⑸  館館林林のの名名所所・・名名産産品品  

つつじ古木群がある「躑躅ヶ岡」や“分福茶釜”伝説の「茂林寺」を中心に一大行楽地とし
て成長。「里沼文化」を活かした「うどん」や「麦落雁」に代表される名産品が創出され、
おもてなしに花を添えた。

 

⑴⑴水水辺辺とと台台地地がが育育むむ風風土土  
館林市内には多くの池沼

が存在している。それらの池
沼は地域の生活と深く結び
つき、人と自然との交流によ
ってその景観と豊かな生態
系が維持されてきた。「里山」
と同じく、これら市内にある
沼を「里

さと
沼
ぬま

」と呼ぶ。 
人々は地形を巧みに利用

し、その特性を生活に活かした。市内の地形はおおむね平坦であるが、高台である洪積台地や
その縁辺部など、自然災害の少ない場所に集落を築き、畑作を行った。周辺の沼地や湿地、河川
などの低地では漁撈や採集が行われ、古墳時代からは、になるとそこで稲作を行って生活の糧を得

地域住民による葦の集草・運搬 

どんど焼き 

写 4-１ 茂林寺沼湿原の葦を活用した地域の年中行事（堀工区） 
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⑶⑶館館林林城城とと城城下下町町  
館林城の存在を示す最も古い史料は、室町時代の

文明
ぶんめい

３年(1471)のものである。国境に立地したため、
戦国時代には多くの戦を経験した。天

てん
正

しょう
１８年(1590)

に徳川家康が関東に入国すると重臣の榊原康政が配置
され、以後、江戸時代には、徳川綱吉が５代将軍に就
任する前にこの地を治めるなど、親藩・譜代の大名７
家が統治した。 

館林に入封した康政はそれまでの城と城下町を近世城郭として整備した。その町割や寺院の
多くは今も残され、中心市街地の基礎となっている。 

城下町には日光脇往還などの複数の街道が交差し、人々の交流が生まれた。商工業も発達し、
地域経済の中心地となった。そうした城下町の発展は、経済から文化まで物心両面に及んだ。 

近世から現在に至る本市発展の礎となった館林城とその城下町の痕跡は、特に現在の中心市
街地に建造物や社寺など有形のもののほか、祭礼、習俗、人々の生活など、多様な形で残され
ている。館林城と城下町が残した歴史文化は、本市の特性を表すものといえる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

写 4-3 市指定史跡「館林城本丸土塁」 

 

図 4-3 江戸時代後期の館林城と城下町の概略図 図 4-4 延宝２年の館林城下町の概略図 

た。先人が水辺と台地双方の恩恵を受けて築いた風土と文化は、本市の歴史文化の特性の基盤とな
っている。

 

⑵⑵「「境境目目」」のの地地域域＊＊１１  のの交交通通とと交交流流  
関東地方中央部に位置する館林市は、古くは

下野国
しもつけのくに

(栃木県)・武蔵国
むさしのくに

(埼玉県)との「境目」
であった。周辺に往来を阻む山はなく、渡良瀬
川対岸の下野国、利根川対岸の武蔵国と、国境
を越えた交流が盛んであった。 

これら近隣地域と本市は街道や渡し・舟運で
結ばれ、地形や気候、風土が似ていることから
も、互いに活発な交流をもつ生活圏・文化圏が形成された。また、近代以降は舟運や鉄道で直
接東京と結ばれたことで、本市にとって東京はさらに身近な場所となった。今も通勤や通学、
買い物などで東京へ行く人は多い。 

このような交通の条件や活発な交流は、県都(前橋市)より東京が近い県内でも特異な地理的
条件とも相まって、国(県)境にとらわれない、「両毛

りょうもう
」＊２に代表される地域意識を持った本市

の特性を形成した。  
＊＊１１【【「「境境目目」」のの地地域域】】  
ここで定義する「境目」の地域とは、国(県)境の地域でありな

がらその境に捉われず、様々な手段を用いて多くの地域と活発
に交流を行い、その成果を反映した個性豊かな生活や文化を形
成した地域のことである。 
本市は国（県）境の地域にあって、隔絶の側面も併せ持つ河川

や街道を利用し、東京(江戸)など遠方地域とも交流を行うことで、
現在に至る歴史文化の特性を形成した。 

 

＊＊２２【【両両毛毛】】  
群馬・栃木両県は古墳時代には「毛

け

野
の

」と呼ばれ、６世紀以
降に「上毛野

かみつけの

（国）」(群馬県)と「下毛野
しもつけの

(国)」(栃木県)、８世紀
以降には「上野

こうずけ

国」(上州)・「下野
しもつけ

国」(野州)とされた。 
広義の「両毛」は「群馬県域(上野国)」と「栃木県域(下野国)」、

狭義には現在の「群馬県東部」と「栃木県南部」にまたがる地域
を指す。ここでの「両毛」は、狭義のものとする。 
狭義の「両毛」が定着した契機は、織物産業の隆盛に伴う明

治２０年(1887)に群馬県と栃木県とを結ぶ「両毛鉄道」の開通と
推定される。現在も行政や経済、文化、教育など多方面で県境を
越えた強い結び付きを築いている。  

 

写写 44--22  渡渡良良瀬瀬大大橋橋  
（（館館林林市市とと栃栃木木県県のの境境））  

図 4-1 戦国期関東主要城郭位置
図 

図 4-2 両毛地域の範囲(狭義) 
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２八つのサブストーリー  
「里沼文化」にまつわる市内にある複数の文化財を、有形・無形や指定・未指定にかかわら

ず対象とし、その特性から抽出された八つのキーワードをもとに掘り下げ、サブストーリーを
設定した。サブストーリーは、➀沼辺・河川の利用と暮らし、②近世の生業から近代産業へ、
③モスリンと館林紬、④「境目」の地域の発展と人々の交流、⑤歴代城主による統治と城下町
の暮らし、⑥近郊都市文化の賑わい、⑦近現代の芸術と文化、⑧躑躅ヶ岡と館林の行楽文化の
八つである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

里里沼沼文文化化

サブストーリー 

⑷⑷近近郊郊都都市市文文化化のの発発展展とと賑賑わわいい  
明治以降の館林では、かつての城下町を中心に近代化が進ん

だ。それに伴う産業の発展は工場や事務所で働く勤め人を増加
させ、それらの人々が暮らしの場とした旧城下町地域には利便
や娯楽を提供する店舗が現れ、町並みにも変化が生じた。 

明治４０年(1907)の東武鉄道の開通によって、遠方からも多
くの行楽客が本市を訪れるようになった。 

館林出身の文豪田山
た や ま

花袋
か た い

は、著書『東京近郊一日の行楽』(大
正１２年(1923))で、東京から１～２日で気軽に行ける「都会と
野の接触点」を「近郊」と呼び、好んで旅行をした。同書には
本市も「近郊」の１つとして取りあげられ、広く紹介された。 

産業の発展と近代化による変化は、もてなしの場として花街が形成される契機ともなり、近
郊都市の館林に賑わいと新たな文化を生み出した。 

花袋のいう「東京近郊」、そして「都会と野の接触点」として、都市と田舎(自然)という本来
相反する要素が混じり合って生まれた歴史文化は、本市の特性を表すものといえる。

  

⑸⑸館館林林のの名名所所・・名名産産品品  
本市を代表する名所、国指定名勝「躑躅ヶ岡(ツツジ)」は、近世の頃より城主から庶民まで多

くの人々に愛され、整備や管理、行楽の記録が残されている。鉄道開通で遠方からの行楽客も
増え、その繁栄は市の発展に大きな影響を与えた。 

伝説「分福茶釜」あるいは童話「文福茶釜」の舞台、茂林寺には開山から現代まで多くの文
化財が残る。茂林寺沼や湿原との関係も深く、人と自然が共存した記録を今に伝える。 

本市名産品の「うどん」は、市内で盛んな麦作や、周
囲に沼が多く急激に乾燥しない気候など、うどん作りに
適した環境が生んだものといえる。明治３７年（1904）
の『群馬県営業便覧』には、市内に「うどん屋」、「素麵
商」、「素麺屋」、「饂飩飲食店」といった表記の店を見る
ことができる。 

小麦の製粉技術は近代産業としても成長し、本市の近
代化と発展の大きな原動力となった。うどんのほかにも 

「麦落雁」「麦ようかん」などの菓子、醤油など、麦に関連する特産品は数多い。 
これらの名所・名産品の誕生や発展の背景には歴史・風土・社会情勢が密接に関連しており、

本市の歴史文化の特性を反映したものといえる。 

＊＊２２【【冷冷やや汁汁ううどどんん】】  
煎りゴマにシソの葉や味噌などを加えてすり混ぜ、塩もみしたキュウリや刻みネギを入れた冷たい汁で食

べるうどん。  

（写真はイメージ） 

写 4-4 『東京近郊一日の行楽』 

写 4-5 冷
ひ
や汁

しる
うどん＊ 

86



２八つのサブストーリー  
「里沼文化」にまつわる市内にある複数の文化財を、有形・無形や指定・未指定にかかわら

ず対象とし、その特性から抽出された八つのキーワードをもとに掘り下げ、サブストーリーを
設定した。サブストーリーは、➀沼辺・河川の利用と暮らし、②近世の生業から近代産業へ、
③モスリンと館林紬、④「境目」の地域の発展と人々の交流、⑤歴代城主による統治と城下町
の暮らし、⑥近郊都市文化の賑わい、⑦近現代の芸術と文化、⑧躑躅ヶ岡と館林の行楽文化の
八つである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

里里沼沼文文化化

サブストーリー 

⑷⑷近近郊郊都都市市文文化化のの発発展展とと賑賑わわいい  
明治以降の館林では、かつての城下町を中心に近代化が進ん

だ。それに伴う産業の発展は工場や事務所で働く勤め人を増加
させ、それらの人々が暮らしの場とした旧城下町地域には利便
や娯楽を提供する店舗が現れ、町並みにも変化が生じた。 

明治４０年(1907)の東武鉄道の開通によって、遠方からも多
くの行楽客が本市を訪れるようになった。 

館林出身の文豪田山
た や ま

花袋
か た い

は、著書『東京近郊一日の行楽』(大
正１２年(1923))で、東京から１～２日で気軽に行ける「都会と
野の接触点」を「近郊」と呼び、好んで旅行をした。同書には
本市も「近郊」の１つとして取りあげられ、広く紹介された。 

産業の発展と近代化による変化は、もてなしの場として花街が形成される契機ともなり、近
郊都市の館林に賑わいと新たな文化を生み出した。 

花袋のいう「東京近郊」、そして「都会と野の接触点」として、都市と田舎(自然)という本来
相反する要素が混じり合って生まれた歴史文化は、本市の特性を表すものといえる。

  

⑸⑸館館林林のの名名所所・・名名産産品品  
本市を代表する名所、国指定名勝「躑躅ヶ岡(ツツジ)」は、近世の頃より城主から庶民まで多

くの人々に愛され、整備や管理、行楽の記録が残されている。鉄道開通で遠方からの行楽客も
増え、その繁栄は市の発展に大きな影響を与えた。 

伝説「分福茶釜」あるいは童話「文福茶釜」の舞台、茂林寺には開山から現代まで多くの文
化財が残る。茂林寺沼や湿原との関係も深く、人と自然が共存した記録を今に伝える。 

本市名産品の「うどん」は、市内で盛んな麦作や、周
囲に沼が多く急激に乾燥しない気候など、うどん作りに
適した環境が生んだものといえる。明治３７年（1904）
の『群馬県営業便覧』には、市内に「うどん屋」、「素麵
商」、「素麺屋」、「饂飩飲食店」といった表記の店を見る
ことができる。 

小麦の製粉技術は近代産業としても成長し、本市の近
代化と発展の大きな原動力となった。うどんのほかにも 

「麦落雁」「麦ようかん」などの菓子、醤油など、麦に関連する特産品は数多い。 
これらの名所・名産品の誕生や発展の背景には歴史・風土・社会情勢が密接に関連しており、

本市の歴史文化の特性を反映したものといえる。 

＊＊２２【【冷冷やや汁汁ううどどんん】】  
煎りゴマにシソの葉や味噌などを加えてすり混ぜ、塩もみしたキュウリや刻みネギを入れた冷たい汁で食

べるうどん。  

（写真はイメージ） 

写 4-4 『東京近郊一日の行楽』 

写 4-5 冷
ひ
や汁

しる
うどん＊ 

第４章 館林市の歴史文化の特性

2 八つのサブストーリー

87



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
  

国登録有形文化財  
「分福酒造店舗」 

多々良沼  龍神酒造  

県指定天然記念物  
「茂林寺沼及び低地湿原」 

市指定重文  
「上毛館林城沼所産水草図」 

川魚料理  
市指定史跡  

「救現堂」（雲龍寺） 

サブストーリー➀ 沼辺・河川の利用と暮らし  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
市内の谷底平野に点在する多くの「里沼」や、渡

わた
良
ら
瀬
せ
川・谷田

や た
川などの河川は、本市の歴史文

化に大きな影響を与えてきた。田畑の用水として、あるいは漁撈の場として、人々に多くの恵
みをもたらし、その生活を豊かなものとした。人々はそれらの環境を守り、また、使い易くす
ることで今に伝えてきた。代表事例ともいえる、中世に開削され現在も利用されている「休泊
堀」は、渡良瀬川と多々良沼を水源とした用水路であり、流域の沖積平野を肥沃な農地にした。
江戸時代には良質な地下水を利用した酒造りも盛んになった。「里沼」や河川と人々は共生関係
にあり、これら水辺の四季折々の景観は、多くの市民にとってふるさとの原風景となった。 

一方で、水辺の環境は洪水や排水不良による滞水により、時には人々の脅威ともなった。こ
れを克服する暮らしの知恵として、市内には水塚や揚げ舟が生まれた。近代、渡良瀬川の鉱毒
被害と闘った田中

た な か
正造
しょうぞう

に関連する文化財も、水との闘いを示す歴史文化の一つといえる。 
これらの沼辺・河川の利用と暮らしに関連する歴史文化を、本市の特色を語るサブストーリ

ーとして捉えた。
＜サブストーリーに関する主な要素＞ 

項目 モノ・コト（指定・登録・未指定文化財） ヒト 

自然 
茂林寺沼及び低地湿原【県】、上毛

じょうもう
館林
たてばやし

城
しろ
沼
ぬま
所産
しょさん
水草図
すいそうず

【市】、 
城沼、多々良沼、近藤沼、渡良瀬川、谷田川 

秋元志朝
あきもとゆきとも

 
田中
た な か

正 造
しょうぞう

 
大谷休
おおやきゅう

泊
はく

 
山田烏兔二
や ま だ う と じ

 

川魚・漁撈 漁法、漁撈道具、川魚料理、 

生活・信仰 竜神伝説、水神信仰、城沼開墾、城沼墾田碑、山田烏兎二
や ま だ う と じ

君碑 

水の利用 
生祠秋元宮
せいしあきもとぐう

【市】、田中
た な か

正造
しょうぞう

の墓および救
きゅう
現堂
げんどう
【市】、水塚

み つ か
、揚

あ
げ舟

ぶね
、 

雲龍寺
うんりゅうじ

、休泊堀
きゅうはくぼり

、大谷休泊の墓【県】、分福酒造店舗、清水屋酒造、 
龍神酒造 

漁撈 

下休泊堀  渡良瀬川 

88



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
  

国登録有形文化財  
「分福酒造店舗」 

多々良沼  龍神酒造  

県指定天然記念物  
「茂林寺沼及び低地湿原」 

市指定重文  
「上毛館林城沼所産水草図」 

川魚料理  
市指定史跡  

「救現堂」（雲龍寺） 

サブストーリー➀ 沼辺・河川の利用と暮らし  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
市内の谷底平野に点在する多くの「里沼」や、渡

わた
良
ら
瀬
せ
川・谷田

や た
川などの河川は、本市の歴史文

化に大きな影響を与えてきた。田畑の用水として、あるいは漁撈の場として、人々に多くの恵
みをもたらし、その生活を豊かなものとした。人々はそれらの環境を守り、また、使い易くす
ることで今に伝えてきた。代表事例ともいえる、中世に開削され現在も利用されている「休泊
堀」は、渡良瀬川と多々良沼を水源とした用水路であり、流域の沖積平野を肥沃な農地にした。
江戸時代には良質な地下水を利用した酒造りも盛んになった。「里沼」や河川と人々は共生関係
にあり、これら水辺の四季折々の景観は、多くの市民にとってふるさとの原風景となった。 

一方で、水辺の環境は洪水や排水不良による滞水により、時には人々の脅威ともなった。こ
れを克服する暮らしの知恵として、市内には水塚や揚げ舟が生まれた。近代、渡良瀬川の鉱毒
被害と闘った田中

た な か
正造
しょうぞう

に関連する文化財も、水との闘いを示す歴史文化の一つといえる。 
これらの沼辺・河川の利用と暮らしに関連する歴史文化を、本市の特色を語るサブストーリ

ーとして捉えた。
＜サブストーリーに関する主な要素＞ 

項目 モノ・コト（指定・登録・未指定文化財） ヒト 

自然 
茂林寺沼及び低地湿原【県】、上毛

じょうもう
館林
たてばやし

城
しろ
沼
ぬま
所産
しょさん
水草図
すいそうず

【市】、 
城沼、多々良沼、近藤沼、渡良瀬川、谷田川 

秋元志朝
あきもとゆきとも

 
田中
た な か

正 造
しょうぞう

 
大谷休
おおやきゅう

泊
はく

 
山田烏兔二
や ま だ う と じ

 

川魚・漁撈 漁法、漁撈道具、川魚料理、 

生活・信仰 竜神伝説、水神信仰、城沼開墾、城沼墾田碑、山田烏兎二
や ま だ う と じ

君碑 

水の利用 
生祠秋元宮
せいしあきもとぐう

【市】、田中
た な か

正造
しょうぞう

の墓および救
きゅう
現堂
げんどう
【市】、水塚

み つ か
、揚

あ
げ舟

ぶね
、 

雲龍寺
うんりゅうじ

、休泊堀
きゅうはくぼり

、大谷休泊の墓【県】、分福酒造店舗、清水屋酒造、 
龍神酒造 

漁撈 

下休泊堀  渡良瀬川 
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麦作  麦打唄・フリボウ 稲作  

国登録有形文化財  
「正田醤油正田記念館」 麦の郷土食（うどん）  

市指定重文 
「ムカデと梅樹絵馬」 麦落雁  

製粉ミュージアム本館  

駒方神社農耕絵馬 

麦 作  

サブストーリー② 近世の生業から近代産業へ  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
館林市は、戦後に「群馬のウクライナ」とも呼ばれた豊かな穀倉地帯である。この地に暮ら

した人々は、大地を耕し、河川などの水資源を巧みに利用することで、米と麦の二毛作を可能
にした。 

中でも麦は江戸時代から館林藩の名産品として知られ、それを加工したうどん粉は将軍家へ
の献上品ともなった。明治時代には日本の製粉業を牽引した日清製粉が本市で生まれ、原料に
小麦を使用する醤油醸造業も発展した。これらは現在の本市の主要産業の一つである食品産業
の発展へとつながっていった。うどんなど小麦粉を使った各種の郷土食は、今でも市民生活に
溶け込んだ身近なものであり、本市を代表する産品、お土産としても有名である。 

近世の生業から近代に産業として発展し、現在も主要産業として、あるいは身近な郷土食や
名産品として生きている、主に「食」に関わる歴史文化を、本市の特色を語るサブストーリ―
として捉えた。 
＜サブストーリーに関する主な要素＞ 

項目 モノ・コト（指定・登録・未指定文化財） ヒト 

米関連 
農具(ヒキドイ)、陸田、ポンプ小屋、陸稲(オカボ)、年貢

ね ん ぐ
割付状
わりつけじょう

、二毛
作 

松澤
まつざわ

織部
お り べ

 
正田
しょうだ

貞
てい
一郎
いちろう

 
南條新六郎
なんじょうしんろくろう

 
正田
しょうだ

文
ぶん
右
え
衛門
も ん

 
小室良七
こむろりょうしち

 

麦関連 
農具(フリボウ、麦踏ローラーなど)、 
麦の郷土食(麦落雁、うどん、冷や汁など)、赤城おろし 

製粉業 製粉ミュージアム 
その他の 
近代産業 

館林市中
たてばやししちゅう

絵入
え い り

案内
あんない

双六
すごろく

、正田醤油正田記念館、正田醤油六号、 
同八号蔵、小室商店、小室家日記 

生活信仰 
不動明王図(教王院旧蔵)【市】、ムカデと梅樹ばいじゅ絵馬【市】、 
千匹ムカデ絵馬【市】、長良

な が ら
神社ほか農村の神社、日向ひ な た義民ぎ み ん地蔵じ ぞ う【市】、 

大谷神社農耕図絵馬、駒方神社農耕絵馬、小池
こ い け

藤
とう
左
ざ
衛門
え も ん

の墓、雷電信仰 
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織物組合  館林織物市場開場式典  織姫講  

県指定重文  
「旧上毛モスリン事務所」 

織姫神社  

織姫神社の碑  

機織り機  綿屋仲間資料  館林紬  

サブストーリー③ モスリンと館林紬  

館林市域では農家の貴重な現金収入源として養蚕や綿栽培、各戸での機織りが行われていた。
明治時代に上毛モスリン株式会社が設立され、織物市場(邑楽織物同業組合)ができたことによ
り、地場産業であった織物はその規模を拡大して近代産業となり、館林市の発展に大きく貢献
した。館林市の名産として知られる「館林紬」は、軽くて肌触りが良く丈夫で腰のある綿織物
として親しまれた。 

製粉業や醸造業と異なり、現代の織物業の規模は盛んであった頃よりかなり小さくなってい
るが、館林市の近代の発展を語るうえで欠かすことのできないものである。隣接する栃木県や
埼玉県、また群馬県内の織物産業との関連も興味深いものであることから、本市の特色を語る
サブストーリーとして捉えた。 

 
＜サブストーリーに関する主な要素＞ 

項目 モノ・コト（指定・登録・未指定文化財） ヒト 

織物関連 
中野
な か の

絣
かすり

、機織り具、綿屋仲間資料(松本家文書)、賃機
ちんばた

、 
旧上毛モスリン事務所附棟札【県】、平塚織物の建物、織物組合、織姫
神社、館林

たてばやし
紬
つむぎ

 

荒井藤七
あ ら い と う し ち

 
鈴木
す ず き

平
へい
三郎
ざぶろう

 
荒井
あ ら い

清三郎
せいざぶろう

 

館林紬 館林紬  
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日光脇往還 
市指定史跡  

「千塚の判官塚」 

市指定重要無形民俗文化財  
「上三林のささら」 

羽附のささら  木戸のささら  

市指定史跡「山王山古墳」 松沼町遺跡（炭焼窯跡） 
多々良沼遺跡 
出土遺物（鉄滓） 

市指定重要無形民俗文化財 
「大島岡里神代神楽(太々神楽)」 

サブストーリー④ 「境目」の地域の発展と人々の交流  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
群馬県(旧上野国

こうずけのくに
)と栃木県(旧下野国

しもつけのくに
)、埼玉県(旧武蔵国

むさしのくに
)との国境付近に位置する館林市は、

古来より多くの人や物が行き交う地であった。江戸時代には日光脇往還・太田街道・古河往還・
小泉道・藤岡道などの街道が城下町で交差していた。舟運は特に物流面で大きな役割を果たし、
渡良瀬川に下早川田河岸

し も さ が わ だ か し
が置かれた。明治時代には蒸気船が登場すると下早川田河岸にも寄航

するようになり、鉄道が開通するまでの間、東京との往復に利用された。 
「境目」地域の特性はこうした交通の要衝としての性格のみならず、人と人、地域と地域の

交流にも表れている。伝統芸能の市指定重要無形民俗文化財「上三林のささら」は埼玉県行田
市から、市指定重要無形民俗文化財「大島岡里

おおしまおかざと
神代
か み よ

神楽
か ぐ ら

(太々神楽)」は栃木県佐野市から伝わっ
たとされる。また、館林の地形を形づくる台地と低地の境目である縁辺部には多くの遺跡が残
され、本市に暮らした人々の先史時代からの足跡を残している。 

現在も東武鉄道などの利便性を活かして東京への通勤・通学者は多い。県都である前橋市よ
りも東京都に近く、栃木県足利市や佐野市と一体となった「両毛」地域の意識を育んだ特異な
地理的条件は、国(県)境にとらわれない本市の特性を形成した。 

本市の立地特性に基づく「境目」の地域に関連する歴史文化を、本市の特色を語るサブスト
ーリーとして捉えた。 
＜サブストーリーに関する主な要素＞ 

項目 主なモノ・コト（指定・登録・未指定文化財） ヒト 

台地縁辺部 
大袋Ⅰ･Ⅱ遺跡、加法師遺跡、間堀 1 遺跡、北近藤第一地点遺跡、 
松沼町遺跡、山王山

さんのうやま
古墳【市】 

徳川家康 
榊原忠次 
源義経 

街道と舟運 
日光脇往還、千塚

ち づ か
の判官

はんがん
塚
つか
【市】、街道沿いの道標、 

渡良瀬大橋、館林町本陣
ほんじん

間取図
ま ど り ず

、早川田河岸関係文書 

生活信仰 
上三林のささら【市】、羽附のささら、木戸のささら、 
大島岡里おおじまおかさと神代か み よ神楽か ぐ ら（太々神楽）【市】 
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ち づ か
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塚
つか
【市】、街道沿いの道標、 
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市指定重文  
「町検断の門」 

市指定史跡「館林城跡」 
（土橋門付近） 

市指定重文 
「館林城絵馬」 

市指定重文  
「旧館林藩士住宅」 尾曳稲荷神社 

善導寺  

館林城跡  

サブストーリー⑤ 歴代城主による統治と城下町の暮らし  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
中世に築城された館林城と城下町は、近世に入封した榊原

さかきばら
康
やす

政
まさ

によって新たに整備された。
それらは時代を越え、現在まで続く中心市街地の基礎となっている。 

城下町は本市と周辺地域における経済の中心地となり、多様な商工業の集積地として機能し、
地域経済の成長を支えた。同時に、農村地帯とは異なる都市としての文化を形成する場ともな
った。本市の指定・登録文化財の中で最も多くを占めるのは、近世の歴代城主や館林城(藩)、城
下町に関係するものであり、歴史文化の面からもその影響は色濃く残っている。 

現在の市街地にも康政が整備した当時の町割りは残され、要所に配された社寺の多くも存続
しており、現代を生きる我々とのつながりも強い。現在の歴史と文化の礎といえる、館林城（藩）
とその城下町に関連する歴史文化を、本市の特色を語るサブストーリ―として捉えた。 
＜サブストーリーに関する主な要素＞ 

項目 モノ・コト（指定・登録・未指定文化財） ヒト 

歴代城主 

北条氏掟書
おきてがき

、北条氏禁制
きんぜい

(善導寺文書)、北条氏「虎印とらいん」制札せいさつ【市】、 
榊原康政の墓附同画像【県】、館林城主榊原

さかきばら
忠次
ただつぐ
の母祥室院

しょうしついん
殿
でん
の墓

および石灯篭【市】、榊原康政禁制【市】、松平乗寿
まつだいらのりなが

の墓、 
松平
まつだいら

武元たけちか書状(山椒／塩鮎)【市】、徳川綱吉筆「芦鷺
あしさぎ

之図」、秋元文
庫、秋元家コレクション、尾曳稲荷神社石造奉納物(手水鉢など) 

歴代城主 

館林城と武士 

館林城跡【市】、館林城本丸土塁及び八幡宮【市】、館林城 鐘
じょうしょう

【県】、
土橋門、尾曳

お び き
稲荷
い な り

神社、館林城絵図、旧秋元別邸、館林城絵馬【市】、
明治戊辰ぼ し ん戦争せんそう磐城進撃しんげき絵馬え ま【市】、明治戊辰ぼ し ん戦争せんそう凱旋がいせん絵馬え ま【市】、 
生田
い く た

萬
よろず
父祖の墓【市】、旧館林藩士住宅【市】、館林藩士住宅図面、 

旧藩士伝来の武具・文書 

生田
い く た

萬
よろず

 
伊王野惣
い お う の そ う

七郎
しちろう

 

城下町の暮らし 町検断
まちけんだん

の門【市】、館林城下町絵図【市】、外池
とのいけ

商店、城下町の町割り 
青山家・小寺

こ で ら

家 

城下町の社寺 
善導寺
ぜんどうじ

、応声寺
おうしょうじ

、愛宕
あ た ご

神社
じんじゃ

、青梅
お う め

天満宮
てんまんぐう

、青
せい

龍
りゅう

神社
じんじゃ

、初引稲荷神社
はつびきいなりじんじゃ

、 
夜明
よ あ け

稲荷
い な り

神社
じんじゃ

、築城伝説、不動まんだら板碑【県】、青石地蔵板碑【県】 赤井
あ か い

照光
てるみつ
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富貴座十五周年記念碑 

『花の都 上州大観』昭和９年(1934) 

芸妓舞踊「分福茶釜」  

東武鉄道館林駅  

 

旧福志満旅館 旧清和園 

旧館林市庁舎 

国登録有形文化財「旧館林二業見番組合事務所」 

サブストーリー⑥ 近郊都市文化の賑わい  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鉄道の開通により、本市と東京とは近世以前と比較にならないほどの速いスピードで行き来

が可能となった。その影響は多岐にわたり、産業の発展と相まって、本市は近世の城下町から
近代の近郊都市へと変化を遂げた。 

東京方面から多くの行楽客が館林を訪れるようになると、それらの人々を相手にした土産物
屋や、仕出し弁当などを提供する料理屋が市内に増え、城沼の渡船も躑躅ヶ岡や尾曳稲荷神社
を訪れるための観光利用が盛んになった。 

また、日清製粉や上毛モスリンなどの産業の発達に伴って、これらの工場や事務所で働く勤
め人が増加した。それらの人々は、市街地を暮らしの場とする新たな都市生活者であった。そ
の生活に利便を提供する銭湯の増加や、娯楽を提供する映画館やカフェの出現など、市街地に
も変化が現れた。また、企業などの接待、行楽客のもてなしの場として花街もでき、華やかな
時代を迎えた。 

本市出身の文豪田山
た や ま

花袋
か た い

の作品にも描かれる、近代化していく近郊都市館林の賑わいと、そ
の華やぎを今に伝える歴史文化を、本市の特色を語るサブストーリーとして捉えた。 
＜サブストーリーに関する主な要素＞ 

項目 モノ・コト（指定・登録・未指定文化財） ヒト 

鉄道 
東武鉄道、駅舎(館林駅、茂林寺前駅、多々良駅、成島駅、渡瀬駅)、 
渡良瀬川鉄橋、変電所、館林駅周辺の倉庫群 

根津
ね づ

嘉一郎
か い ち ろ う

 

娯楽 
旧館林二業見番組合事務所、富貴座

ふ う き ざ
十五周年記念碑、 

料理屋・割烹旅館(旧福志満
ふ く し ま

旅館、旧清和園）、 
芸能(館林音頭、館林小唄、) 

石島
いしじま

コト 
石島専吉
いしじませんきち

 
家
い え

冨
と み

忠
ちゅう

三郎
ざ ぶろ う

 

都市の発展 旧館林市庁舎(館林市市民センター) ― 
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市指定重文  
「常光寺の格天井」 小室翠雲画「邑楽公園躑躅岡之図」 

彫刻の小径  

田山花袋『ふる郷』  田山花袋『城沼四時雑詠』  

市指定史跡  
「浮世絵師北尾重光の墓」 小室翠雲 岸浪柳渓  藤牧義夫  

田山花袋旧居及び旧居跡附建家売渡証一札 

田山花袋 

サブストーリー⑦ 近現代の芸術と文化  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
明治の新時代が訪れ、産業の発達や鉄道の開通によるまちの発展とともに、館林市は多彩な

芸術家を生み出した。代表的な人物として、日本文学史に「自然主義」の時代を築いた明治の文
豪田山花袋、近世から近代にかけて活動した浮世絵師北尾

き た お
重光
しげみつ

、南画
な ん が

の大家小室
こ む ろ

翠
すい

雲
うん

などがい
る。 

これらの作品や活動の足跡、あるいは作品のモチーフは、本市を含む両毛
りょうもう

地域や利根川対岸
の埼玉県北部にも多く残されている。これは、本市が「境目」の地域、交通の要衝として様々
な地域と密な交流を持っていたことの、一つの表れと見ることができる。 

主に近世の終わりから近現代に活躍した本市にゆかりのある芸術家とその作品、それらに関
わる歴史文化を、本市の特色を語るサブストーリ―として捉えた。 
 
＜サブストーリーに関する主な要素＞ 

 

項目 モノ・コト（指定・登録・未指定文化財） ヒト 

近現代の
芸術と 
文化 

【田山花袋】田山花袋旧居及び旧居跡附建家売渡証一札【市】、 
原稿「ふる郷」他、花袋の姉の墓(常光寺)、田山花袋生誕の地、 
田山花袋歌碑、文学碑、田山花袋記念文学館収蔵資料 

【北尾
き た お

重光
しげみつ

】浮世絵師北尾重光の墓【市】、相撲絵馬(正田記念館蔵) 
【小室翠雲

こ む ろ す い う ん
】常光寺の格天井絵画【市】、「孔雀図」(茂林寺蔵）、 
「渓山幽邃図」 

【岸浪柳渓
きしなみりゅうけい

】柳渓画家寄附記念樹の碑、「田中正造画幅」(雲龍寺蔵) 
【藤牧

ふじまき
義夫
よ し お

】藤牧義夫版画碑、「城沼の冬」(県立館林美術館蔵)、「隅田川絵巻」 
【荒井

あ ら い
閑
かん
窓
そう
】旧対松亭、観性寺

かんしょうじ
連句額、資料館蔵俳画作品、花山句碑 

【藤
ふじ
野
の
天
てん
光
こう
】「ああ青春」、「光は大空より」、「時のながれ」、「人生」、「夢」 

北尾重光 
田山花袋 
小室翠雲 
岸浪柳渓 
岸浪百草居
きしなみひゃくそうきょ

 
荒井閑窓 
藤牧義夫 
藤
ふじ
野天光
の て ん こ う

 

建家売渡証 
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明治の新時代が訪れ、産業の発達や鉄道の開通によるまちの発展とともに、館林市は多彩な

芸術家を生み出した。代表的な人物として、日本文学史に「自然主義」の時代を築いた明治の文
豪田山花袋、近世から近代にかけて活動した浮世絵師北尾

き た お
重光
しげみつ

、南画
な ん が

の大家小室
こ む ろ

翠
すい

雲
うん

などがい
る。 

これらの作品や活動の足跡、あるいは作品のモチーフは、本市を含む両毛
りょうもう

地域や利根川対岸
の埼玉県北部にも多く残されている。これは、本市が「境目」の地域、交通の要衝として様々
な地域と密な交流を持っていたことの、一つの表れと見ることができる。 

主に近世の終わりから近現代に活躍した本市にゆかりのある芸術家とその作品、それらに関
わる歴史文化を、本市の特色を語るサブストーリ―として捉えた。 
 
＜サブストーリーに関する主な要素＞ 

 

項目 モノ・コト（指定・登録・未指定文化財） ヒト 

近現代の
芸術と 
文化 

【田山花袋】田山花袋旧居及び旧居跡附建家売渡証一札【市】、 
原稿「ふる郷」他、花袋の姉の墓(常光寺)、田山花袋生誕の地、 
田山花袋歌碑、文学碑、田山花袋記念文学館収蔵資料 

【北尾
き た お

重光
しげみつ

】浮世絵師北尾重光の墓【市】、相撲絵馬(正田記念館蔵) 
【小室翠雲

こ む ろ す い う ん
】常光寺の格天井絵画【市】、「孔雀図」(茂林寺蔵）、 
「渓山幽邃図」 

【岸浪柳渓
きしなみりゅうけい

】柳渓画家寄附記念樹の碑、「田中正造画幅」(雲龍寺蔵) 
【藤牧

ふじまき
義夫
よ し お

】藤牧義夫版画碑、「城沼の冬」(県立館林美術館蔵)、「隅田川絵巻」 
【荒井

あ ら い
閑
かん
窓
そう
】旧対松亭、観性寺

かんしょうじ
連句額、資料館蔵俳画作品、花山句碑 

【藤
ふじ
野
の
天
てん
光
こう
】「ああ青春」、「光は大空より」、「時のながれ」、「人生」、「夢」 

北尾重光 
田山花袋 
小室翠雲 
岸浪柳渓 
岸浪百草居
きしなみひゃくそうきょ

 
荒井閑窓 
藤牧義夫 
藤
ふじ
野天光
の て ん こ う

 

建家売渡証 
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お辻・松女の墓  つつじが岡公園と城沼  つつじまつり  

茂林寺  富士嶽神社の初山大祭(花山町)  分福茶釜  

普済寺 常楽寺  子神社(奉納された草鞋) 

サブストーリー⑧ 躑躅ヶ岡と館林の行楽文化  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本市最大の観光資源として現在も多くの行楽客が訪れる躑躅ヶ岡(つつじが岡公園)は、中世

から自生のツツジ群落として存在し、江戸時代には歴代の館林城主によって保護・育成された。
庶民も花見を楽しんだ記録が残されており、古くから地域の人々に愛された場所であった。 

明治に入って一時荒廃したが、地域の人々や群馬県令楫
か
取
とり

素
もと

彦
ひこ

などの尽力で復興を果たした。
それ以後、鉄道の延伸により東京など遠方からも多くの行楽客が訪れる名所となった。『分福茶
釜』伝説ゆかりの地である茂林寺や、「館林城築城伝説」が伝わる尾曳稲荷神社など市内の名所
と合わせ、今も躑躅ヶ岡(つつじが岡公園)には多くの人が訪れている。 

主に近世から近代に由来を持ち、鉄道など交通網の発達によってさらに発展した躑躅ヶ岡(つ
つじが岡公園)を始めとする館林の行楽に関わる歴史文化を、本市の特色を語るサブストーリ―
として捉えた。 

 
＜サブストーリーに関する主な要素＞ 

項目 モノ・コト（指定・登録・未未指指定定文文化化財財） ヒト 

名所・行楽地 
「躑躅ヶ岡」【国】、つつじが岡公園、つつじ、つつじまつり、 
躑躅岡公園碑、城沼の渡船、お辻・松女の墓、つつじが岡の伝説 楫取素彦

かとりもとひこ
 

照
しょう

憲
けん
皇太后
こうたいごう

 
安樂
や す ら

岡
おか
善
ぜん
平
ぺい

 
杉本
すぎもと

八代
や よ

 
田山花袋 
巌谷小波
いわやさざなみ

 

社寺と祭り 

龍興寺、常楽寺、普済寺、茂林寺、分(文)福茶釜伝説、 
徳川家光朱印状写、後

ご
柏原
かしわばら

天皇
てんのう

綸旨
り ん じ

、普済寺の銅鐘【市】、 
尾曳稲荷神社(尾曳講)、善長寺(十一面観音の縁日)、 
深諦寺(日限

ひ ぎ り
地蔵の供養祭）、富士嶽神社(初山大祭)、 

駒方
こまがた

神社
じんじゃ

(弓取式
ゆみとりしき

)、子
ね
権現(大祭) 

 
 

躑躅ヶ岡(ツツジ)  
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として捉えた。 

 
＜サブストーリーに関する主な要素＞ 

項目 モノ・コト（指定・登録・未未指指定定文文化化財財） ヒト 

名所・行楽地 
「躑躅ヶ岡」【国】、つつじが岡公園、つつじ、つつじまつり、 
躑躅岡公園碑、城沼の渡船、お辻・松女の墓、つつじが岡の伝説 楫取素彦

かとりもとひこ
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しょう

憲
けん
皇太后
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社寺と祭り 

龍興寺、常楽寺、普済寺、茂林寺、分(文)福茶釜伝説、 
徳川家光朱印状写、後

ご
柏原
かしわばら

天皇
てんのう

綸旨
り ん じ

、普済寺の銅鐘【市】、 
尾曳稲荷神社(尾曳講)、善長寺(十一面観音の縁日)、 
深諦寺(日限

ひ ぎ り
地蔵の供養祭）、富士嶽神社(初山大祭)、 

駒方
こまがた

神社
じんじゃ

(弓取式
ゆみとりしき

)、子
ね
権現(大祭) 
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第５章 館林市の歴史文化の保存・活用 

１里沼文化の保存・活用の方針  
⑴目指すべき将来像  

 
館林市には、歴史や風土に育まれ、市民の生活に根付いた豊富な文化財が存在する。これら
現在まで受け継がれた文化財を確実に保護するとともに、それらが本来持っている魅力に改め
て光を当て、学校教育や生涯学習、地域活性化、世代間・地域間の交流を図っていくものとす
る。そして、本市の歴史文化や文化財・歴史文化資源（里沼文化資源）を積極的に活用しなが
ら、将来的なひとづくりやまちづくりの創造に取り組むものとする。 
本計画においては、目指すべき将来像を 里沼のまち・館林市文化財未来ビジョン ――つつななぐぐ文文

化化財財××つつななががるるままちちづづくくりり―― とし、各分野の具体的措置を推進していく。 
 

２館林市の文化財行政  

⑴文化財に係る行政組織・体制  
館林市の文化財行政は、文化財保護法・群馬県文化財保護条例・館林市文化財保護条例など
に基づき、館林市教育委員会文化振興課が担当・執行している。また、教育委員会の諮問機関
として、館林市文化財保護審議会を設置(館林市文化財保護条例第９条)している。このほか、関
係機関と連携しながら各種事業を実施している。 
現在、文化振興課には文化財係のほか、日本遺産推進係、市史編さんセンター、芸術文化係
を置く。中でも文化財係・日本遺産推進係・市史編さんセンターはそれぞれ関連性が高いこと
から、相互に連携と役割分担をしながら事業に取組んでいる。 
その他、文化財の保存・活用については、連携が重要な館林市役所の市長部局の各課とも随
時調整や協議を行いながら事業を展開している。館林駅東・旧城下町エリアにある「歴史の小
径」にある「竜の井」や「鷹匠町長屋門」などの文化財や歴史的建造物などに関する管理や普
及に取組む市民協働課、国指定名勝「躑躅ヶ岡」の管理や整備、関連イベント等を実施するつ
つじのまち観光課、「旧二業見番」や「外池商店」などまちなかの歴史文化ストックを活かした
まちづくりを展開する区画整理課などがその代表である。 

 
 

里沼のまち・館林市文化財未来ビジョン 

――つつななぐぐ文文化化財財××つつななががるるままちちづづくくりり――   
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